
Air ペイ加盟店規約 

 

Air ペイ加盟店規約(以下、「本規約」という。)は、Air サービス共通利用約款に基づいて株

式会社リクルート(以下「RCL」という。)と契約を締結した RCL の加盟店(以下「Air ペイ加

盟店」という。)に対し提供する携帯端末によるクレジットカード決済システム、交通系電

子マネー決済システム及びその他の決済システムである「Air ペイ」(以下「本決済システ

ム」という。)に関し、RCL、クレジットカード会社等及び Air ペイ加盟店間の契約関係を定

めたものである。Air ペイ加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うも

のとする。 

 

第 1 編 共通条項 

第 1編に定める条項は、本決済システムを利用する場合において、クレジットカード取引、

交通系電子マネー取引及びその他の決済取引のいずれにおいても共通して適用されるもの

とする。 

 

第 1 章 総則 

第 1 条 目的 

1. 本規約は、Air ペイ加盟店が本決済システムを利用するにあたり、その方法及び内

容等を定めることにより、本決済システムを利用した取引を適正化し、もって、ク

レジットカード等、交通系電子マネー等の決済手段及び本決済システムの利用促進

を図ることを目的とする。なお、RCL が本決済システムの提供にあたり別途 Air ペ

イ加盟店に示す諸注意等は本規約の一部をなすものとする。 

2. Air ペイ加盟店は、本規約に定めるほか、RCL が別途規定する Air サービス共通利用

約款の適用を受けるものとし、本決済システムの利用において本規約と Air サービ

ス共通利用約款との間に異なる規定がある場合は、本規約が優先するものとする。 

 

第 2 条 定義 

本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。 

(1) 「信用販売」とは、Air ペイ加盟店とカード会員との間の物品、サービス又は権利等(以

下総称して「商品等」という。)の提供に係る契約のうち、RCL 及び決済サービス提供会社

等所定の手続を実施することにより、Air ペイ加盟店が商品等の代金又は対価等をカード会

員から直接受領しない方法により行うものをいう。 

(2) 「クレジットカード等」とは、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、

その他カードであるかを問わず支払手段として使用される情報記録媒体を含む、本決済シ

ステムによる取引に使用することができるものとして RCL が指定したものをいう。 

(3) 「クレジットカード会社等」とは、RCL が本決済システムについて包括代理加盟店契約



を締結する、クレジットカード等を発行する会社等をいう。 

(4) 「クレジットカード取引」とは、信用販売のうち、クレジットカード等を使用して当該

信用販売に係る商品等の代金を決済するものをいう。 

(5) 「クレジットカード番号等」とは、割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16

第 1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの

有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)をいう。 

(6) 「交通系電子マネー」とは、IC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、当

該電子マネーの運営事業者の定める方法で IC カード等に記録した金銭的価値をいい、本決

済システムによる取引に使用することができるものとして本規約末尾の別表第 1 号に RCL

が指定したものをいう。 

(7) 「他社発行電子マネー」とは、電子マネー発行者と相互利用契約を締結した事業者が、

情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭

的価値をいう。 

(8) 「電子マネー発行者」とは、交通系電子マネーの運営事業者及び交通系電子マネーの運

営事業者から交通系電子マネーの発行者として指定された者をいう。 

(9) 「電子マネー取引」とは、信用販売のうち、交通系電子マネー又は他社発行電子マネー

を本スマートデバイス端末に移転することにより商品等の代金を決済するものをいう。 

(10) 「決済サービス提供会社等」とは、クレジットカード会社等、電子マネー発行者及び

これらの者が現在又は将来において加盟又は提携する会社をいう。なお、国際ブランドの組

織及び当該組織に加盟する会社、アクワイアラー業務のみを行う会社並びに RCL が指定す

る決済代行業者を含む。 

(11) 「カード等」とは、クレジットカード等及び、電子マネー発行者が発行するカードそ

の他支払手段として使用される情報記録媒体であって、本決済システムによる取引に使用

することができるものとして RCL が指定したものをいう。 

(12) 「IC カード」とは、カード等に IC(Integrated Circuit=集積回路)チップが埋め込ま

れたカード等をいう。 

(13) 「ICチップ非搭載カード」とは、カード等のうち IC カードに該当しないカード等を

いう。 

(14) 「Air ペイ加盟店」とは、本規約に基づき、本決済システムを利用して商品等の販売

又は提供を行う者で、第 5条の定めるところにより、RCL が加盟店として認めた法人又は個

人をいう。 

(15) 「個別加盟店契約」(以下「本契約」ともいう。)とは、RCL と Air ペイ加盟店との間

の本規約を内容とする加盟店契約をいう。 

(16) 「カード会員」とは、カード等を正当に所持する者をいう。 

(17) 「ユーザー」とは、Air ペイ加盟店として本決済取引を実施する自然人をいう。 

(18) 「本スマートデバイス端末等」とは、Air ペイ加盟店が本決済システムを利用するた



めに使用するスマートデバイス端末等をいう。 

(19) 「決済端末」とは、本スマートデバイス端末等と Bluetooth又は WiFi 接続することに

よって、カード等の読み取り、引去りができる機器であって、RCL が運営事業者の定める仕

様に沿って本決済システム専用に開発し、貸与又は販売するものをいう。 

(20) 「アプリ」とは、本スマートデバイス端末等にダウンロードし、所定の認証を経て起

動することにより本決済システムを利用することができるソフトウェアであって、RCL が提

供するものをいう。 

(21) 「加盟店管理画面」とは、RCL が Air ペイ加盟店専用のウェブサイト等において提供

する届出情報の設定、変更等の手続及び第 21 条に定める取引履歴等の閲覧を行う機能をい

う。 

(22) 「決済機能」とは、アプリが提供する機能のうち、本決済システムを利用した取引を

行うために使用する機能及び第 17条に基づき返品等の手続を行う機能をいう。 

(23) 「AirID」とは、RCL が提供する Air サービス(RCL が「Air」の名称を付して提供する

個々のサービス又は RCL が「ボード/Board」の名称を付して提供する個々のサービス等のう

ち、RCL が指定する個々のサービス又はその総称をいう。以下同じ。)の利用を希望する事

業者に対し、RCL が Air サービス共通利用約款に基づいて付与する番号、記号(ID)をいう。 

(24) 「AirID パスワード」とは、RCL が Air サービスの利用を希望する事業者に対し、AirID

とともに付与する番号、記号(パスワード)をいう。 

(25) 「取扱説明書」とは、本決済システムに関係する特定の物品又はシステムの取扱い方

を定めた一切の文書をいう。 

(26) 「決済端末取扱説明書」とは、取扱説明書のうち、決済端末に付随するもので、決済

端末の貸与又は販売を受けた者に適用される、決済端末の取扱い方を定めた文書をいう。 

(27) 「本決済取引」とは、本決済システムを利用する Air ペイ加盟店とカード会員との間

の各販売をいう。 

(28) 「包括代理加盟店契約」とは、RCL が決済サービス提供会社等との間で締結する包括

代理加盟店契約をいう。 

(29) 「売上承認」とは、RCL がクレジットカード取引について、自ら又はクレジットカー

ド会社等に依頼して実施する本決済取引に係る承認をいう。 

(30) 「チャージ」とは、電子マネー発行者の定める方法で IC カードに交通系電子マネーを

積み増しすることをいう。 

(31) 「移転」とは、ネットワーク、本スマートデバイス端末を媒介することにより、IC カ

ードに記載されている一定額の交通系電子マネーを引き去り、電子マネー発行者の電子計

算機、IC カード又は決済端末に同額の交通系電子マネーが積み増しされることをいう。 

(32) 「偽造」とはクレジットカード会社等及び電子マネー発行者の承認を受けずに複製等

により、カード等と同様若しくは類似の機能を持つ情報記録媒体又は電子的情報を作出す

ることあるいは変更することをいう。 



第 2 章 包括加盟店方式等 

第 3 条 包括加盟店方式 

1. Air ペイ加盟店は、RCL が任意の決済サービス提供会社等との間で包括して加盟店

契約を締結することができ、当該包括加盟店契約に基づき、RCL は Air ペイ加盟店

との間で本契約を締結すること及び RCL が任意の決済サービス提供会社等との間で

Air ペイ加盟店を代理して包括代理加盟店契約を締結できることを確認する。 

2. Air ペイ加盟店は、RCL が、包括代理加盟店契約の相手方たる決済サービス提供会社

等に対し、Air ペイ加盟店及び本決済取引について、以下の各号に掲げる事項を行

うことを承諾する。 

(1) RCL が当該決済サービス提供会社等と包括代理加盟店契約を締結する場合

には、当該契約に付随する合意の締結 

(2) Air ペイ加盟店と当該決済サービス提供会社等との間の届出、通知その他

一切の連絡事項の取次ぎ 

(3) 売上承認の取得 

(4) 売上請求に関する事務 

(5) その他 RCL と Air ペイ加盟店が合意し、決済サービス提供会社等が承諾し

た事項 

3. RCL は、本契約締結後、新たに決済サービス提供会社等と包括代理加盟店契約を締

結すること等により、随時、Air ペイ加盟店に対して、新たな決済手段を追加して

提供することができる。この場合、Air ペイ加盟店は当該決済手段の利用を承諾し

たものとみなして、その利用に必要な措置をとるものとする。ただし、Air ペイ加

盟店が、RCL に対して、RCL が別途定めた期間内に当該決済手段の利用について、別

途 RCL が指定する方法により異議を申し立てた場合はこの限りでなく、当該異議の

申立てが RCL に到達したときをもって、RCL 及び当該異議を申し立てた Air ペイ加

盟店間において、当該決済手段の追加は取り消され、又は本契約の一部若しくは全

部は解除される。ただし、この場合においても、当該異議の申立てが RCL に到達す

るときまでに行われた当該決済手段を利用した決済は、本規約に従った有効な本決

済取引であり、当該異議の申立てはその効力に影響を及ぼさない。 

第 4 条 Air ペイ加盟店の申請 

1. 新たに Air ペイ加盟店になろうとする個人又は法人(以下「新規加盟店希望者」とい

う。)は、RCL が運営する本決済システムの申込画面又は申込書を通じて、RCL に対

し、以下の各号に掲げる情報を提出することにより、個別加盟店契約の申込みを行

う。 

(1) 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス等(法人の場合は、

法人の商号、所在地、代表電話番号のほか、代表者の氏名、生年月日、性別、

自宅住所及び自宅電話番号、並びに担当者の氏名及び所属部署等)RCL 所定



の様式による加盟店申込画面入力情報又は申込書記載情報 

(2) 取り扱う商材、業種・業態(許認可が必要な業種については、当該許認可の

番号等、許認可の取得を示す事項) 

(3) 販売方式(店舗販売) 

(4) 取扱店舗の名称、所在地及び電話番号 

(5) 振込口座の情報(ただし、新規加盟店希望者本人(法人の場合は当該法人)の

名義の口座に限る。) 

(6) RCL が指定する本人確認書類の写し 

(7) 新規加盟店希望者の Airアカウント及び Airパスワード 

(8) その他 RCL 及び決済サービス提供会社等が行う加盟店審査のため必要な情

報又は資料 

2. 新規加盟店希望者が RCL に対して、前項各号に該当する情報を既に開示している場

合には、RCL 及び決済サービス提供会社等は既に開示された当該情報を第 5 条に定

める加盟店審査に使用することができるものとする。 

3. 第 1 項に基づき RCL に対して提出した情報に誤りがあったことにより、Air ペイ加

盟店が本決済システムの全部又は一部を受けられなかったとしても、RCL は一切の

責任を負わないものとする。 

第 5 条 加盟店審査 

1. RCL は、前条に基づき個別加盟店契約の申込みを受け付けた場合には、RCL 所定の審

査を行うとともに、決済サービス提供会社等に対し、加盟店審査を依頼する。 

2. 前各項の審査の結果、新規加盟店希望者が決済サービス提供会社等の審査に合格し、

かつ、RCL が新規加盟店希望者との間で個別加盟店契約を締結することを決定した

場合には、RCL は、当該新規加盟店希望者及び決済サービス提供会社等にその旨を

通知する。当該新規加盟店希望者及び決済サービス提供会社等への通知の発信をも

って、本契約が成立する。RCL が決済サービス提供会社等と包括代理加盟店契約を

締結している場合には、同時に、当該決済サービス提供会社等と Air ペイ加盟店と

の間で加盟店契約が成立するものとする。 

3. 新規加盟店希望者は、前項の通知を前条に基づき提供したメールアドレスで受信で

きる環境を自らの責任で整えるものとし、当該通知が到達しなかったことについて、

RCL は責任を負わないものとする。 

4. RCL 及び決済サービス提供会社等は、本条に基づく審査の結果、新規加盟店希望者

を Air ペイ加盟店として不適当と認めた場合には個別加盟店契約の締結を拒絶する

こと又は特定のカード等のみ取り扱うことができる旨の制限を付すことができ、こ

の場合、速やかに、新規加盟店希望者に対し、その旨を通知することとする。新規

加盟店希望者は、RCL 及び決済サービス提供会社等が拒絶や制限の理由を開示しな

いことについて、承諾する。 



5. 第 2 項に基づき、RCL 及び決済サービス提供会社等との間で加盟店契約を締結した

Air ペイ加盟店は、RCL が指定するカード等により、本規約に従って本決済取引を行

うことができる。この場合、Air ペイ加盟店は、事前に RCL 及び決済サービス提供

会社等が承諾した場合を除き、第 4 条第 1 項に基づき届け出た取扱店舗以外で本決

済取引を行ってはならず、当該店舗の見やすいところに提示する方法その他のカー

ド会員がわかる方法で RCL の指定する加盟店標識を掲示することとする。 

第 6 条 加盟店調査、管理等 

1. 決済サービス提供会社等及び RCL は、本条第 4項、第 10条第 7項に定める場合のほ

か、自ら必要と判断した場合又は RCL については決済サービス提供会社等からの指

示があった場合には、Air ペイ加盟店の法令及び契約遵守状況、第 22 条第 3項に規

定する株式会社リクルートペイメント（以下「RPY」という。）が定める基準の遵守

状況その他加盟店として適切か否かの調査を行うものとし、Air ペイ加盟店は、決

済サービス提供会社等又は RCL の求めに応じて本決済システムに関する資料を提供

するなど、調査に協力しなければならない。Air ペイ加盟店は、本項に基づく RCL の

調査の結果を RCL が決済サービス提供会社等に提供することを承諾する。 

2. 決済サービス提供会社等及び RCL は、前項の調査の結果、Air ペイ加盟店が不適切

であると判断した場合には、当該 Air ペイ加盟店に対して是正を求め、次項、第 36

条、第 37条又は第 38条に基づき、本決済システムの全部若しくは一部の利用停止、

又は個別加盟店契約の解除等必要な措置をとることができるものとする。 

3. RCL は、個別加盟店契約の締結後、決済サービス提供会社等からの要請又は自らの

判断により、Air ペイ加盟店に通知することにより、Air ペイ加盟店が本決済システ

ムにおいて取り扱うことのできるカード等を制限又は追加することができる。Air

ペイ加盟店は、取扱店舗又は決済端末に、自らが取り扱うことのできるカード等を

正しく表示しなければならない。 

4. Air ペイ加盟店は、届出情報の変更があった場合には、RCL 及び決済サービス提供会

社等が当該変更後の情報に基づき、第 5 条に準じて加盟店審査を行い、加盟店とし

て不適切と判断したときは、前項、第 36 条、第 37条又は第 38条に基づき、本決済

システムの全部若しくは一部の利用停止又は個別加盟店契約の解除等必要な措置を

とることを承諾する。 

5. RCL が決済サービス提供会社等の要請に基づき、又は自ら必要と判断して、カード

会員によるカード等の利用状況等その他本規約に関する事項について、Air ペイ加

盟店に対して調査の協力を求めた場合には、Air ペイ加盟店は、速やかにこれに応

じ当該調査に協力するものとし、当該調査の結果を RCL が決済サービス提供会社等

に報告することを承諾する。決済サービス提供会社等が、当該事項に関する調査の

協力を Air ペイ加盟店に対して求めた場合にも、同様とする。また、決済サービス

提供会社等又は RCL は、当該調査に必要な範囲で本決済システムを一時停止する場



合があり、Air ペイ加盟店は、これを承諾する。 

6. RCL は、前項の調査を行った場合、遅滞なくその結果を決済サービス提供会社等に

報告しなければならない。 

7. Air ペイ加盟店は、決済サービス提供会社等が Air ペイ加盟店の取引が不適当であ

ると判断したときは、RCL を通じて Air ペイ加盟店に対し取り扱う商材、業種・業

態、宣伝広告表現及び販売の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求める

ことができることを承諾する。 

8. Air ペイ加盟店は、前項の求めを受けた場合、RCL の指示に従って、所要の措置を講

じるものとする。 

第 7条 届出情報の変更等 

1. Air ペイ加盟店は、第 4 条第 1 項に基づき提供した情報及び第 9 条第 1 項に基づき

提供した本スマートデバイス端末等に関する情報(以下併せて「届出情報」という。)、

第 22 条第 3 項第 2 号及び第 4 号に定める措置のうち Air ペイ加盟店が講じる措置

に変更があった場合には、RCL に対し、RCL の要請に従い、遅滞なく RCL の所定の方

法で当該変更事項を届け出なければならない。 

2. Air ペイ加盟店は、第 4 条第 1 項第 2 号に基づき届け出た「取り扱う商材、業種・

業態」を追加、変更する場合には、第 4 条第 1 項に準じて申請を行うものとする。

この場合、Air ペイ加盟店は、RCL 及び決済サービス提供会社等が必要に応じて当該

変更後の「取り扱う商材、業種・業態」について第 5 条に準じた審査・承認手続を

行うことを了承する。 

3. Air ペイ加盟店は、第 4 条第 1 項第 4 号に基づき届け出た「取扱店舗」を追加、変

更する場合には、第 4 条第 1 項に準じて申請を行うものとする。取扱店舗における

営業を休止、終了する場合には、当該営業休止又は終了の予定日の 1ヵ月前までに

RCL に対し、その旨を届け出なければならない。 

4. RCL は、前三項の規定により、Air ペイ加盟店から届出情報の変更等に係る届出を受

けたときは、遅滞なく当該変更事項を決済サービス提供会社等に届け出るものとす

る。 

5. RCL は、自ら又は決済サービス提供会社等の指示を受け、Air ペイ加盟店がその届出

情報等を変更すべきと判断した場合には、Air ペイ加盟店に対して是正を求めるこ

とができ、当該 Air ペイ加盟店は、直ちに、第 1 項に従い、RCL 所定の方法により

当該変更事項を届け出るものとする。 

6. Air ペイ加盟店が、正しい届出情報を RCL に届け出ていなかったことにより、Air ペ

イ加盟店に生じた損害について RCL は一切責任を負わないものとする。 

第 8条 RCL 及び決済サービス提供会社等からの連絡 

1. RCL 及び決済サービス提供会社等から法人の Air ペイ加盟店に対して、通知、承諾、

指示その他の連絡を行う場合、当該通知等の連絡は、Air ペイ加盟店の担当者宛に



行う。 

2. RCL 及び決済サービス提供会社等が第 4 条第 1 項又は第 7条に基づき届出のあった

Air ペイ加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、Air ペイ加盟店の受

領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合で

あっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。 

3. RCL 及び決済サービス提供会社等が第 4 条第 1 項又は第 7条に基づき届出のあった

メールアドレス(以下「届出メールアドレス」という。)に電子メールを送信した場

合には、当該電子メールは、Air ペイ加盟店が受信した時点又は RCL 若しくは決済

サービス提供会社等による送信後 24 時間の経過のいずれか早い時点に到達したも

のとみなす。ただし、第 5条第 3項の通知については、同条項に従う。 

4. RCL 又は決済サービス提供会社等が届出メールアドレスに対し、加盟店管理画面の

RCL 所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、Air

ペイ加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、Air ペイ加盟店に

よる確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から 24 時間

の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は、Air ペイ加盟店に到達したものとみ

なす。 

 

第 3 章 決済取引 

第 9 条 本スマートデバイス端末等の準備 

1. Air ペイ加盟店は、自らの費用と責任において、以下の各号に掲げる事項を含む RCL

所定のセキュリティ基準を満たすスマートデバイス端末等を準備し、RCL 所定の方

法により、本決済システムに利用する本スマートデバイス端末等についての情報を

RCL に提供する。RCL は、Air ペイ加盟店から当該情報の提供を受けたときは、遅滞

なく当該事項を決済サービス提供会社等に提供するものとする。 

(1) 当該 Air ペイ加盟店が適法に利用できる権限を有していること。 

(2) 本決済システムに適応していること。 

(3) 本決済取引に利用されたカード等の情報が本スマートデバイス端末等に保

存されず、第 15 条に定める売上情報の送信後、直ちに消去されること。 

(4) 本決済取引に関する情報(カード等の情報を含む。)が復元できない形で確

実に消去されること。 

(5) 本決済取引を行うに際し、カード等の番号を画面又は出力書面等に表示す

る場合には、カード等の番号が非表示とされること。 

(6) RCL が所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種であること。 

2. Air ペイ加盟店は、本スマートデバイス端末等を自らの費用と責任で管理、使用す

るものとし、同端末の紛失、盗難、故障があった場合若しくは同端末が前項各号の

要件を満たしていない場合、又は RCL 所定の使用方法によらない端末操作をしたこ



と等により、本決済システムを利用することができなかった場合においても、RCL 及

び決済サービス提供会社等は責任を負わないことを確認する。 

3. Air ペイ加盟店は、本スマートデバイス端末等の製作元や通信会社等が定めた規約、

契約等を遵守しなければならない。 

第 10条 決済端末の貸与等 

1. Air ペイ加盟店は、本決済取引を行うに先立って、RCL 所定の方法により、RCL に対

し決済端末の貸与を申し込むこととする。この場合、RCL が認めた場合に限り、複

数の決済端末の貸与を受けることができる 

2. RCL は、前項に基づき、決済端末貸与の申込みを受け付けた場合には、RCL 所定の手

続きに従い、申込者に対し、決済端末を貸与する。前項の申込みを行ったにもかか

わらず、決済端末が届かなかった場合には、Air ペイ加盟店は、速やかに RCL 所定

の方法により、決済端末の再送付を申し込むものとする。 

3. Air ペイ加盟店は、決済端末の貸与の対価として、別途 RCL が定める方法及び内容

に従い、賃借料を支払わなければならない。 

4. Air ペイ加盟店は、決済端末を受領し、RCL 所定の方法でアプリをダウンロードする

ほか、決済端末及びアプリを通じて本決済システムを管理するサーバーに有効に接

続できる環境を整える等、本決済システムを利用した取引を行うことができる設備

その他の環境を自らの費用と責任において整備するものとする。なお、アプリがバ

ージョンアップされた場合には、Air ペイ加盟店は、RCL 所定の方法によりアプリを

アップデート等するものとし、これをしなかったことにより、本決済システムが利

用できなかった場合でも、RCL は責任を負わない。 

5. Air ペイ加盟店は、決済端末を善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に譲渡

し又は使用させてはならない。また、Air ペイ加盟店は、決済端末やアプリ等本決

済システムに関して使用する機器やソフトウェアを損壊若しくは解体又はリバース

エンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、決済端末取扱説明書を遵

守し、改変行為その他定められた目的及び使用方法以外に使用してはならない。 

6. Air ペイ加盟店は、決済端末が電池切れ(ただし脱着可能な電池を使用している決済

端末は対象外とする)、故障、破損等により使用することができなくなった場合には、

RCL に対し、所定の方法で申し出るものとする。RCL は、当該申出が保証期間内に行

われ、かつ Air ペイ加盟店の責めに帰すべき事由によらず生じたと認められる場合

その他の RCL が適当と認めた場合に限り無償で、それ以外の場合は有償で、決済端

末の交換を行う。この場合、Air ペイ加盟店は、使用することができなくなった決

済端末の取扱いについて、RCL の指示に従うものとする。なお、RCL は、保証期間の

経過の有無又は Air ペイ加盟店の帰責性の有無その他事由の如何にかかわらず、決

済端末が電池切れ、故障、破損等により使用できなかったことによる損害について

責任を負わないものとする。 



7. Airペイ加盟店は、第2項又は第6項に基づく決済端末の貸与又は交換に先立って、

RCL が第 5 条に準じた審査を行う場合があり、かかる審査の結果により、決済端末

の貸与又は交換をしないことがあることを承諾する。 

8. Air ペイ加盟店は、RCL との間の個別加盟店契約が終了した場合には、アプリの利用

を中止し、直ちに RCL 所定の方法により決済端末を返還する。この場合、返還に要

する費用は、Air ペイ加盟店の負担とする。 

9. Air ペイ加盟店がその故意又は過失により決済端末を紛失又は毀損したと RCL が判

断した場合には、RCL は、当該 Air ペイ加盟店に対し、違約金として、当該決済端

末と同一のもの(同一のものがない場合にあっては、同等のもの)の当該判断時点に

おける価格相当額を請求できるものとする。 

10. Air ペイ加盟店は、決済端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速

やかに RCL の指定する者に連絡するとともに、RCL の指定する者の指示に従い必要

な措置を講ずるものとする。 

11. 前各項の規定にかかわらず、RCL は RCL の裁量により、Air ペイ加盟店に対し、決済

端末を販売する場合があるものとする。 

第 11 条 本決済取引の受付 

1. Air ペイ加盟店は、カード会員から本決済取引の申込みを受け付けたときは、RCL 所

定の方法により、アプリの認証手続を経た上で本決済システムにログインし、カー

ド会員に対し、Air ペイ加盟店の名称及び本決済取引の金額等 RCL 所定の情報を提

供しなければならない。 

2. Air ペイ加盟店は、前項の情報をカード会員に確認させた上で、カード会員からカ

ード等の提示を受けることとする。 

3. Air ペイ加盟店は本決済取引について、1 回払い以外の支払方法の取扱いをしては

ならない。 

第 12 条 取引情報の送信等 

1. Air ペイ加盟店は、本決済取引を行う際、カード会員に対し、本決済取引に係る情

報(以下「取引情報」という。)の送信を希望するか否かを確認することとし、カー

ド会員が希望する場合には、当該カード会員のメールアドレスを本スマートデバイ

ス端末等に入力させることにより、RCL に送信する。 

2. 前項に基づきカード会員が取引情報の送信を希望した場合、RCL は、本決済取引完

了後、速やかに、当該メールアドレスに対し、本決済取引に係る伝票番号、取引日、

取引金額、支払方法、Air ペイ加盟店の名称、Air ペイ加盟店の電話番号及びメール

アドレスを記載した電子メールを送信するものとし、Air ペイ加盟店は、これを承

諾する。 

3. RCL は、本決済取引完了後、速やかに、本決済取引に係る伝票番号、取引日、取引金

額、支払方法を記載した電子メールを、当該取引を行った Air ペイ加盟店が届け出



たメールアドレス宛に対して送信する。 

4. Air ペイ加盟店は、本決済取引完了後、RCL が所定の方法で通知又は公表することに

より指定する本決済取引用のプリンター又は決済端末に内蔵されているプリンター

で当該取引に関するご利用控えを印刷する場合、当該プリンターの利用方法につい

て取扱説明書及び別途 RCL が指示する方法に従わねばならない。 

第 13 条 商品等の提供 

1. RCL が別途定める場合を除き、Air ペイ加盟店は、本決済取引が成立したときは、直

ちに Air ペイ加盟店の責任においてカード会員に対して商品等を引き渡し若しくは

カード会員の指定した送付先に商品等を発送し、又は提供するものとする。 

2. RCL が別途定める場合を除き、Air ペイ加盟店は、本決済取引が成立した後、直ちに

商品等の引渡し又は提供ができない場合は、カード会員に対して引渡時期又は提供

時期を通知し承諾を得なければならない。この場合、Air ペイ加盟店は、RCL 又は決

済サービス提供会社等の求めに応じて当該引渡時期又は提供時期及びカード会員の

承諾の事実について、報告するものとする。 

3. 前二項の規定にかかわらず、次の各号の条件をすべて満たす場合、Air ペイ加盟店

は、事前決済を行うことができるものとする。なお、本規約において事前決済とは、

カード会員から商品等の購入の申込受領後、クレジットカード会社等所定の期間以

上経過してカード会員に提供する商品等について、カード会員からの当該申込受領

時において本決済取引を行う決済方法をいう。 

(1) 事前決済の対象となる商品等が、継続的又は複数回にわたって商品等を引

渡し又は提供することが必要なものではないこと 

(2) Air ペイ加盟店がカード会員から事前決済の申込を受けた際に、カード会

員の氏名・住所・連絡先を確認し、以下の事項についてカード会員に対し書

面又はインターネットの画面等において告知のうえ承諾を得ること 

イ. Air ペイ加盟店が、本決済取引にかかる事前決済の申込日において、事

前決済に係る売上の計上及びカード会員への請求を行う旨 

ロ. 商品等の引渡し日又は提供日（確定していない場合には、商品等の引

渡し予定日又は提供予定日） 

ハ. 本決済取引にかかる申込の取消・変更についてカード会員より取消料

又は変更料を徴収する場合は、その旨及びキャンセルポリシー 

4. 前項第 3 号ロにおいて、商品等の引渡し予定日又は提供予定日を会員に告知した場

合、Air ペイ加盟店は、当該商品等の引渡し日又は提供日が確定し次第、速やかに

これをカード会員に告知するものとする。 

5. Air ペイ加盟店は、前二項に基づきカード会員に告知した商品等の引渡し日又は提

供日に間に合わないことが判明した場合、速やかにカード会員に対し、その旨及び

新たな引渡し日又は提供日を告知するものとする。 



6. Air ペイ加盟店が前三項に定める事項を条件を満さずに事前決済を行ったと RCL 又

は決済サービス提供会社等が判断した場合、RCL は Air ペイ加盟店に通知すること

により、事前決済を禁止することができるものとする。なお、当該禁止により Air

ペイ加盟店に生じた損害について、RCL は賠償する責任を負わないものとする。 

第 14 条 加盟店手数料 

1. 本決済取引について Air ペイ加盟店が RCL に対して支払う加盟店手数料は、RCL が

別途定める条件に従って算出するものとし、一定の計算期間内で集計した取引金額

(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引について Air ペイ加盟店に支払う金

額の合計額をいう。)の合計に手数料率を乗じた金額とする。なお、円未満の端数が

発生した場合は切り捨てで計算するものとする。 

2. Air ペイ加盟店は、本決済取引に係る加盟店手数料を第 16 条に定める方法により、

支払う。 

3. RCL は、Air ペイ加盟店に事前に通知の上、第 1項の加盟店手数料の料率を改定する

ことがあり、Air ペイ加盟店は、これを承諾するものとする。 

第 15 条 売上情報の提供 

1. RCL は、Air ペイ加盟店が本決済取引を行ったときは、決済サービス提供会社等の所

定の方法により、RCL が別途指定する売上に関する情報(以下「売上情報」という。)

を決済サービス提供会社等に提供する。 

2. Air ペイ加盟店は、RCL が別途定める場合を除き、本決済取引が成立した日を売上日

として、売上情報を作成し、RCL に対して送付するものとする。 

3. Air ペイ加盟店は、前項の売上情報の作成にあたり、以下の事項を行ってはならな

いものとする。 

(1) 現金の立替、過去の売掛金等、当該本決済取引によって発生した販売代金

以外の代金に係る売上情報を作成すること。 

(2) 1回の取引を、複数の取引に分割して売上情報を作成すること。 

(3) 事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売

上情報を作成すること。 

(4) その他不正な方法により、又は真実ではない若しくは不正確な売上を計上

すること。 

4. Air ペイ加盟店は、前項に定める禁止事項に違反したことにより決済サービス提供

会社等又は RCL に損害(合理的な弁護士費用を含む。)を与えたときは、当該損害を

賠償する責任を負う。 

第 16 条 取引代金相当額の支払い 

1. 決済サービス提供会社等は、RCL が別途定める計算期間ごとに、第 15 条第 2項に基

づき送付され、RCL が別途定める基準時刻までに RCL に到達した売上情報に係る本

決済取引の取引代金相当額を、RCL が別途定めるところにより、各 Air ペイ加盟店



の指定する口座に振込む方法により支払う。なお、振込手数料は、決済サービス提

供会社等の負担とする。 

2. 前項の規定にかかわらず、指定口座情報に誤り又は変更があるなどの理由により、

決済サービス提供会社等が振込みできなかった場合、決済サービス提供会社等は、

当該 Air ペイ加盟店が RCL に対して当該口座情報につき訂正又は変更の申し出をし

ない限り、取引代金相当額を支払う義務を負わない。また、当該売上情報到達日か

ら起算して 1 年間が経過しても、当該 Air ペイ加盟店が RCL に対して、当該口座情

報につき訂正又は変更の申し出をしない場合には、当該 Air ペイ加盟店は、決済サ

ービス提供会社等に対する本項に基づく支払請求権を放棄したものとみなす。 

3. 第 1 項の規定にかかわらず決済サービス提供会社等は、Air ペイ加盟店が指定する

金融機関口座が本人名義(法人の場合は法人名義)でない場合は、本人名義の口座を

指定されるまで支払を留保することができる。また、本項の支払に利息は付さない

ものとする。 

4. 前各項の支払に際し、決済サービス提供会社等は、Air ペイ加盟店の指定する金融

機関口座情報の正確性を確認する義務を負わず、当該情報の誤り等により前項の振

込みが行われなかった場合であっても責任を負わない。なお、組戻しが行われた場

合には、決済サービス提供会社等は別途定める組戻手数料を Air ペイ加盟店に対し

て徴求することができる。 

5. 決済サービス提供会社等は、第 1項に基づく支払に際し、第 14 条に基づき Air ペイ

加盟店が RCL に対して支払うべき加盟店手数料相当額(決済サービス提供会社等か

ら RCL への支払いのために必要となる費用を含む。)を控除の上、支払うものとす

る。なお、RCL においては、Air ペイ加盟店に直接加盟店手数料を請求することもで

きるものとする。 

6. Air ペイ加盟店は、本条に定める支払請求権に係る支払いが、決済サービス提供会

社等が RCL の委託を受け、又はその固有の業務として Air ペイ加盟店に対して行わ

れるものであり、RCL に対して直接その支払いの請求を行うことができないことを

あらかじめ承諾するものとする。 

7. 決済サービス提供会社等は、第 1 項に基づき Air ペイ加盟店に対して支払うべき金

額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した当該 Air ペイ加盟店に対

する債権(本規約に基づく債権に限られない。)を有するときは、第 1 項に基づく支

払に際し、対当額にて相殺の上、支払うことができる。 

8. 前各項の規定にかかわらず、本条に定める支払請求権に係る支払いが、RCL が RPYに

その支払いを委託して行うものである場合において、RCL が、当該支払いが行われ

る日までの間に弁済期の到来した当該 Air ペイ加盟店に対する債権(本規約に基づ

く債権に限られない。)を有するときは、RCL は、当該支払委託に係る債権と当該 Air

ペイ加盟店に対する債権とを対当額にて相殺のうえ、第 1 項に基づく支払いを委託



するものとする。この場合において、当該相殺によって対等額により消滅すること

となる債権は、RCL が所定の方法により任意にこれを指定することができるものと

し、Air ペイ加盟店は、RCL の当該指定に異議を述べることができない。 

9. Air ペイ加盟店は、RCL 又は決済サービス提供会社等が Air ペイ加盟店から提出さ

れた売上情報に調査が必要と判断した場合には、当該調査が完了するまで第 1 項に

基づく支払いが留保され、かかる留保金額について利息及び遅延損害金が発生しな

いことについて承諾する。Air ペイ加盟店は、当該調査に協力することとする。な

お、当該調査開始より 30 日を経過しても解決されない場合には、当該売上情報へ

の支払いの取扱いについて RCL 又は決済サービス提供会社等の指示に従うこととす

る。 

第 17条 返品等 

1. Air ペイ加盟店は、クレジットカード取引について、カード会員と合意の上これを

取消し、又は解除した場合、当該取引の成立日に限り、以下の各号のいずれかの方

法により、本決済取引を取消すことができる。 

(1) 本決済システムにおいて RCL 所定の方法により取消処理を行い、カード会

員による署名又はカード等の暗証番号(以下「暗証番号という」。)による本

人確認を行った上で RCL に送信する方法 

(2) RCL が設置する Air ペイ加盟店の対応窓口(以下「ヘルプデスク」という。)

に対して RCL 所定の方法により連絡することにより取消処理を行う方法 

2. 前項の規定にかかわらず、Air ペイ加盟店は、当該取引の成立日の翌日以降、本決

済取引の取消しに関する状況その他の必要な情報（書面を含むが、これに限られな

い。）をヘルプデスクに対して提供した上、RCL 所定の方法によって本決済取引の取

消しを RCL が認めた場合には、本決済取引を取消すことができる。なお、Air ペイ

加盟店は、本決済取引の取消しに先立ち、RCL 所定の方法で取引代金相当額を RCL 又

はクレジットカード会社等に支払う必要が生じる場合があることを承諾する。 

3. RCL は、第 1 項又は前項の取消しが行われた場合には、直ちにクレジットカード会

社等に連絡し、当該取引の売上情報の取消処理を行った上で、第 19 条に準じて取引

代金相当額の精算を行う。 

4. Air ペイ加盟店は、電子マネー取引について、カード会員と合意の上これを取消し、

又は解除した場合にはカード会員に対して当該取引代金相当額を現金で払い戻すも

のとする。この場合であっても、Air ペイ加盟店は、RCL に対して第 14 条に基づく

加盟店手数料を支払うものとする。ただし、決済サービス提供会社等が指定する条

件により電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用し

た IC カードに積み増すことにより払い戻しができるものとする。 

5. Air ペイ加盟店は、本条の手続に従う場合のほか、カード会員との間の商品等の売

買取引に関する事項については、第 20条に従って処理することとする。 



第 18条 無効、不正取得、偽造カード等の取扱い 

1. Air ペイ加盟店は、以下の各号に掲げる場合には、本決済取引を行わないものとす

る。 

(1) 決済サービス提供会社等から信用販売の売上承認が得られない場合 

(2) 有効期限切れその他の事由により無効カード等又はその疑いがある場合 

(3) 不正に取得したカード等である疑いがある場合 

(4) 偽造、変造、破損カード等である疑いがある場合 

(5) カード等の名義、カード会員の性別、クレジットカード会社等、会員番号等

のカード等に関する情報に整合しないものがある場合 

(6) カード等の裏面の署名と第 54 条の署名とが同一のものでない疑いがある

場合 

(7) カード等の暗証番号が無効である疑いがある場合 

(8) Air ペイ加盟店が第 4 条に基づき届け出た業種・業態には含まれない取引

である場合 

(9) その他日常の取引から判断して異常に大量若しくは高額な取引である場合 

(10) その他カード等の利用方法に不審な点がある場合 

(11) 本決済取引の内容が法令に違反する疑いがある場合 

(12) カード会員に対して定められるカード等に関する取扱規則において、カー

ド会員がカード等を利用できないと定められる事由に該当するおそれがあ

ると、合理的に判断される場合 

2. Air ペイ加盟店は、前項各号に該当する場合には、直ちに RCL に対し、当該取引時

の状況、カード番号、決済サービス提供会社等その他 RCL 所定の事項について報告

するとともに、決済サービス提供会社等及び RCL の指示に従い調査に協力しなけれ

ばならない。また、Air ペイ加盟店は、RCL若しくは決済サービス提供会社等から指

示があった場合又は Air ペイ加盟店が必要と判断した場合には、Air ペイ加盟店又

は Air ペイ加盟店の店舗の所在地を管轄する警察署へ被害届を提出するものとする。 

3. Air ペイ加盟店の故意又は過失により、第 1 項又は第 2 項に違反して取引を行った

場合には、決済サービス提供会社等は、第 16 条に基づく取引代金相当額を支払う義

務を負わず、次条に準じて精算を行う。 

4. Air ペイ加盟店が第 2 項に規定する報告及び協力を含む本規約上の義務を遵守した

場合には、決済サービス提供会社等は Air ペイ加盟店に対し、電子マネー発行者が

確認することができる額を限度として、偽造された電子的情報について金銭による

補償を行うものとす る。ただし、電子マネー発行者が合理的な資料に基づき以下の

各号の事実のいずれかを証 明した場合には、この限りではない。 

(1) Air ペイ加盟店又は Air ペイ加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者

が故意又は過失により偽造に何らかの関与をした場合 



(2) Air ペイ加盟店又は、Air ペイ加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者

が本決済取引の際に、偽造の事実を知っていた、又は重大な過失によりこ

れを知らなかった場合 

第 19 条 取引代金相当額の返還等 

1. 以下の各号に該当する場合、若しくはそのおそれがある場合には、RCL 又は決済サ

ービス提供会社等は、各号に該当する取引の取引代金相当額の債権の譲受け若しく

は立替払い又は免責的債務引受を取消し、又は第 16 条に定める支払いのうち、当該

取引に係る代金相当額部分の支払いを留保することができるものとする。なお、本

項及び次項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないもの

とする。 

(1) 第 53 条に反して事前に売上承認を得ずに信用販売を行った場合 

(2) 第 15 条に定める売上情報が正当なものでない場合 

(3) 第 15 条に定める売上情報が不実又は不備であった場合 

(4) 第 15 条に定める売上日より 60 日以上経過しても売上情報がクレジットカ

ード会社等に到達しなかった場合 

(5) カード会員以外の第三者がクレジットカード等を利用した場合、又はカー

ド会員が当該本決済取引に関し利用の覚えが無い旨の疑義を申し出た場合 

(6) カード会員が当該本決済取引に関し、金額相違などの疑義を申し出た場合 

(7) 第 16 条第 9項その他本契約に定める調査に協力しない場合 

(8) 次条の事故又は紛争その他 Air ペイ加盟店の責に帰すべき理由によりカー

ド会員が決済サービス提供会社等に売上債権を支払わない場合 

(9) Air ペイ加盟店がカード会員に対して商品等の提供を行っていない場合に

おいて、これを理由としてカード会員が決済サービス提供会社等に売上債

権の全部又は一部を支払わない場合 

(10) カード会員がクーリングオフ等、法律上又は売買契約上の原因に基づいて

本決済取引に係る商品等の売買契約を解除又は取消しを行ったにもかかわ

らず、Air ペイ加盟店がこれに応じないことを理由にカード会員が決済サ

ービス提供会社等に売上債権の全部又は一部を支払わない場合 

(11) 決済サービス提供会社等が国際ブランドの規則その他正当な理由に基づき、

当該取引について支払の拒否又は異議を唱えた場合 

(12) 前条第 1項各号に該当する疑いがあると判断した場合 

(13) 第 18条、第 22 条、第 29 条、第 30条及び第 57条の 3に違反して信用販売

を行った場合 

(14) 本契約及び本規約の定め並びに本契約以外の加盟店契約に違反して取引が

行われたことが判明した場合 

2. 前項各号に掲げる場合、当該取引代金相当額について Air ペイ加盟店に対する支払



が行われる前においては、決済サービス提供会社等は、その支払を留保又は取消す

ことができるものとし、また、支払が行われた後においては、決済サービス提供会

社等は、Air ペイ加盟店に対して当該取引代金相当額の返還を請求できるものとす

る。なお、返還にあたっては、決済サービス提供会社所定の方法で支払うものとす

る。 

3. 前項に基づき Air ペイ加盟店が当該取引代金相当額を返還する場合、決済サービス

提供会社等は、第 16 条第 1 項により Air ペイ加盟店に対して支払う次回以降の支

払いから当該取引代金相当額を差し引くことができるものとする。この差し引きは、

対象となる次回以降の支払いに当該 Air ペイ加盟店による売上に関する債権が含ま

れるか否か及び金額の如何にかかわらず、決済サービス提供会社等が Air ペイ加盟

店に対して支払う全額を対象として行うことができるものとする。 

第 20条 カード会員との紛争 

Air ペイ加盟店がカード会員に販売した商品等について、不良品、品違い、数量不足、性能

等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、当

該取引の過程若しくは取引の内容等に関してカード会員との間に紛争が生じた場合は、Air

ペイ加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより RCL 又は決済サー

ビス提供会社等に損害(合理的な弁護士費用を含む。)が生じた場合は、当該損害を賠償する

責めを負うものとする。ただし、Air ペイ加盟店は、RCL 及び決済サービス提供会社等の承

諾なくカード会員に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはならない。 

第 21 条 Air ペイ加盟店への情報提供 

1. Air ペイ加盟店は、加盟店管理画面において、本決済システムに関する自らの情報

(届出情報、取引履歴、売上情報を含むがこれらに限られない。)を閲覧することが

できる。 

2. RCL は、前項の加盟店管理画面において、AirID又は届出メールアドレス及び AirID

パスワードにより本人の認証手続を行い、管理者以外の第三者が閲覧することを防

止する措置を講じることとする。ただし、AirID又は届出メールアドレス及び AirID

パスワードが使用された場合には、当該 Air ペイ加盟店による閲覧であるものとみ

なす。 

 

第 4 章 加盟店の義務 

第 22 条 Air ペイ加盟店の義務 

1. Air ペイ加盟店は、本決済システムの利用に際し、割賦販売法、資金決済法、特定商

取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)、不当景品類及び不当表示防止

法、消費者契約法、個人情報保護法その他適用される法律、政省令、規則、行政当

局のガイドライン等を遵守しなければならない。 

2. Air ペイ加盟店は、RCL が提携する決済サービス提供会社等が加盟する国際ブラン



ド組織の規則、基準、ガイドライン、指示等(改訂があった場合には改訂後のものを

いい、以下「ブランド規則等」という。)に準拠して本決済取引を行わなければなら

ず、これに要する費用は Air ペイ加盟店が負担する。Air ペイ加盟店に起因して、

決済サービス提供会社等がブランド規則等に基づき違約金等を課された場合であっ

て、RCL がこれを負担した場合には、Air ペイ加盟店は当該 RCL の負担金額と同額を

RCL に支払う義務を負う。 

3. Air ペイ加盟店は、決済サービス提供会社等が、ブランド規則等、クレジットカー

ド・セキュリティガイドライン（クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定し

たセキュリティ対策に係るガイドライン（カード情報等の保護、クレジットカード

偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠するこ

とが求められる事項を取りまとめた基準としてこれに相当するものを含む。）であっ

て、その時々における最新のものをいう。）その他実務上の指針等をふまえて、以下

の各号記載の事項を含む信用販売の方法等についての基準を定めたときは、当該基

準を遵守の上で信用販売を行うものとする。なお、RCL は、当該基準を加盟店に通

知し又は決済サービス提供会社等のホームページへの掲載その他合理的方法により

公表する。 

(1) クレジットカード番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準 

(2) 前号の基準を満たすために必要な措置 

(3) クレジットカード又はクレジットカード番号等の不正利用を防止するため

に必要な基準 

(4) 前号の基準を満たすために必要な措置 

(5) その他 RCL が必要と認めた事項 

4. Air ペイ加盟店は、本決済システムの運営等に際し、カード会員の保護の観点から

以下の対応、措置を講じるものとする。 

(1) カード会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想

されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利にならないよう取り計

らうものとし、Air ペイ加盟店が責任を取り得ない範囲についてカード会

員が理解できるよう説明すること 

(2) カード会員からの苦情、問い合わせ等を受け付け、当該苦情、問い合わせに

対し速やかな対応を行うこと 

(3) IC カードを保有するクレジットカード等のカード会員と称する者が暗証番

号を忘れたと申し立てた場合には、記憶喚起その他の方法によってできる

だけ暗証番号の確認に努めるものとし、必要な場合にのみ署名をもって代

えること 

5. Air ペイ加盟店は、本決済システムを利用するに際し、以下の各号に掲げる事項を

遵守しなければならない。 



(1) Air ペイ加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含む広告の表示内容に

基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと 

(2) カード会員に対し購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、カード会員が本

決済取引の内容や成立時期を明確に認識できる措置を講じること 

(3) 本決済システムを利用した取引に関する情報の二重送信やデータ誤入力が

生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること 

6. Air ペイ加盟店は、RCL 及び決済サービス提供会社等に対して、本契約に基づき信用

販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来

にわたっても該当しないことを表明し、確約する。 

(1) 特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、及び直

近 5 年間に同法による処分を受けたこと 

(2) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行った

こと、及び直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと 

(3) その他 RCL 及び決済サービス提供会社等に届け出た事項が真実に反するこ

と 

7. Air ペイ加盟店は、前項の表明した内容が真実に反すること、又は反するおそれが

あることが判明した場合、RCL 及び決済サービス提供会社等に対して、直ちにその

旨を申告するものとする。 

8. Air ペイ加盟店は、第 6 項第 1 号若しくは第 2 号に該当する事由が新たに生じた場

合、又は生じるおそれがある場合、RCL 及び決済サービス提供会社等に対して、直

ちにその旨を申告するものとする。 

9. Air ペイ加盟店は、本規約に定める義務等をユーザー及び取扱店舗の従業員その他

Air ペイ加盟店の業務を行う者に遵守させるものとする。 

10. RCL 及び決済サービス提供会社等は、取扱店舗等又は Air ペイ加盟店のユーザー、

従業員その他 Air ペイ加盟店の業務を行う者が本決済システムに関連して行った行

為及び取扱店舗等又は Air ペイ加盟店のユーザー、従業員その他 Air ペイ加盟店の

業務を行う者の果たすべき義務を、すべて Air ペイ加盟店の行為及び義務とみなす

ことができるものとする。 

11. Air ペイ加盟店は、電子マネー発行者とカード会員との契約関係を承認し、交通系

電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び、交通系電子マネー取引の普及向上

に協力するものとする。また、Air ペイ加盟店は、電子マネー発行者又はその委託

先より交通系電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、こ

れに協力するものとする。 

12. Air ペイ加盟店は、本決済システムを利用したカード会員から本決済取引に係る苦

情、問い合わせを受け付けた場合には、遅滞なく、RCL に対して RCL 所定の方法で

報告しなければならない 



13. RCL は、前項に基づき、Air ペイ加盟店から報告を受けた場合には、遅滞なく、決済

サービス提供会社等に対して報告する。 

14. Air ペイ加盟店は、前項の報告に関連して Air ペイ加盟店としての業務に関し、RCL

又は決済サービス提供会社等から是正措置を求められた場合には、これに従わなけ

ればならない。 

第 23 条 RCL の商標使用に関する特則 

1. RCL は、Air ペイ加盟店に対し、本決済システムの利用期間中において、本条に定め

る条件にて、下記の商標(以下「本商標」という。)の使用を許諾する。ただし、RCL

は、Air ペイ加盟店による本商標の使用が不適切であると判断した場合には、使用

許諾を取消すことができ、かかる取消しによる責任は負わないものとする。 

 

<本商標> 

「Air ペイ」のロゴマーク 

2. RCL が Air ペイ加盟店に対し、許諾する本商標の使用範囲は次のとおりとする。 

(1) 使用地域 : 日本国内に限る。 

(2) 使用目的 : Air ペイ加盟店が本決済システムを利用していることを、Air

ペイ加盟店の顧客に提示する目的に限る。 

3. Air ペイ加盟店は、本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、また、第三者に

本商標を使用させてはならない。 

4. Air ペイ加盟店は、第 2 項に定めた使用範囲の内外を問わず、また、本決済システ

ムの利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはならない。 

(1) 本商標と同一又は類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、

商号、その他の標識を使用し又は商標登録出願をすること。 

(2) 本商標の識別力を失わせること、又はそのおそれのある行為をすること。 

(3) 本商標に化体された信用を毀損すること、又はそのおそれのある行為をす

ること。 

(4) 本商標と同一又は類似する商標を、RCL の商品の品質若しくは役務の品質

を誤認させ、又はそのおそれのある態様で使用すること。 

(5) 本商標と同一又は類似する商標を、第三者の商品若しくは役務と混同させ、

又はそのおそれのある態様で使用すること。 

5. Air ペイ加盟店は、本商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨を RCL に

通知し、本商標を附した媒体の全てを直ちに破棄しなければならない。 

6. RCL は、本商標について、商標権その権利の有効性及び、本商標の使用が第三者の

権利を侵害しないことについて、何らの保証しないこととし、Air ペイ加盟店が本

商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負わない。 

第 24 条 秘密保持義務等 



1. Air ペイ加盟店は、本決済システムに関連して知り得たカード等の情報、その他 Air

ペイ加盟店、RCL 及び決済サービス提供会社等の機密に属すべき一切の情報(以下

「機密情報」という。)を複写、複製、破壊、改ざん、第三者に提供、開示又は漏え

いしてはならず、また本決済システムに関する業務以外の目的に使用してはならな

いものとする。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りではない。 

(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知の情報であった場合 

(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事

由によらずして公知となった場合 

(3) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負う

ことなく適法かつ正当に開示を受けた場合 

(4) 法令上の義務又は裁判所若しくは行政当局の要請等により、やむを得ず開

示する場合 

2. 本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとする。 

3. Air ペイ加盟店は、機密情報を漏えいした場合には、直ちに RCL に報告することと

し、RCL は直ちに決済サービス提供会社等に報告するものとする。この場合、Air ペ

イ加盟店は RCL 又は決済サービス提供会社等の指示に従うこととする。 

第 25 条 個人情報の管理 

1. Air ペイ加盟店は、本決済システムの利用に関して知り得た個人情報(個人情報の保

護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第 2 条第 1 項に定義される「個

人情報」をいう。以下同じ。)を秘密として保持し、第三者に提供、開示、漏えいせ

ず、本決済システムに関する業務以外の目的に利用してはならない。 

2. Air ペイ加盟店は、個人情報を漏えい、滅失又はき損することがないように必要な

安全管理措置(システムの整備、社内規程の整備、従業員の教育、委託先の監督等を

含むがこれらに限られない。)を講じなければならず、個人情報の取扱いについて、

カード会員との間でトラブル等が発生した場合、Air ペイ加盟店は自己の費用と責

任で対応するものとする。 

3. Air ペイ加盟店は、個人情報を漏えい、滅失又はき損した場合には、直ちに RCL に

報告することとし、RCL は直ちに決済サービス提供会社等に報告するものとする。

この場合、Air ペイ加盟店は RCL 又は決済サービス提供会社等の指示に従うことと

する。 

第 26 条 クレジットカード等番号等の管理 

1. Air ペイ加盟店は、クレジットカード等の番号、記号その他の符号(クレジットカー

ド等の番号、有効期限、暗証番号又はセキュリティコード等を含み、以下「クレジ

ットカード等番号等」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他クレジットカ

ード等番号等の適切な管理のために十分な体制を整備するものとし、クレジットカ

ード等番号等を本スマートデバイス端末等若しくは外部メモリに記録し又は書面に



書き写し、コピーし、又は撮影する等により保存してはならず、万が一、クレジッ

トカード等番号等が記録又は保存された場合には、直ちに復元不可能な方法で消去

しなければならない。 

2. Air ペイ加盟店は、クレジットカード等番号等の漏えい事故等が生じた場合には、

速やかに、RCL 及び決済サービス提供会社等に対し、漏えい事故等の発生日時、状

況等を報告しなければならない。また、Air ペイ加盟店は、漏えい等の事故が生じ

た事実及び二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表するものとし、

又は影響をうける会員に対してその旨を通知するために必要な措置をとるものとす

る。なお、Air ペイ加盟店自らが本項に定める必要な措置を講じないときは RCL 及

び決済サービス提供会社等が代わりに当該措置を講ずることができるものとし、当

該代行に要した費用は Air ペイ加盟店が負担するものとする。 

3. Air ペイ加盟店は、クレジットカード等番号等の漏えい事故等が生じた場合には、

自らの費用で速やかにその原因の調査を行うものとする。このとき、RCL 及び決済

サービス会社等は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定

できるものとし、Air ペイ加盟店は選定された会社等による調査を行うものとする。

また、Air ペイ加盟店は RCL 又は決済サービス提供会社等の指示に従って、原因の

究明及び再発防止策を講じた上で、これを RCL 及び決済サービス提供会社等に書面

にて報告しなければならない。このとき、RCL 又は決済サービス提供会社等が別途

被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、Air ペイ加盟店にその実施を求めた場

合は、Air ペイ加盟店はその内容を遵守するものとする。 

4. Air ペイ加盟店は、RCL 又はクレジットカード会社等が、Air ペイ加盟店におけるク

レジットカード等番号等の管理体制が不十分であると判断した場合又は第 3 項の再

発防止策が不十分であると判断した場合には、RCL 又は決済サービス提供会社等が

必要と認める調査をうけ、また RCL 又は決済サービス提供会社等が必要と認める是

正措置の指導を受けることを承諾し、当該指導に従わなければならないものとする。 

5. Air ペイ加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監

督その他の必要な措置、及び第 22 条第 3 項第 2 号に定める措置をとるものとする。 

6. Air ペイ加盟店の責に帰すべき事由により、第 1 項の事故が生じ、その結果、カー

ド会員、決済サービス提供会社等、RCL その他の第三者に損害が生じた場合、Air ペ

イ加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとする。なお、当該損害の範囲

には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとする。 

(1) クレジットカードの再発行に関わる費用 

(2) 不正利用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用 

(3) クレジットカード又はクレジットカード番号等の不正利用による損害額 

(4) 当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等（提携会社から課される損害

賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等その他の一切の損害金を含む。以下同



じ。）として、第三者から決済サービス提供会社等又は RCL が請求を受けた

費用 

7. 本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとする。 

第 27条 通信の安全化措置等 

1. Air ペイ加盟店は、本スマートデバイス端末等のほか、本決済システムの利用に関

して使用する電子機器その他通信手段等について、カード会員のクレジットカード

番号、有効期限等のカード等に関する情報を含む本決済取引に関する一切の情報を

第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、RCL 所定のセキュリティ基準を遵守

するなど必要な措置を講じなければならない。 

2. 前項の安全化措置については、RCL が情報の保全を目的とした改善をなすことを申

し出た場合には、Air ペイ加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について

所要の改善を講じるものとする。 

第 28条 広告 

1. Air ペイ加盟店は、本決済取引について、RCL による事前の承諾なく、広告宣伝して

はならない。 

2. Air ペイ加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行おうとする場合には、次項各号

に掲げる事項を遵守し、広告案及び媒体を特定して、RCL に承諾の申請をすること

とする。 

3. Air ペイ加盟店は、第 1 項の承諾を得て広告宣伝を行う場合における広告の製作に

あたり、以下の事項を遵守しなければならない。 

(1) 特定商取引法、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商

標法並びにそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと 

(2) カード会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと 

(3) 以下の事項を表示すること 

① Air ペイ加盟店の商号・屋号 

② Air ペイ加盟店の名称・所在地 

③ Air ペイ加盟店の電話番号及び電子メールアドレス 

④ カード会員がカード等を利用できる旨 

⑤ Air ペイ加盟店の代表者又は管理者の氏名及び連絡方法 

⑥ その他 RCL が必要と認めた事項 

4. Air ペイ加盟店は、個別加盟店契約が終了した場合は、前項に定めるカード会員が

本決済システムを使用できる旨の表示を直ちに取りやめなければならない。 

5. Air ペイ加盟店は、決済サービス提供会社等又は決済サービス提供会社等が指定す

る者から無償で提供されるもの以外の加盟店標識等を購入する場合には、その代金

を支払期日までに支払うものとする。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、本

契約を解約又は解除した場合にも返還されないものとする。 



第 29 条 取扱商品等 

1. Air ペイ加盟店は、第 4条第 1項第 2号で届出を行った商材(第 7条による変更の届

出を行った場合には変更後の商材をいう。以下同じ。)以外の商品等について、本決

済取引を行ってはならない。 

2. Air ペイ加盟店は、第 4 条第 1 項第 2 号又は第 7条の届出の有無にかかわらず、以

下の商品等の取引を行ってはならない。 

(1) 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの 

(2) 銃砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その

他の関連法令、条例等又は国際条約の定めに違反するものまたはそのおそ

れのあるもの 

(3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有権などの権利を侵害するものまたはそ

のおそれのあるもの 

(4) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手その他の有価証券、金地金、換金性

のあるポイント、電子マネーのチャージ 

(5) 特定商取引法第 41 条第 1項に定義される「訪問販売」「電話勧誘販売」「連

鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘因販売」に該当するもの 

(6) 「特定継続的役務提供」に該当しない商品等で、商品等を複数回に渡り又

は継続的に引渡し又は提供するもの。但し、次項に定める条件をすべて満

たすものを除く。 

(7) 本規約末尾の別表第３号に定める商品等その他の RCL 又は決済サービス提

供会社等が不適当と判断したもの 

3. 前項第 6号但書の条件は、以下の各号の事項とする。 

(1) その取引にかかる商品等を複数回に渡り又は継続的に引渡し又は提供する

期間が、1年を超えないものであること 

(2) その取引にかかる契約内容に、カード会員からの中途解約を定めた規定（中

途解約時点以降の商品等の未引渡し分又は未提供分について返金する旨の

規定を含む。）があるもの 

(3) その取引の契約締結後でかつ、Air ペイ加盟店がカード会員に対して当該

取引にかかる商品等の引渡し又は提供が全く行われていない場合において、

カード会員が当該取引にかかる契約を解除又は解約した場合、当該取引に

かかる取引代金相当額全額の取消しを行うこと 

4. Air ペイ加盟店が前項に定める条件を満さずに第 2項第 6号の取引を行ったと、RCL

又は決済サービス提供会社等が判断した場合、RCL は Air ペイ加盟店に通知するこ

とにより、当該 Air ペイ加盟店における本決済取引が可能な取扱商品を制限するこ

とができるものとする。なお、当該制限により Air ペイ加盟店に生じた損害につい

て、RCL は賠償する責任を負わないものとする。 



第 30条 禁止事項 

Air ペイ加盟店は、以下の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。 

(1) 本決済取引の申込みを行ったカード会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金

払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金払いを行う場合と異なる代

金(手数料等の名目を問わない。)を請求するなどカード会員に不利になる取扱いをするこ

と。 

(2) 本決済取引に関する情報(カード会員の情報及びカード等の情報を含む。)を本スマー

トデバイス端末等若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし、又は撮影する

等により保存すること。 

(3) 1回の商品・サービス提供を、複数回に分割して決済すること（内金、前受け金および

前受け金支払い後の残金等の名称の如何を問わない。）。 

(4) RCL が公表する基準を満たした本スマートデバイス端末等、アプリ及び RCL が貸与又は

販売した決済端末以外の機器を用いて本決済システムを利用すること。 

(5) 本決済システムの利用以外の目的で、RCL が運営する本決済システムにアクセスするこ

と。 

(6) 第三者に本スマートデバイス端末等、決済端末、アプリ等本決済システムの利用に必要

な機器を使用させること。 

(7) 第三者に名義、AirID又は届出メールアドレス及び Air サービスパスワードを使用させ

ることにより、本決済システムを取り扱わせること。 

(8) 本決済システムを日本国外における取引に利用すること。 

(9) RCL に届け出た業種・業態に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引にお

いて、本決済システムを利用すること。 

(10) 小売業者など再販売を目的として商品を購入する者に対する取引であって、決済サー

ビス提供会社等が本規約等において留保した商品の所有権を侵害するおそれのある取引に、

本決済システムを利用すること。 

(11) Air ペイ加盟店(法人の代表者及びユーザーを含む。)が保有するカード等を使用して、

当該 Air ペイ加盟店において、本決済取引を行うこと。 

(12) IC カードの暗証番号に関連する情報を本スマートデバイス端末等若しくは外部メモ

リに記録し、書面に書き写し、コピーし、又は撮影する等により保存し又は視認により記憶

し、それによりカード会員以外の者が使用し、若しくは使用することを助けるおそれの あ

る行為 

(13) 正当な理由なくカード会員の目の届かない場所で売上伝票作成等の手続きを行うこ

と 

(14) 第三者間の取引を自己の取引と称して売上承認を取得しようとする行為(ただし、RCL

が事前に承諾した場合を除く。) 

(15) 電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返



すこと。 

(16) RCL 又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権

利を侵害する行為 

(17) RCL 又は第三者を差別又は誹謗中傷する行為 

(18) 本決済システムの提供のためのシステムへの不正アクセス等、Air サービスの運営 を

妨げる行為 

(19) 本決済システムの全部又は一部を、RCL に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販

売、出版、その他 Air ペイ加盟店における自己利用の範囲を超えて利用する行為 

(20) Air サービスを提供するアプリケーションソフトウェア(アップデート版を含み、以下

「本ソフトウェア」という。)の利用権を第三者に再許諾、譲渡し又は担保に供する行為 

(21) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他

これらに準じる行為 

(22) RCL 又は第三者の信用を損なう行為 

(23) 他人になりすまして、本決済システムを利用する行為 

(24) RCL の承認した以外の方法により、本決済システムを利用する行為 

(25) その他法令、Air サービス共通利用約款、公序良俗に反する行為、行政当局から改善

指導、行政処分等を受けるおそれのある行為、犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、

RCL若しくは第三者に対する迷惑行為、RCL に虚偽の事項を届け出る行為又はその他 RCL が

不適切と判断する行為 

 

第 5 章 その他 

第 31 条 業務委託 

1. Air ペイ加盟店は、RCL の事前の承諾を得ることなく本契約に基づく業務の全部又

は一部を第三者に委託してはならない。 

2. Air ペイ加盟店は、RCL の事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託す

る場合においても、本規約に定めるすべての義務及び責任を免れないものとする。

また、Air ペイ加盟店は、当該第三者をして、委託契約等の締結により本契約に定

める Air ペイ加盟店の義務と同等以上の義務を課すとともに、当該第三者の行為に

ついて RCL に対して連帯して責任を負う。 

3. Air ペイ加盟店は、前項に基づく業務委託先である第三者(以下、「業務代行者」と

いう。)が本規約等に定める全ての義務及び責任を遵守するよう、指導及び監督する

責任を負うものとし、業務代行者が委託業務に関連して、RCL 又は他の第三者に損

害を与えた場合、Air ペイ加盟店は、業務代行者と連帯して RCL 又は他の第三者の

損害を賠償するものとする。 

4. 業務代行者において事故が生じた場合、RCL 及び決済サービス提供会社等は、Air ペ

イ加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策及び再発防止策を指導できるもの



とし、Air ペイ加盟店は、第 2 項に定める委託契約等において、業務代行者に対し

て当該指導に従う義務を課さなければならない。 

5. 前三項に加え、Air ペイ加盟店が RCL 及び RPY の承諾を得た上で、クレジットカー

ド番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、Air ペイ加盟店は、以下の各号に

従うものとする。 

(1) クレジットカード番号等の取扱いの委託先となる第三者が次号に定める義

務に従いクレジットカード番号等を適確に取扱うことができる能力を有す

る者であることを確認すること。 

(2) 第三者に対して、第 57条の 2第 1項から第 6項、第 8項及び第 9項に定め

る義務、第 57条の 3に定める義務、ならびに第 6条に定める義務と同等の

義務を RPYに対し負担させること。 

(3) 第三者におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について定期的又

は必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、第

三者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。 

(4) 第三者があらかじめ Air ペイ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対し

てクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約

中に定めること。 

(5) 第三者がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合に

は、Air ペイ加盟店は、必要に応じて当該第三者との委託契約を解除できる

旨を委託契約に定めること。 

6. Air ペイ加盟店は、本決済システムの円滑な運用に必要と認められる業務の全部又

は一部を、RCL が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとす

る。 

第 32 条 地位の譲渡等の禁止 

1. Air ペイ加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。 

2. Air ペイ加盟店は、カード会員に対する本決済取引に係る取引代金債権並びに本契

約に基づく RCL 及び決済サービス提供会社等に対する債権を本契約に定める場合を

除き、第三者に譲渡、質入してはならず、決済サービス提供会社等に対して有する

債権譲渡代金の請求権又は本決済取引の取引代金相当額の債権について、本規約に

別途定める場合を除き、譲渡してはならず、また、立替払いを受領してはならない。 

3. Air ペイ加盟店は、第 4 条第 1 項又は第 7条に基づき届け出た業種・業態に係る事

業を第三者に承継させないものとする。 

4. RCL は、Air ペイ加盟店へ 3ヶ月前までに通知のうえ、包括代理店契約及び本契約上

の地位の全部又は一部を第三者に譲渡することができるものとし、Air ペイ加盟店

は、あらかじめこれを承諾するものとする。 

5. 前項の規定にかかわらず、RCL は、本決済システムに係る事業を他社に譲渡した場



合には、当該事業譲渡に伴い本契約に基づく権利義務及び本決済システムに関して

Aiｒペイ加盟店から取得した情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができる

ものとし、Air ペイ加盟店は、かかる譲渡につきあらかじめ同意する。なお、本項に

定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、合併、会社分割その他事業が移

転するあらゆる場合を含むものとする。 

第 33 条 遅延損害金 

Air ペイ加盟店が本契約に基づく RCL 又は決済サービス提供会社等に対する支払を遅延し

た場合には、弁済期日の翌日から支払日まで、当該支払金額について年 14.6%の遅延損害金

を支払う。遅延損害金の計算は、年 365日の日割計算とする。 

第 34 条 商標その他の知的財産権等 

1. 本決済システムに関する特許、商標等の知的財産権、所有権、肖像権、パブリシテ

ィー権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等(以下「知的財産権等」という。)

は、RCL に当該知的財産権等の利用を許諾している者に帰属する。 

2. RCL は、Air ペイ加盟店に対し、本契約に基づき本決済システムを利用する範囲内に

おいて本決済システムに関する知的財産権等を使用することを許諾するものとし、

Air ペイ加盟店は、当該範囲を超えて当該知的財産権等を使用してはならない。 

3. Air ペイ加盟店は、本決済システムを利用するにあたり、RCL、決済サービス提供会

社等又は第三者の知的財産権等を侵害してはならない。 

4. Air ペイ加盟店は、本規約において明確に許諾されている範囲及び別途 RCL が事前

に承諾した場合を除き、RCL 及び決済サービス提供会社等の名称及びロゴ、マーク

等その他知的財産権の対象となるものを使用することはできない。 

第 35 条 契約期間等 

1. 本契約の有効期限は契約締結日から 1年とする。ただし、Air ペイ加盟店、RCL 又は

決済サービス提供会社等が期間満了 3ヶ月前までに、文書による解約を申し出ない

場合は更に期間を 1年延長し、以後も同様とする。 

2. 前項の規定にかかわらず、Air ペイ加盟店は、RCL に対し、RCL 所定の方法により解

約の申し出を行い、RCL 及び決済サービス提供会社等が認めた場合には、本契約を

解約することができる。なお、第 16 条第 1項に基づく支払が未了の場合には、第 41

条第 3項の定めに従う。 

3. 第 1 項の規定にかかわらず、RCL と決済サービス提供会社等との間の包括代理加盟

店契約が終了したときは、本契約のうち当該包括代理加盟店契約に係る部分も終了

する。 

第 36 条 災害等による本決済システムの一時停止 

1. RCL は、以下の各号に掲げる場合には、Air ペイ加盟店への予告なしに、又は、RCL

所定の方法で本決済システムによる取引について、その全部又は一部を一時停止す

ることができる。また、これに起因して事業者又は第三者に発生した損害につき、



第 44 条 2項ただし書きの規定にかかわらず、RCL は、何ら責任を負わないものとす

る。なお、当該停止があった場合でも、Air ペイ加盟店は加盟店手数料の支払義務

を負うものとし、Air ペイ加盟店が既に加盟店手数料を RCL に支払っている場合に

も、RCL はその返還義務を負わないことを予め承諾するものとする。 

(1) 天災地変、火災、地震、停電、感染症の蔓延その他災害等の非常事態によ

り、本決済システムの提供が不能又は困難となった場合 

(2) 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本決済システムの提供が不能

又は困難となった場合 

(3) RCL が運営するアプリ等の機能その他本決済システムに不良が生じた場合、

又は、第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等によ

り、本決済システムの提供が不能若しくは困難であると RCL が判断した場

合 

(4) 法令等に基づく措置により、本決済システムの提供が不能又は困難である

と RCL が判断した場合 

(5) 第三者提供サービスの停止又は終了(保守、仕様の変更、瑕疵の修補による

停止を含むが、これらに限られない。)により、本決済システムの提供が不

能又は困難であると RCL が判断した場合 

(6) 本決済システムの定期的若しくは緊急の保守又は点検に必要な場合 

(7) 不正な取引が発生した疑いがあり、RCL 又は決済サービス提供会社等が本

決済システムを停止すべきと判断した場合 

(8) 本決済システムを利用した取引に関する情報が漏えいし、RCL 又は決済サ

ービス提供会社等が本決済システムを停止すべきと判断した場合 

(9) その他決済サービス提供会社等から要請があった場合又は RCL がやむを得

ない事由により本決済システムを停止すべきと判断した場合 

2. RCL 及び決済サービス提供会社等は、前項により本決済システムによる取引を停止

したことにより、Air ペイ加盟店に生じた損害について、賠償する責任を負わない。 

第 37条 契約違反等による本決済システムの一時停止 

1. RCL は、以下の各号に掲げる場合には、RCL 所定の方法で Air ペイ加盟店に通知する

ことにより、対象となる Air ペイ加盟店に対し、本決済システムによる取引を一時

停止することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合には、RCL は、通知す

ることなく本項に基づく一時停止措置をとることができる。なお、RCL は、当該 Air

ペイ加盟店から利用再開の申し出があった場合には、第 5 条に準じて審査を行った

上、適切と認めた場合に限り、再開を認めることとする。 

(1) 特定の Air ペイ加盟店が個別加盟店契約、包括代理加盟店契約、取扱説明

書その他本決済システムの利用について遵守すべき規定(第 22 条乃至第 30

条を含むがこれに限らない。)に違反して本決済システムを利用した場合又



はその疑いがある場合 

(2) 第 19 条第 2項(これに準じて精算する場合も含む。)に基づく取引代金相当

額の返還請求に応じない場合 

(3) 本規約又は包括代理加盟店契約に基づき Air ペイ加盟店が RCL に届け出た

情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合 

(4) 特定の Air ペイ加盟店において、6か月以上に渡り、本決済システムの利用

がなかった場合(個別加盟店契約締結又は包括代理加盟店契約後、決済端末

貸与の申し出がない場合も含むがこれに限られない。) 

(5) 決済サービス提供会社等から要請があった場合 

(6) 第 6条に基づく加盟店調査、第 7条第 2項、第 10条第 6項に基づく Air ペ

イ加盟店の再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時

停止すべきであると RCL 又は決済サービス提供会社等が判断した場合 

2. RCL 及び決済サービス提供会社等は、前項により本決済システムによる取引を停止

したことにより、Air ペイ加盟店に生じた損害について、賠償する責任を負わない。 

第 38条 契約の解除 

1. RCL は、Air ペイ加盟店が次の各号のいずれかに該当したと判断した場合には、RCL

所定の方法で当該加盟店に通知することにより、直ちに個別加盟店契約の一部又は

全部を解除することができる。 

(1) 特定の Air ペイ加盟店において、6か月以上に渡り、本決済システムの利用

がなかった場合(個別加盟店契約締結又は包括代理加盟店契約後、決済端末

貸与の申し出がない場合も含むがこれに限られない。) 

(2) 第 19 条第 2項(これに準じて精算する場合も含む。)に基づく取引代金相当

額の返還請求に応じない場合 

(3) 個別加盟店契約、包括代理加盟店契約、取扱説明書その他本決済システム

の利用について遵守すべき規定に違反した場合 

(4) 本規約又は包括代理加盟店契約に基づき Air ペイ加盟店が RCL に届け出た

情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合 

(5) RCL 又は決済サービス提供会社等との間の契約(本契約に限られない。)に

違反した場合 

(6) 手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合 

(7) 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受

けた場合 

(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開

始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てた

場合 

(9) 前三号のほか Air ペイ加盟店の信用状態に重大な変化があったと RCL 又は



決済サービス提供会社が認めた場合 

(10) 監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合 

(11) 第 4 条第 1 項又は第 7条に基づき届け出た業種・業態に係る事業を第三者

に承継させた場合又は営業を休止若しくは終了した場合 

(12) カード等の仕組みを悪用する等、他の決済サービス提供会社等との加盟店

契約に違反した場合 

(13) 次条第 1項又は第 2項各号に該当し、又はその疑いがあると認めた場合 

(14) 第 6 条に基づく調査のほか、本契約に定める調査に対し、適切に応じなか

ったと RCL が認めた場合 

(15) 第 4 条第 1 項又は第 7条に基づき届け出た住所、電話番号、メールアドレ

スに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとるこ

とが困難となった場合 

(16) 第 6条に基づく加盟店調査、第 7条第 6項、第 10条第 6項に基づく Air ペ

イ加盟店の再審査の結果、Air ペイ加盟店として不適当であると RCL が判

断したとき 

(17) Air ペイ加盟店の営業、業種・業態が公序良俗に反すると RCL が判断した場

合 

(18) カード会員からの苦情、その他の事情により RCL が Air ペイ加盟店として

不適当と認めた場合 

(19) RCL が「Air」を冠して展開する商品又はサービスに係る契約に違反した場

合及びその他の RCL との契約において重大な違反があった場合 

(20) 第 22 条第 6 項に基づき表明した事項の全部若しくは一部が事実でないと

き、又はその疑いがあるとき 

(21) 第 22 条第 6項の確約に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき 

2. Air ペイ加盟店は、前項に定めるほか、Air ペイ加盟店が前項各号又は次条第 1項若

しくは第 2 項各号に該当し、又はそのおそれがあると決済サービス提供会社等が判

断し、RCL に対し、当該 Air ペイ加盟店との間の個別加盟店契約を解除するよう要

請した場合には、RCL が当該個別加盟店契約を解除できることを承諾する。 

3. Air ペイ加盟店は、Air ペイ加盟店が前二項の規定に基づいて個別加盟店契約を解

除された場合には、決済サービス提供会社等と当該 Air ペイ加盟店間の包括代理加

盟店契約も同時に解除されることを確認するものとする。 

4. 前三項に基づき本契約及び包括代理加盟店契約が解除された場合、Air ペイ加盟店

が RCL 又は決済サービス提供会社等に対して負担する一切の債務について、Air ペ

イ加盟店は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければならない。 

5. 前各項に基づき本契約及び包括代理加盟店契約が解除された場合、RCL 又は決済サ

ービス提供会社等に損害が生じた場合には、Air ペイ加盟店は、これを賠償する義



務を負う。 

6. 第 1 項第 6 号から第 8 号及び第 10 号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、本契

約に基づき RCL 又は決済サービス提供会社等が当該 Air ペイ加盟店に対して支払義

務を負う債務と当該 Air ペイ加盟店に対して RCL 又は決済サービス提供会社等が有

する請求権(本契約に基づくものに限られない。)は、当然に対当額にて相殺される

ものとする。 

7. 本条第 1 項、第 2 項、次条第 1 項若しくは第 2 項各号に掲げる事由が生じた場合、

本契約を解除するか否かにかかわらず、RCL 又は決済サービス提供会社等は、何ら

の通知を要することなく、本契約に基づき当該 Air ペイ加盟店に対して支払義務を

負う債務の支払を留保することができる。この場合、係る留保金額に利息又は遅延

損害金は生じないものとする。 

第 39 条 反社会的勢力の排除 

1. Air ペイ加盟店は、RCL 及び決済サービス提供会社等に対し、自己並びに自己の役員

及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経

過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ

又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員

等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明

し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ

る関係を有すること。 

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし

ていると認められる関係を有すること。 

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有すること。 

2. Air ペイ加盟店は、RCL 及び決済サービス提供会社等に対し、自ら又は第三者を利用

して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は

相手方の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. RCL は、前条第 1項第 13 号に基づく解除において、疑いの内容及び根拠に関し、Air



ペイ加盟店に対して説明又は開示する義務を何ら負わないものとし、本契約の解約

に起因し、又は関連して Air ペイ加盟店に損害が生じた場合であっても、何ら責任

を負うものではない。 

第 40条 本決済システムの終了 

1. RCL は、本決済システムを終了する場合には、RCL 所定の方法により Air ペイ加盟店

に通知又は公表することにより、本決済システムの提供を終了することができる。

ただし、やむを得ない事由がある場合には、RCL は、事前に通知又は公表すること

なく本項に基づく本決済システムを終了することができる。 

2. 前項に基づき本決済システムを終了したことにより、Air ペイ加盟店に生じた損害

について、RCL は責任を負わないものとする。 

第 41 条 終了後の処理 

1. RCL と特定の Air ペイ加盟店との間の個別加盟店契約が終了したときは、当該 Air

ペイ加盟店は、本決済システムの利用に関する表示を取り外し、決済端末を返還す

る等、RCL の指示に従い本決済システムの利用を中止する措置を講じなければなら

ない。 

2. 前項の場合、当該 Air ペイ加盟店は、契約終了時点以降、本決済システムを利用す

ることができない。ただし、RCL が認めた場合には、RCL 所定の期限までの間、加盟

店管理画面において、自らの情報を閲覧することができる。 

3. 本契約終了以前に Air ペイ加盟店がカード会員との間で受け付けた本決済取引につ

いては、契約終了後においても本契約の規定に従って処理されるものとする。なお、

第 16 条第 1 項に基づく支払金額のうち、本契約終了時点で未払の金額がある場合

には、同条同項の規定にかかわらず、決済サービス提供会社等は、契約終了後遅滞

なく当該金額を Air ペイ加盟店の指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う。

振込手数料は決済サービス提供会社等の負担とする。ただし、第 35 条に基づく終

了、第 38条に基づく解除、又は第 40条に基づく本決済システムの終了の場合にお

いて、第 16 条第 1 項に基づき決済サービス提供会社等が支払うべき金額が加盟店

手数料及び振込手数料の合計額を下回るときは、決済サービス提供会社等は同項の

支払を行う義務を負わないものとし、Air ペイ加盟店は、係る請求権をあらかじめ

放棄する。この場合、Air ペイ加盟店は、当該合計額から決済サービス提供会社等

が支払うべき金額を控除した残額を直ちに決済サービス提供会社等に支払うものと

する。また、本契約終了後 1 年が経過した後において、Air ペイ加盟店が指定する

口座情報が誤っているあるいは変更になっているなどの理由により決済サービス提

供会社等からの振込ができない場合には、Air ペイ加盟店は当該請求権を放棄した

ものとみなされる。 

4. 本契約終了以前に Air ペイ加盟店がカード会員との間で行った本決済取引について、

本契約終了後に本契約の規定に従って、カード会員、RCL 又は決済サービス提供会



社等により本決済取引又は本決済取引に係る第 32 条第 2 項の債権譲渡の解除、取

消し、無効の主張がなされた場合には、Air ペイ加盟店は、本契約に従って精算に

応じなければならない。 

5. 本条の規定にかかわらず、本契約終了前に Air ペイ加盟店がカード会員と行った本

決済取引について、本契約契約終了後にカード会員から返品等による本決済取引の

取消し又は解除の申し出があり、これを Air ペイ加盟店が受けつける場合には、Air

ペイ加盟店は、自らの責任と負担において、カード会員との間で個別に精算を行う。 

6. 本契約の終了にあたって、RCL 及び決済サービス提供会社等は、Air ペイ加盟店に対

し、設備投資、費用負担、逸失利益その他 Air ペイ加盟店に生じた損害について一

切責任を負わないものとする。 

第 42 条 損害賠償 

Air ペイ加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は本契約に違反したことにより、RCL、決

済サービス提供会社等又は第三者に損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含み、以下

「損害等」という。)を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負う。なお、損

害等の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとする。 

(1) カード等の再発行に関わる費用 

(2) カード等の不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用 

(3) 第三者から請求される損害賠償、違約金、制裁金及び弁護士費用 

第 43 条 担保提供等 

Air ペイ加盟店が本規約第 38条第 1項第 2号、第 3号、第 4号、第 5号、第 9号、第 12 号、

第 14 号、第 15 号、第 16 号、第 17号又は第 18号に該当するおそれがあると RCL 又は決済

サービス提供会社等が判断した場合その他 RCL が別途必要と認めた場合において、RCL が

Air ペイ加盟店に対し、連帯保証、担保の提供等の措置を求めた場合には、Air ペイ加盟店

は、これに応じることとする。 

第 44 条 免責 

1. 以下の各号に掲げる事由については、RCL 及び決済サービス提供会社等は、次項の

規定にかかわらず Air ペイ加盟店に対して一切責任を負わないものとし、Air ペイ

加盟店は、これを承諾する。 

(1) 決済端末又はアプリの故障、不具合により、本決済システムの利用ができ

ない場合 

(2) 本スマートデバイス端末等の不具合により、本決済システムの利用ができ

ない場合 

(3) 停電、通信回線若しくは本決済システムと連携する外部の決済センターの

不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合により、本決済システムの利

用ができない場合 

(4) 銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合により、本契約に基づ



く Air ペイ加盟店に対する支払ができない場合 

2. Air ペイ加盟店は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、RCL は本サー

ビスの利用に関連して事業者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものと

する。ただし、RCL の故意又は重大な過失による損害であることが明白な場合はこ

の限りではなく、その場合、RCL は、事業者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、

かつ、本サービスのうち当該損害の発生にかかるサービスの利用に関する契約に基

づき Air ペイ加盟店が過去 1ヶ月(当該損害発生時を起算点とする。)の間に RCL に

支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとする。 

第 45 条 不可抗力 

天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の

事故、本決済システムの不具合その他 RCL 及び決済サービス提供会社等の責に帰すること

ができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、RCL 及び決済サービス

提供会社等は、Air ペイ加盟店に対し、責任を負わないものとする。 

第 46 条 本規約の変更等 

本規約は、RCL が所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって

変更することができるものとする。なお、Air ペイ加盟店が公表日以後に利用者に対して本

決済取引を行った場合には、変更後の本規約の内容について異議を申し出ることはできな

いものとする。 

第 47条 本規約の可分性 

本規約の一部条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効

性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受

けない。 

第 48条 合意管轄 

RCL と Air ペイ加盟店との間で本契約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所と定める。 

第 49 条 準拠法 

本規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとする。 

第 50条 加盟店情報の取得及び利用等 

1. Airペイ加盟店並びにAirペイ加盟店が法人の場合における代表者(以下併せて「Air

ペイ加盟店等」という。)は、Air ペイ加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以

下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を RCL が取得、保有、利用及

び RCL の提携先である第三者に提供すること、また RCL が、RCL が包括代理加盟店

契約を締結した決済サービス提供会社等に加盟店情報を提供し、当該決済サービス

提供会社等が当該加盟店情報を利用することを同意する。なお、RCL は、個人情報

の取扱いについては、RCL の定めるプライバシーポリシーに従う。 

(1) Air ペイ加盟店等の氏名(商号)、住所(所在地)、生年月日、性別、電話(FAX)



番号、メールアドレス、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、

自宅電話番号等、第 4条第 1項乃至第 7条に基づき取得した情報 

(2) 個別加盟店契約又は包括代理加盟店契約の申込日、契約日、終了日その他

個別加盟店契約又は包括代理加盟店契約に関する情報 

(3) Air ペイ加盟店等のカード等の取扱状況に関する情報(第 11 条第 1 項、第

53 条第 1 項に基づき取得する情報及び当該取引を行った時点における GPS

等の端末位置情報) 

(4) Air ペイ加盟店等のカード等の利用履歴 

(5) Air ペイ加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報 

(6) 公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納

税証明書等の書類又は公表された情報に記載若しくは記録された情報、又

は、官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報 

(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した Air ペイ加盟店等に関する

情報及び当該内容について RCL が調査して得た内容 

(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開

始の申立てその他の Air ペイ加盟店等に関する信用情報 

(9) カード会員から RCL 又は決済サービス提供会社等に申し出のあった苦情の

内容及び当該内容について、RCL 又はクレジットカード会社等がカード会

員その他の関係者から収集した情報 

(10) 前各号の他 RCL 又はクレジットカード会社等が Air ペイ加盟店に関して取

得した情報 

(11) 割賦販売法に基づき同施行規則60条第2号イ又は同3号の規定による調査

を行った事実及び事項 

(12) 個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっ

せんに係る契約を解除した事実及び事項 

(13) Air ペイ加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情

報機関に本項 9号乃至 12 号に係る情報が登録されている場合は当該情報 

(14) 上記の他会員の保護に欠ける行為及びクレジットカード等番号等の適切な

管理に支障を及ぼす行為に関する情報 

2. RCL は、本決済取引について、取引日時、取引金額、商品等の明細書又は受領書の控

え、Air ペイ加盟店の名称等の RCL 所定の情報、第 53 条に定める署名並びに当該取

引時における本スマートデバイス端末等の GPS、ジャイロセンサー、加速度センサ

ー、その他のセンサー等で検知する端末位置情報等を本決済システムに係るサーバ

ーに記録し、当該取引日から RCL 所定の期限まで保管できるものとする。 

3. Air ペイ加盟店は、前項に基づき保管する記録について、決済サービス提供会社等

の請求があるときは、RCL が速やかに当該記録を決済サービス提供会社等に提示す



ることを承諾する。 

第 51 条 加盟店情報機関への登録及び共同利用 

1. 決済サービス提供会社等は、本規約末尾別表第 2 号記載のとおり、個人情報保護法

に基づく加盟店情報の共同利用を行う。 

2. 決済サービス提供会社等は、Air ペイ加盟店等に対して通知して加盟店情報機関を

追加又は変更することができる。 

3. Air ペイ加盟店等は、個別加盟店契約又は包括代理加盟店契約が不成立となった場

合及び終了した場合であっても、個別加盟店契約又は包括代理加盟店契約の申込み

をした事実、内容その他必要な範囲で、加盟店情報を RCL 及び決済サービス提供会

社等が利用すること及び加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟店情報機関に加

盟する者が利用することに同意する。 

第 52 条 個人情報の利用 

Air ペイ加盟店及び Air ペイ加盟店が法人の場合における代表者(以下併せて「Air ペイ加

盟店等」という。)は、第 50条第 1項各号の個人情報について、RCL 及び決済サービス提供

会社等から保護措置を講じた上で RCL、決済サービス提供会社等又はこれらの提携会社（下

記記載の各社を指し、以下「提携会社」という。）に提供し、下記の目的により、利用する

ことに同意する。 

(1) RCL、決済サービス提供会社等及び提携会社による利用目的 

① 本規約に関連する業務の履行、提携会社のインターネット付随サービス業又は RCL、決

済サービス提供会社等若しくは提携会社が適切と判断した会社における、新商品情報のお

知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクト

メールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため 

② その他 RCL 又は決済サービス提供会社等の定める個人情報保護方針又は各提携会社の個

人情報保護方針に記載された目的のため 

(2) 提携会社 

RCLグループ会社又は決済サービス提供会社等 

 

第 2 編 クレジットカード取引 

第 2編に定める条項は、クレジットカード取引に限り適用されるものとする。 

 

第 53 条 信用販売の方法 

Air ペイ加盟店は、第 11 条 2 項に基づきカード会員からクレジットカードの提示を受けた

場合には、善良なる管理者の注意をもって、以下の要領により信用販売を行う。 

(1) クレジットカード券面に記載された有効期限が期限内であることを確認し、有効期限

が経過している場合は信用販売を拒絶するものとする。 

(2) 決済端末を用いてカードの有効性を確認する。 



(3) 次に掲げる方法により、売上承認を取得する。 

 ① クレジットカードの区分に応じ、それぞれに掲げる方法により、RCL 所定の情報につ

いて RCLへ送信するものとする。 

  (a) 当該クレジットカードが IC カードである場合 当該 IC カードの ICチップ面を決

済端末に読み取らせ、カード会員による金額、支払方法等の確認を得た後に、クレジットカ

ードの暗証番号を入力させる方法を行った上で（当該カード会員が暗証番号を忘れた場合

にあっては、この限りでない。）、IC チップ内の RCL 及びクレジットカード会社等の所定の

情報を RCL に送信する方法 

  (b) 当該クレジットカードが ICチップ非搭載カードである場合 カード会員の当該 IC

チップ非登載カードの磁気ストライプ面を決済端末に読み取らせ、RCL 及びクレジットカー

ド会社等の所定の情報を RCL に送信する方法 

 ② RCL は上記①の情報を取得したときは、RCL 所定の基準により本決済システムの利用

を拒絶すべき場合を除き、クレジットカード会社等所定の方法に従い、その全件についてク

レジットカード会社等に対し売上承認を申請する。当該申請を受けたクレジットカード会

社等は、売上承認の諾否を判断した上で、その結果を RCL に通知する。 

 ③ Air ペイ加盟店は、RCL 及びクレジットカード会社等が、クレジットカードの無効その

他各クレジットカード又はカード会員に起因する不審な事項があり、又は同一人物が同一

日に多数回利用しており、利用態様に不審な点があるなど、RCL 又はクレジットカード会社

等所定の基準により、クレジットカードの利用が不適切であると判断した場合には、本決済

システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾する。 

 ④ RCL は、Air ペイ加盟店に対し、クレジットカード会社等からの売上承認の諾否を受け

た後、RCL 所定の基準による判断の上、その結果を、Air ペイ加盟店に対し遅滞なく通知す

るものとする。Air ペイ加盟店は、RCL が売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、

承諾する。 

 ⑤ Air ペイ加盟店は、前項の RCL からの通知を受け次第、遅滞なく前条第 1項の申込み

に対する販売の諾否について当該申込みを行ったカード会員に通知するものとする。 

(4) 第 3 号①(a)に基づき、その場でカード会員本人による決済端末への暗証番号の入力を

求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認する。また、第 3号①(a)に基づき暗証

番号を入力しなかったカード会員及び ICチップ非搭載カードを使用しているカード会員に

ついては、当該カード会員による金額、支払方法等の確認を得た上で、当該カード会員をし

て、Air ペイ加盟店使用のスマートデバイスの画面上の所定の欄に署名を求めクレジットカ

ードの署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認する。この場

合において、Air ペイ加盟店はカード会員に対し、カード会員の署名以外の事項の記載を求

めてはならない。 

(5) クレジットカード券面のクレジットカード番号等・クレジットカード名義人と売上票

等のクレジットカード番号等・クレジット会員氏名が同一であること、また、顔写真入クレ



ジットカードの場合には、クレジットカード提示者が当該顔写真と同一人物であることを

確認する。 

第 54 条 本決済取引の成立時期 

1. IC カードを使用しているカード会員のうち、前条第 3 号①(a)に基づいて暗証番号

を入力しなかった会員及び IC チップ非搭載カードを使用しているカード会員につ

いては、前条第 3 号④に基づいて、Air ペイ加盟店が RCL から売上承認を認める旨

の通知を受領した後、当該カード会員による金額、支払方法等の確認を得た上で、

当該カード会員をして、本スマートデバイス端末等の画面上の所定の欄に署名させ

ることとし、Air ペイ加盟店が当該署名のデータを受け付けた時点をもって Air ペ

イ加盟店とカード会員との間の本決済取引は成立する。 

2. IC カードを使用しているカード会員のうち、前条第 3 号①(a)に基づいて暗証番号

を入力した会員については、前条第 3 号④に基づいて、Air ペイ加盟店が RCL から

売上承認を認める旨の通知を受領した時点をもって当該 Air ペイ加盟店と当該カー

ド会員との間の本決済取引は成立する。 

第 55 条 販売代金債権の譲渡 

1. 第 15 条に基づき RCL が決済サービス提供会社等に対して送付した各本決済取引の

売上情報の到達をもって、Air ペイ加盟店がカード会員に対して有する本決済取引

の代金相当額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引について Air ペイ加盟

店に支払う金額の合計額をいう。以下同じ。)の債権が、RCL に譲渡されるものとす

る。なお、当該債権が RCL に譲渡された場合（当該譲渡を「本譲渡（RCL）」という。）

には、当該売上情報が RCL に到達した日と同日中に、RCL から RPY に再譲渡される

ものとする。 

2. 前項に規定する Air ペイ加盟店から RCL に対する債権の譲渡代金（当該債権の金額

から包括加盟店手数料を控除した金額とし、以下「本譲渡代金」という。）は、第 16

条に基づく取引代金相当額の支払いとして、RPY から Air ペイ加盟店に支払われる

ものとする。 

3. 本譲渡（RCL）が行われる場合において、RCL は、第 16 条第 7 項の規定にかかわら

ず、弁済期の到来した当該 Air ペイ加盟店に対する債権（本契約に基づく債権に限

られない。）を保有する場合には、当該債権を自働債権とし、本譲渡代金について Air

ペイ加盟店が RCL に対して保有する債権を受働債権として、対当額で相殺すること

ができる。また、当該相殺によって対等額により消滅することとなる債権は、RCL が

所定の方法により任意にこれを指定することができるものとし、Air ペイ加盟店は、

RCL の当該指定に異議を述べることができない。 

第 56 条 クレジットカード取引における商品等の所有権の移転 

1. Air ペイ加盟店がカード会員にクレジットカード取引を行った商品等の所有権は、

決済サービス会社等が譲り受けた債権に係る本決済取引の代金相当額を Air ペイ加



盟店に支払ったときに、決済サービス会社等に移転する。ただし、本譲渡（RCL）が

行われる場合には、前条第 1 項の規定に基づき決済サービス提供会社等が RCL から

譲り受けた債権に係る譲渡代金（以下「本譲渡代金（再譲渡）」という。）を RCL に

支払ったときに、決済サービス提供会社等に移転する。 

2. クレジットカード会社等又は決済サービス提供会社等が包括代理加盟店契約又は本

契約に基づき、本譲渡代金又は本譲渡代金（再譲渡）の支払いを取消した場合、取

り消された支払に係る債権の発生原因となった取引の目的である商品等の所有権は、

本譲渡代金又は本譲渡代金（再譲渡）の支払いが未了の場合は直ちに、既に本譲渡

代金又は本譲渡代金（再譲渡）を支払っている場合には、Air ペイ加盟店又は RCL が

当該本譲渡代金又は本譲渡代金（再譲渡）相当額をクレジットカード会社等に返還

したときに、Air ペイ加盟店に戻るものとする。 

3. Air ペイ加盟店が偽造カードの使用、カード等の第三者による使用等により、カー

ド会員以外の者に対してクレジットカード取引を行った場合であっても、クレジッ

トカード会社等又は決済サービス提供会社等が Air ペイ加盟店又は RCL に対して本

譲渡代金（再譲渡）を支払った場合には、当該商品等の所有権は、クレジットカー

ド会社等又は決済サービス提供会社等に移転するものとする。 

4. Air ペイ加盟店は、取引に係る商品等の所有権が Air ペイ加盟店に帰属する場合で

あっても、必要があるとクレジットカード会社等又は決済サービス提供会社等が判

断したときは、法律の範囲内でクレジットカード会社等又は決済サービス提供会社

等が Air ペイ加盟店に代わって商品等の回収をすることを承諾する。 

第 57条 支払停止の抗弁 

1. カード会員が Air ペイ加盟店との間の取引について、割賦販売法に定める支払停止

の抗弁を決済サービス提供会社等に申し出た場合、Air ペイ加盟店は、直ちにその

抗弁事由の解消に努めるものとする。 

2. 前項に該当する場合、第 55 条の債権譲渡が全て留保又は取り消されるものとし、第

16 条に定める取引代金相当額の支払いは、以下のとおりとする。 

(1) 当該抗弁事由の申出が、クレジットカード会社等又は RCL が Air ペイ加盟

店に対して当該抗弁事由が生じた債権に係る本譲渡代金を支払う前の場合

には、クレジットカード会社等又は RCL は当該本譲渡代金の支払いを留保

又は拒絶することができる。かかる留保金額に利息及び遅延損害金は生じ

ないものとする。 

(2) クレジットカード会社等又は RCL が Air ペイ加盟店に対して当該本譲渡代

金を支払い済みの場合には、Air ペイ加盟店は、クレジットカード会社等又

は RCL に対し当該本譲渡代金相当額を直ちに返還する。また、クレジット

カード会社等又は RCL は、Air ペイ加盟店が当該返還の義務を負担した時

点以降に発生する本譲渡代金から、当該返還の義務の対象となる本譲渡代



金相当額を差し引いて Air ペイ加盟店に対して支払うことができるものと

する。 

(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、クレジットカード会社等又は RCL は、

Air ペイ加盟店に対し、当該抗弁事由の対象となった取引に係る債権に係

る本譲渡代金を支払う。なお、この場合には、RCL は、遅延損害金を支払う

義務を負担しないものとする。 

第 57条の 2 クレジットカード番号等の不正利用への対応 

1. Air ペイ加盟店は、クレジットカード又はクレジットカード番号等の不正利用を防

止するために必要な措置を講じるものとする。また、決済サービス提供会社等は加

盟店に対して、第 22 条第 3項第 3号に定める基準を別途指定することができ、この

場合、Air ペイ加盟店は当該基準を遵守するものとする。 

2. Air ペイ加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監

督その他の必要な措置、及び第 22 条第 3 項第 4 号に定める措置をとるものとする。 

3. Air ペイ加盟店は、クレジットカード若しくはクレジットカード番号等の不正利用

が発生した場合、又はクレジットカード若しくはクレジットカード番号等の不正利

用が発生した可能性がある場合、速やかにその旨を RCL 及び決済サービス提供会社

等に報告するものとする。 

4. 決済サービス提供会社等は、Air ペイ加盟店に前項のクレジットカード若しくはク

レジットカード番号等の不正利用が発生し又はその可能性があると判断する合理的

な理由がある場合、Air ペイ加盟店に対して、クレジットカード又はクレジットカ

ード番号等の不正利用発生事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要

な調査を行うことができ、Air ペイ加盟店はこれに応じるものとする。 

5. Air ペイ加盟店は、第 3 項のクレジットカード又はクレジットカード番号等の不正

利用が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに決済サ

ービス提供会社等に報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防

止策を講じるものとする。なお、Air ペイ加盟店はその調査を自らの負担にて行う

ものとし、決済サービス提供会社等は必要と認める場合には、事故の原因究明を調

査する会社等を選定できるものとし、Air ペイ加盟店は、選定された会社等による

調査を行うものとする。また、Air ペイ加盟店は、策定した被害拡大の防止策及び

再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内

容を遅滞なく RCL 及び決済サービス提供会社等に通知するものとする。RCL 又は決

済サービス提供会社等が別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、Air ペイ

加盟店に実施を求めた場合は、Air ペイ加盟店はその内容を遵守するものとする。 

第 58条 不動産仲介サービスにかかる商品等の取扱に関する特約 

1. Air ペイ加盟店が、信用販売にかかる商品等として次項に定める不動産仲介サービ

スに関連する対象債権（次項で定義する。）を取り扱う場合、本条から第 67条まで



の規定の適用を受けるものとする。 

2. 本条から第 67条までにおいて、以下に使用される用語の定義は、以下のとおりとす

る。 

(1) 「対象債権」とは、次に掲げる債権であって、本規約に基づき本決済システ

ムによる決済が可能となるものとして RCL が認めたものをいう。なお、①

に掲げるもの以外の債権は、当該債権の発生の原因となる契約に基づき初

回（当該契約が最初に締結された時点を指し、これらの契約が更新された

時点を含まないものとする。）の契約の締結に関連して発生する債権に限ら

れるものとし、初回以外の継続的な支払いには適用されないものとする。 

① Air ペイ加盟店が不動産を所有する者（以下この号、次号①及び第 60条

第 1項において「所有者」という。）及びカード会員間の不動産賃貸借契約

（以下単に「不動産賃貸借契約」という。）を代理又は媒介し、それにより

発生する Air ペイ加盟店のカード会員に対する不動産仲介手数料支払請求

債権（以下「仲介手数料債権」という。） 

② 不動産賃貸借契約（Air ペイ加盟店がその締結を代理又は媒介したもの

に限る。）の締結に伴い、当該契約に基づき発生する賃料支払債務の保証サ

ービスを提供する会社（以下「家賃保証会社」という。）との間でカード会

員が家賃保証契約を締結する場合の、家賃保証会社のカード会員に対する

家賃保証料支払請求債権 

③ 不動産賃貸借契約に基づき発生する、Air ペイ加盟店又は所有者のカー

ド会員に対する前払賃料並びに共益費及び管理費（当該不動産賃貸借契約

に関連する駐車場・駐輪場の利用料を含む）支払請求債権 

④ 不動産賃貸借契約に基づき発生する、Air ペイ加盟店又は所有者のカー

ド会員に対する敷金請求債権（敷引が行われる場合を除く。）又は保証金請

求債権 

⑤ 不動産賃貸借契約に基づき発生する、Air ペイ加盟店又は所有者のカー

ド会員に対する礼金請求債権 

⑥ 不動産賃貸借契約を更新する合意を行った場合において当該合意に係

る契約に基づき発生する、Air ペイ加盟店のカード会員に対する更新料請

求債権 

⑦ カード会員と電力供給会社、ガス供給会社又は地方公共団体（以下「電

力等供給事業者」という）との間の、電気供給契約、ガス供給契約又は上下

水道利用契約（カード会員が賃借する物件全体に対するガス、水道、電気に

関し、Air ペイ加盟店または所有者と各事業者が利用契約を締結のうえ、顧

客の使用分もしくは定額分を Air ペイ加盟店または所有者がカード会員に

代わり立替えて支払ったものに限るものとする）に基づく、電力等供給事



業者のカード会員に対する電気利用料金債権、ガス利用料金債権又は上下

水道利用料金債権 

⑧ カード会員と保険会社との間の火災保険契約（Air ペイ加盟店又は所有

者とカード会員との間の不動産賃貸借契約の対象物件（以下「対象物件」と

いう。）に関するものに限る。以下「火災保険」という。）に基づく、保険会

社のカード会員に対する保険料債権 

⑨ Air ペイ加盟店又は所有者がカード会員との間で不動産賃貸借契約の締

結前に予約金の預託を受ける旨合意（書面による合意に限る。）した場合の、

Air ペイ加盟店又は所有者のカード会員に対する予約金請求債権 

⑩ Air ペイ加盟店又は所有者が不動産賃貸借契約の締結に際して手付金

（名称のいかんを問わず、契約締結以降に授受される金銭に限る。以下同

じ）の支払を受ける旨合意（書面による合意に限る。）した場合の、Air ペ

イ加盟店又は所有者のカード会員に対する手付金請求債権 

(2) 「本所有者等」とは、対象債権を保有する次に掲げる者をいう。 

① 所有者 

② 家賃保証会社 

③ 保険会社 

④ 電力等供給事業者 

第 59 条 取引制限 

対象債権はクレジットカード取引（QUICPay によるものを含む。）に限り決済できるものと

し、電子マネー取引その他の取引で決済することはできないものとする。 

第 60条 Air ペイ加盟店の遵守及び確認事項 

1. RCL は、Air ペイ加盟店又は所有者（対象債権を保有する所有者に限る。以下同じ。）

とカード会員との間の不動産賃貸借契約及び Air ペイ加盟店と本所有者等との間の

委託契約等の内容のいかんにかかわらず、Air ペイ加盟店が対象債権を譲渡する権

限及び当該債権の譲渡にかかる代金債権の支払いを受ける権限を有しているものと

して取り扱うものとする。ただし、カード会員又は本所有者等から Air ペイ加盟店

がかかる権限を有していないとの申出がなされた場合、RCL は Air ペイ加盟店を無

権限者として取り扱うことができるものとする。 

2. Air ペイ加盟店は、敷金その他カード会員に対し返還義務の生じる債務については、

宅地建物取引業法、およびこれに付随する政令、規則、ガイドライン等に則り不動

産賃貸借契約に則り自ら返還し、又は所有者をして返還させるものとし、当該返還

に関わる紛争等について RCL に一切迷惑を掛けないものとする 

3. RCL は、Air ペイ加盟店又は所有者とカード会員との間の不動産賃貸借契約、Air ペ

イ加盟店と本所有者等との間の不動産管理委託契約に基づくものその他 Air ペイ加

盟店と本所有者等との間に発生する一切の紛争等について、一切責任を負わないも



のとする。 

第 61 条 表明保証等 

1. Air ペイ加盟店は、RCL に対し、以下の事項を表明及び保証し、かつ対象債権の信用

販売を実施する期間中、これを維持するものとする。 

(1) Air ペイ加盟店が宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業の免許を適法

に取得・保持していること。 

(2) 次の①又は②若しくはその両方に該当する者（以下「該当加盟店」という。）

であること。 

①不動産を所有し、当該不動産を賃貸に供している個人、法人又は団体で

あること。 

②不動産の所有者との間で当該不動産に関する不動産管理委託契約(以下

「委託契約」という)を締結し、当該不動産の管理を委託されている個人、

法人又は団体であること。 

(3) 委託契約その他の本所有者等と締結する契約（第 6 号に規定する契約を含

む）において、本所有者等が Air ペイ加盟店に対し、本所有者等を代理し

て対象債権を RCL、決済サービス提供会社その他 RCL が指定する者に対し

て譲渡する権限を付与する旨の同意を得ていること。 

(4) 委託契約その他の本所有者等と締結する契約（第 6 号に規定する契約を含

む）において、本所有者等から対象債権及び前項に規定する対象債権の譲

渡に係る支払いを受ける権限を付与する旨の同意を得ていること。 

(5) 該当加盟店は、自ら不動産賃貸及びこれに関連する事業を行う個人、法人

又は団体に限定されるものとし、モール又は決済代行システム等の運営を

目的とする個人、法人又は団体はかかる条件を満たさないこと。 

(6) 該当加盟店が第 58条第 2項第 1号⑦及び⑧を取り扱う場合、本所有者等で

ある保険会社又は電力等供給事業者との間で火災保険等又は、ガス、電気、

水道に関する代理店契約を締結している個人、法人又は団体であること。 

(7) 該当加盟店が第 58条第 2項第 1号⑧を取り扱う場合、火災保険の保険始期

日が第16条第1項に基づき該当加盟店がRCLから取引代金相当額を受領し

た日以後となることを認識したうえで、カード会員が当該保険始期日前に

対象物件への入居を開始しないよう入居日を調整すること。なお、本号に

違反して保険始期日以前に入居を開始させたことによりカード会員が火災

保険の適用を受けられず被った損害については、該当加盟店が責任をもっ

て対応するものとし、RCL に一切迷惑をかけないこと。 

(8) 対象債権について、第三者に対する譲渡、担保その他の利用権は設定され

ておらず、RCL 及び決済サービス提供会社等の権利に損害を及ぼし又は及

ぼすおそれのある処分は一切行われておらず、また Air ペイ加盟店が第三



者のためにそのような処分を行う義務を負っていないこと。 

(9) 本所有者等に対して、本規約の内容を合理的な方法をもって正確に説明す

るものとし、本規約に反する内容について本所有者等と合意しないこと。 

2. Air ペイ加盟店は、本規約に基づき対象債権の信用販売を行う権限を自らの責任と

負担において本所有者等から取得するものとする。また、当該権限について本所有

者等との間で紛争等が生じた場合、自らの責任と負担において解決するものとし、

RCL 及び決済サービス提供会社等に一切迷惑をかけないものとする。 

3. RCL は、第 1項各号に関する同意又は代理権その他の権限の存否について、Air ペイ

加盟店に対して確認する義務を負わないものとする。 

第 62 条 本所有者等の審査 

Air ペイ加盟店は、対象債権に係る信用売買について本決済システムを使用する場合、自己

の責任と負担をもって、本所有者等が以下の各号に該当しないことを審査するものとし、か

つ以下の各号に該当しないことを表明及び保証するものとする。 

(1) 第 39 条（反社会的勢力の排除）第 1項各号に該当する者であること 

(2) 第 58条第 2項第 1号③乃至⑥及び⑨乃至⑩に掲げる対象債権にかかる信用販売を行う

場合において、当該対象債権の債権者たる所有者が不動産について適法かつ有効な所有権

を有していないこと 

(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、成

年後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないこと 

第 63 条 本所有者等の管理 

1. Air ペイ加盟店は、対象債権について信用販売を行うにあたり、本所有者等に起因

するカード会員からの抗弁の申し立て、苦情当に対して適切な処理を行う体制を整

えるものとする。 

2. RCL 及び決済サービス提供会社等は、自ら必要と判断した場合又は決済サービス提

供会社等からの指示があった場合には、Air ペイ加盟店を通じて、本所有者等の法

令及び契約遵守状況その他の調査を行うものとする。また、Air ペイ加盟店は、当

該調査を行うことを目的として、本所有者等をして、RCL 又は決済サービス提供会

社等の求めに応じて、本所有者等の名称又は商号、代表者氏名及び本店所在地に関

する情報並びに Air ペイ加盟店と本所有者等との間の不動産管理委託契約書又は代

理店契約書の写しを提供し、その他 RCL 又は決済サービス提供会社等所定の情報を

提供させる等、調査に協力させるとともに、本項に基づく調査の結果を RCL 及び決

済サービス提供会社等に提供することについて承諾を得るものとする。 

3. RCL 及び決済サービス提供会社等は、前項の調査の結果、本所有者等の保有に係る

対象債権が信用販売を行うには不適切であると判断した場合には、Air ペイ加盟店

を通じて当該本所有者等に対して是正を求めるとともに、次項、第 36 条（災害等に

よる本決済システムの一時停止）、第 37条（契約違反等による本決済システムの一



時停止）又は第 38条（契約の解除）に基づき、本決済システムの全部若しくは一部

の利用停止、又は Air ペイ加盟店との個別加盟店契約の全部又は一部の解除等必要

な措置をとることができるものとする。 

4. Air ペイ加盟店は、Air ペイ加盟店が前二項に基づく調査及び是正を行わない場合

において、RCL が直接本所有者等に対して当該調査及び是正を行うことを妨げない

ものとする。 

5. RCL は、決済サービス提供会社等からの要請又は自らの判断により、Air ペイ加盟店

に通知することにより、Air ペイ加盟店が本決済システムにおいて取り扱うことの

できる対象債権を制限又は追加することができるものとする。 

6. RCL が決済サービス提供会社等の要請に基づき、又は自ら必要と判断して、カード

会員によるクレジットカードの利用状況等その他本規約に関する事項について、本

所有者等に対して調査の協力を求めた場合には、Air ペイ加盟店は、本所有者等を

して速やかにこれに応じさせ当該調査に協力させるものとし、当該調査の結果を

RCL 及び決済サービス提供会社等に報告することを承諾させるものとする。決済サ

ービス提供会社等が、当該事項に関する調査の協力を本所有者等に対して求めた場

合にも、同様とする。 

7. Air ペイ加盟店は、RCL 又は決済サービス提供会社等が本所有者等の取引が不適当

であると判断したときは、直接又は Air ペイ加盟店を通じて所有者に対し取り扱う

商材、業種・業態、宣伝広告表現及び販売の方法等の変更若しくは改善又は販売等

の中止を求めることができることを本所有者等に承諾させるものとする。 

8. Air ペイ加盟店は、前項の求めを受けた場合、RCL の指示に従って、所要の措置を講

じることを本所有者等に承諾させるものとする。 

第 64 条 苦情等 

1. Air ペイ加盟店は、カード会員から本所有者等が提供する商品等に関して苦情若し

くは問合せ（以下「苦情等」という。）を受けた場合、又は本所有者等とカード会員

との間において紛議が生じた場合には、速やかに、本所有者等に対して当該苦情等

の内容を報告させるとともに、当該内容を RCL に報告するものとする。 

2. Air ペイ加盟店は、カード会社から本所有者等が提供する商品等に関して苦情等を

受けた場合、又は本所有者等とカード会員との間において紛議が生じた場合、本所

有者等をして自己の責任と費用をもって対処及び解決させるものとし、又は Air ペ

イ加盟店の責任と費用をもって対処及び解決するものとする。 

第 65 条 買戻特約 

RCLまたはクレジットカード会社等は、第 19 条及び Air ペイ JCB取り扱いに関する特約第

15 条に定める事由のほか、以下のいずれかの事由に該当する場合についても、対象債権に

ついて債権譲渡（第 55 条に規定する債権譲渡を含む。以下同じ。）又は立替払いを取消し、

または解除できるものとする。なお、かかる債権譲渡若しくは立替払いの取消し又は留保に



ついては、第 19 条及び Air ペイ JCB 取り扱いに関する特約第 15 条に定める事由により債

権買取の若しくは立替払いの取消し又は解除が行われた場合と同様に扱われるものとする。 

(1) Air ペイ加盟店が宅地建物取引業の資格を喪失したとき 

(2) 第 61 条に定める表明保証等が満たされなくなったとき 

(3) 法令等に違反する態様により対象債権の信用販売を行ったとき 

(4) その他 Air ペイ加盟店が本特約に違反したとき 

第 66 条 クレジットカード番号等の非保持 

Air ペイ加盟店は、所有者等に対してクレジットカード番号等を取り扱わせてはならず、た

とえ暗号化したとしても一切保管（所有者等のサーバーを通過することを含む。）させては

ならないものとする。 

第 67条 責任 

1. Air ペイ加盟店は、本決済システムの利用に際し、適用される法律、政省令、規則、

行政当局のガイドライン等を遵守するものとし、本所有者等にもこれを遵守させる

ものとする。 

2. RCL は、Air ペイ加盟店が行う信用販売が本規約に違反すると判断したときは、Air

ペイ加盟店に対し、対象債権にかかる信用販売の方法の変更、改善又は信用販売の

中止を求めることができ、Air ペイ加盟店は当該求めに応じるものとする。 

3. Air ペイ加盟店は、自己又は所有者等が本規約に違反し、当該違反により RCL、決済

サービス提供会社等又は第三者に損害が発生した場合、当該損害を賠償する責任を

負うものとする。 

4. RCL は、Air ペイ加盟店又は所有者等が本規約に違反したと判断した場合、第 38条

に基づき個別加盟店契約の一部又は全部を解除できるものとする。 

第 68条 旅行商品の取扱に関する特約 

1. Air ペイ加盟店が、信用販売に係る商品等として次項に定める企画旅行、手配旅行

を取り扱う場合及び乗車券等の信用販売を行う場合、本条以降の規定の適用を受け

るものとする。 

2. 本条から第 75 条までにおいて、以下に使用される用語の定義は以下のとおりとす

る。 

(1) 「企画旅行契約」とは、旅行業法第 2 条第 4 項に定める企画旅行契約をい

う。 

(2) 「企画旅行」とは、企画旅行契約に係る旅行商品をいう。 

(3) 「手配旅行契約」とは、旅行業法第 2 条第 5 項に定める手配旅行契約をい

う。 

(4) 「手配旅行」とは、手配旅行契約に係る旅行商品をいう。 

(5) 「利用契約店」とは、Air ペイ加盟店との間で手配旅行に係る送客契約を締

結している宿泊施設等をいう。 



(6) 「旅行商品事前決済」とは、Air ペイ加盟店とカード会員との間で行われる

信用販売が以下のいずれかに該当する場合における本決済取引をいう。 

① 標準旅行業約款(旅行業法の規定に基づき制定される約款をいう。以下

同じ。)に基づく企画旅行契約が成立した時点で、当該契約に基づき Air ペ

イ加盟店がカード会員に対して取得する旅行代金に係る売上債権を第55条

第 1 項に基づく債権の譲渡としてクレジットカード会社等又は RCL に譲渡

すること（当該債権が同項第 2 文に規定する再譲渡の対象となる債権であ

る場合には、当該再譲渡を含む。以下同じ。）によりクレジットカード会社

等又は RCL に対して本譲渡代金の支払いを求めること 

② Air ペイ加盟店がカード会員より企画旅行契約の取消し又は変更の申込

みを受けた場合に、当該企画旅行契約の取消し又は変更を確定させた時点

で、Air ペイ加盟店がカード会員に対して取得した企画旅行契約の取消料

(キャンセルチャージ)又は変更料に係る債権を第55条第1項に基づく債権

の譲渡として RCL に譲渡することにより、クレジットカード会社等又は RCL

に本譲渡代金の支払いを求めること 

③ 標準旅行業約款に基づく手配旅行契約に基づく手配旅行契約が成立し、

かつ利用契約店がカード会員に対して取得した旅行代金に係る売上債権を

Air ペイ加盟店が立替払いをすることによって係る求償権を取得した時点

で、Air ペイ加盟店が当該求償権に係る債権を第 55 条第 1項に基づく債権

の譲渡としてクレジットカード会社等又は RCL に譲渡することにより、ク

レジットカード会社等又は RCL に対して本譲渡代金の支払いを求めること 

④ Air ペイ加盟店が、カード会員より前項の手配旅行契約の取消し又は変

更の申込みを受けた場合に、当該手配旅行契約の取消し又は変更を確定さ

せ、かつ利用契約店がカード会員に対して取得した手配旅行契約の取消料

(キャンセルチャージ)又は変更料に係る債権を Air ペイ加盟店が立替払い

をすることによって係る求償権を取得した時点で、Air ペイ加盟店が当該

求償権に係る債権を第55条第1項に基づく債権の譲渡としてクレジットカ

ード会社等又は RCL に譲渡することにより、クレジットカード会社等又は

RCL に対して取引代金相当額の支払いを求めること 

(7) 「乗車券等」とは、鉄道乗車券、国内航空券、国際航空券、船舶乗船券及び

これらの定期券、回数券、座席等の指定券、特急券、急行券、特別車両・特

別席の利用券等をいう。 

(8) 「C制表示」とは、乗車券等の表面に、押印、印字、手書きによる記入等の

方法により「C制」等のカード等による購入を示す文字を表示することによ

り、当該乗車券等がカード等により信用販売がなされたことが客観的に確

認できるようにするための処理をいう。 



第 69 条 企画旅行商品の取扱に関する特約 

1. Air ペイ加盟店は、標準旅行業約款に基づく企画旅行契約が成立した時点で、本規

約に基づき旅行商品事前決済を行うことができる。なお、決済対象は、旅行代金及

び取消料、変更料並びにこれらに関する税金、サービス料その他の費用に限られる。 

2. 前項の規定にかかわらず、Air ペイ加盟店が旅行商品事前決済の方法で取り扱うこ

とができる商品等は、企画旅行契約における役務に限られる。また、旅行商品事前

決済の対象とすることができる企画旅行契約は、企画旅行契約に基づく旅行開始日

から起算して 3ヶ月以内のものに限られる。 

3. Air ペイ加盟店は、カード会員以外の者のみで企画旅行を利用する場合、カード会

員の三親等以内の親族が利用する場合を除き、旅行商品事前決済を行ってはならな

い。 

4. Air ペイ加盟店は、旅行商品事前決済の申込書、予約確認書、取消・変更確認書その

他 RCL 又は決済サービス提供会社等が指定する資料を、Air ペイ加盟店の責任にお

いて、信用販売の売上日より 5 年間保管するものとし、RCL 又は決済サービス提供

会社等が求めた場合には、7 日以内に当該資料を提出しなければならないものとす

る。 

第 70条 企画旅行商品の旅行商品事前決済の受付方法 

1. Air ペイ加盟店は、カード会員から旅行商品事前決済の申込を受けた場合、標準旅

行業約款に基づき企画旅行契約を成立させるまでに、以下の内容をカード会員に対

して告知し、承諾を得るものとする。 

(1) 企画旅行契約が成立した場合、申込みの承諾・手配完了の旨を電子メール

等により通知すること 

(2) 企画旅行契約が成立した日以降、企画旅行の旅行開始日以前に、旅行代金

等に係る会員請求を行うこと 

(3) 企画旅行契約の取消し及び変更についてカード会員より取消料又は変更料

を徴収する場合はその旨及びキャンセルポリシー(以下「キャンセルポリシ

ー」という) 

(4) 第 68条 2項 6号②の方法を行う場合には、会員から企画旅行契約の取消又

は変更の申込がなされた場合に、当該企画旅行契約の取消又は変更が確定

した時点で、取消料又は変更料について、カード会員が提供したカード等

に関する情報に基づき信用販売による決済が行われること 

2. Air ペイ加盟店は、旅行商品事前決済を行う場合、カード会員より、以下の事項を

確認するものとする。 

(1) カード会員の会員番号及び有効期限 

(2) カード会員の氏名・住所・連絡先 

(3) カード会員が認める旅行者又は同行者の氏名 



(4) 企画旅行の内容 

3. Air ペイ加盟店は、企画旅行契約の成立後、速やかに以下の内容が記載された書面

又は電磁的記録を会員宛に提供するものとする。 

(1) カード等の会員番号の一部及び有効期限 

(2) カード等の券面の名義 

(3) 企画旅行契約の確認番号 

(4) 企画旅行契約の内容に関する明細 

(5) キャンセルポリシー 

4. 信用販売のうち、旅行代金については、企画旅行契約の成立日を売上日とする。 

第 71 条 企画旅行契約の取消し・変更 

1. Air ペイ加盟店は、カード会員より企画旅行契約の取消し又は変更の申込みを受け

た場合、キャンセルポリシーに従って企画旅行契約の取消し又は変更を認めなけれ

ばならない。 

2. Air ペイ加盟店は、カード会員からの企画旅行契約の取消し又は変更の申込みを受

ける場合、カード会員に以下の内容を通知の上、以下の内容が記載された確認書を

カード会員に提供しなければならない。 

(1) 通知内容 

① 企画旅行契約の取消し・変更番号 

② 企画旅行契約の取消し・変更番号をカード会員が書き留めておかねばな

らない旨 

(2) 確認書の内容 

① カード等の会員番号の一部及び有効期限 

② カード等の券面の会員氏名 

③ 企画旅行契約の取消し・変更番号 

④ 企画旅行契約の取消し・変更された企画旅行契約の内容に関する明細 

⑤ 企画旅行契約の取消し・変更により発生する取消料・変更料の金額 

⑥ 68条 2 項 6 号②の方法を行う場合には、会員から企画旅行契約の取消

又は変更の申込がなされた場合に、当該企画旅行契約の取消又は変更が確

定した時点で、取消料又は変更料について、カード会員が提供したカード

等に関する情報に基づき信用販売による決済が行われること 

3. 信用販売のうち、企画旅行契約の取消し・変更により発生する取消料・変更料につ

いては、企画旅行契約の取消料・変更料の発生日以降であって、かつ信用販売の対

象となった商品等の対象である企画旅行契約の取消し又は変更があった日を、信用

販売の売上日とする。 

第 72 条 手配旅行商品の取扱に関する特約 

1. Air ペイ加盟店は、Air ペイ加盟店が利用契約店として手配旅行に係る送客契約を



締結している宿泊施設等に限り、標準旅行業約款に基づく手配旅行契約が成立した

時点で、本規約に基づき旅行商品事前決済を行うことができる。なお、決裁対象は、

旅行代金及び取消料、変更料並びにこれらに関する税金、サービス料その他の費用

に限られる。 

2. 前項の規定にかかわらず、Air ペイ加盟店が旅行商品事前決済の方法で取り扱うこ

とができる商品等は、手配旅行契約において利用契約店が提供する役務に限られる。

また、旅行商品事前決済の対象とすることができる手配旅行契約は、手配旅行契約

に基づく旅行開始日から起算して 3ヶ月以内のものに限られる。 

3. Air ペイ加盟店は、カード会員以外の者のみで手配旅行を利用する場合、カード会

員の三親等以内の親族が利用する場合を除き、旅行商品事前決済を行ってはならな

い。 

4. Air ペイ加盟店は、旅行商品事前決済の申込書、予約確認書、取消・変更確認書その

他 RCL 又は決済サービス提供会社等が指定する資料を、Air ペイ加盟店の責任にお

いて、信用販売の売上日より 5 年間保管するものとし、RCL 又は決済サービス提供

会社等が求めた場合には、7 日以内に当該資料を提出しなければならないものとす

る 

第 73 条 手配旅行商品の旅行商品事前決済の受付方法 

1. Air ペイ加盟店は、カード会員から旅行商品事前決済の申込を受けた場合、標準旅

行業約款に基づき手配旅行契約を成立させるまでに、以下の内容をカード会員に対

して告知し、承諾を得なければならない。 

(1) 手配旅行契約が成立した場合、申込みの承諾・手配完了の旨を電子メール

等により通知すること 

(2) 手配旅行契約が成立した日以降、手配旅行の旅行開始日以前に、宿泊代金

等に係る会員請求を行うこと 

(3) 手配旅行契約の取消し及び変更についてカード会員より取消料又は変更料

を徴収する場合はその旨及びキャンセルポリシー(以下「キャンセルポリシ

ー」という) 

(4) 第 68条 2項 6号④の方法を行う場合には、会員から手配旅行契約の取消又

は変更の申込がなされた場合に、当該手配旅行契約の取消又は変更が確定

した時点で、取消料又は変更料について、カード会員が提供したカード等

に関する情報に基づき信用販売による決済が行われること 

2. Air ペイ加盟店は、旅行商品事前決済を行う場合、カード会員より、以下の事項を

確認するものとする。 

(1) カード会員の会員番号及び有効期限 

(2) カード会員の氏名・住所・連絡先 

(3) カード会員が認める旅行者又は同行者の氏名 



(4) 手配旅行の内容 

3. Air ペイ加盟店は、手配旅行契約の成立後、速やかに以下の内容が記載された書面

又は電磁的記録を会員宛に提供するものとする。 

(1) カード等の会員番号の一部及び有効期限 

(2) カード等の券面の名義 

(3) 手配旅行契約の確認番号 

(4) 手配旅行契約の内容に関する明細 

(5) キャンセルポリシー 

4. 信用販売のうち、旅行代金については、手配旅行契約の成立日を売上日とする。 

第 74 条 手配旅行契約の取消し・変更 

1. Air ペイ加盟店は、カード会員より手配旅行契約の取消し又は変更の申込みを受け

た場合、キャンセルポリシーに従って手配旅行契約の取消し又は変更を認めなけれ

ばならない。 

2. Air ペイ加盟店は、カード会員からの手配旅行契約の取消し又は変更の申込みを受

ける場合、カード会員に以下の内容を通知の上、以下の内容が記載された確認書を

カード会員に提供しなければならない。 

(1) 通知内容 

① 手配旅行契約の取消し・変更番号 

② 手配旅行契約の取消し・変更番号をカード会員が書き留めておかねばな

らない旨 

(2) 確認書の内容 

① カード等の会員番号の一部及び有効期限 

② カード等の券面の名義 

③ 手配旅行契約の取消し・変更番号 

④ 手配旅行契約の取消し・変更された手配旅行契約の内容に関する明細 

⑤ 手配旅行契約の取消し・変更により発生する取消料・変更料の金額 

⑥ 68条 2 項 6 号④の方法を行う場合には、会員から手配旅行契約の取消

又は変更の申込がなされた場合に、当該手配旅行契約の取消又は変更が確

定した時点で、取消料又は変更料について、カード会員が提供したカード

等に関する情報に基づき信用販売による決済が行われること 

3. 信用販売のうち、手配旅行契約の取消し・変更により発生する取消料・変更料につ

いては、約款に基づく手配旅行契約の取消料・変更料の発生日以降であって、かつ

信用販売の対象となった商品等の対象である手配旅行契約の取消し又は変更があっ

た日を、信用販売の売上日とする。 

第 75 条 乗車券等の取扱に関する特約 

1. Air ペイ加盟店は、カード会員に対し乗車券等の信用販売を行う場合、乗車券等に C



制表示を行わなければならない。 

2. Air ペイ加盟店は、カード会員より、乗車券等の信用販売の全部又は一部の取消し

を求められた場合、現金による払い戻しを行ってはならない。 

3. カード会員から信用販売の取消しを求められた乗車券等に既に利用されたものと、

未利用分が併存している場合、Air ペイ加盟店は、当該乗車券等に係る信用販売全

部を取消したうえで、既に利用された分の乗車券などの信用販売に関する売上情報

を提供するものとする。 

第 3 編 電子マネー取引 

第 3編に定める条項は、電子マネー取引においてのみ適用されるものとする。 

第 76 条 電子マネー取引の受付の特則 

1. Air ペイ加盟店は、電子マネー取引において電子マネー発行者がカード会員向けに

定める取扱規則が適用されることを承認するものとし、当該取扱規則の記載内容を、

自ら確認のうえ承認し、これに従って取引を行うものとする。 

2. Air ペイ加盟店は、1 回の電子マネー取引を 2 つ以上のカード等により行うことは

できないものとする。なお利用者の交通系電子マネーの残高が取引代金に満たない

場合は、現金その他の支払方法（電子マネー発行者及びその提携先があらかじめ禁

止した方法を除く。）により不足分の決済を行うものとする。 

第 77条 他社発行電子マネー取引 

1. Air ペイ加盟店は、決済端末で利用可能な他社発行電子マネーの利用者(以下、「他

社発行マネー会員」)から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネ

ー取引を求められた場合には、RCL が別途指定した場合を除き、正当かつ適法に取

扱店舗において電子マネー取引を行うものとする。 

2. Air ペイ加盟店は、他社発行マネー会員から他社発行電子マネーの情報記録媒体の

提示により電子マネー取引を行う場合、本規約の規定が準用されることに同意する

ものとする。 

3. Air ペイ加盟店は、他社発行マネー会員が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提

示した場合には、当該他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款が適用されるこ

とを承認するものとする。 

第 78条 電子マネー取引の成立時期 

電子マネー取引においては、Air ペイ加盟店により、スマートデバイス端末に交通系電子マ

ネーの移転が完了した時点をもって、Air ペイ加盟店とカード会員との間の本決済取引は成

立する。 

第 79 条 販売代金債権の免責的債務引受 

1. カード会員の IC カードから決済端末に取引代金相当額に相当する交通系電子マネ

ーの移転が完了した時点で、カード会員の Air ペイ加盟店に対する代金相当額(送

料、消費税等を含み、カード会員が当該取引について Air ペイ加盟店に支払う金額



の合計額をいう。次項についても同様とする。)の債務を電子マネー発行者が免責的

に引き受け、その後直ちに、決済サービス提供会社等が当該債務を当該発行者から

免責的に引き受ける義務を負うこととし、Air ペイ加盟店はそのそれぞれについて

同意する。 

2. 他社発行電子マネー取引が行われた場合において、他社発行電子マネーの利用者の

情報記録媒体から決済端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネー

の移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の加盟店に対する

代金相当額の債務を免責的に引き受け、その後直ちに、決済サービス提供会社等が

当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けることとし、Air ペイ加盟店はそ

のそれぞれに同意する。 

3. Air ペイ加盟店は、決済サービス提供会社等が引き受けた債務について、決済サー

ビス提供会社等からの支払を RCL が代わって受領すること(Air ペイ加盟店は、RCL

にかかる代理受領権を付与するものとします。)を承諾するものとします。また、RCL

が RCL の判断で当該代理受領に係る復代理人を選任することを予め承諾するものと

します。 

第 80条 取引代金相当額の確認 

Air ペイ加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、交通系電子マネーの移転がなされ

なかった場合で、決済サービス提供会社等に保存されていた記録により当該電子マネーの

金額を確認できた場合には、RCL は、Air ペイ加盟店に対し、取引代金相当額の支払を行う

ものとする。 

第 81 条 秘密保持義務の特則 

1. Air ペイ加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、RCL 及び決済サービス提供会社等が

IC カード等の普及促進活動に利用することに同意するものとする。ただし、個人情

報保護法第 2 条 1 項にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則り

取扱うものとする。 

2. Air ペイ加盟店は、決済サービス提供会社等が行う交通系電子マネーの利用促進に

かかわる業務に利用するために、RCL が決済サービス提供会社等に対して、申込者

情報及び店舗情報等を提供することに同意するものとする。 

3. Air ペイ加盟店は、電子マネー発行者又はその委託先が、交通系電子マネーの利用

促進のために、印刷物、電子媒体などに Air ペイ加盟店の取扱店舗等の名称及び所

在地などを掲載することができることを、あらかじめ異議なく承諾するものとする。 

 

 

 

 

 



別表第 1号:（第 2条第 1項）IC カード等に対する表示 

サービスマーク/加盟店標

識 

交通系電子マ

ネー 
運営事業者 

 

Suica 東日本旅客鉄道株式会社 

 

PASMO 株式会社パスモ 

 

Kitaca 北海道旅客鉄道株式会社 

 

TOICA 東海旅客鉄道株式会社 

 

manaca( マ ナ

カ) 

株式会社名古屋交通開発機構及び

株式会社エムアイシー 

 

ICOCA 西日本旅客鉄道株式会社 

 

SUGOCA 九州旅客鉄道株式会社 



サービスマーク/加盟店標

識 

交通系電子マ

ネー 
運営事業者 

 

nimoca 株式会社ニモカ 

 

はやかけん 福岡市交通局 

 

別表第 2号:加盟店情報の共同利用について 

１．加盟店情

報交換制度

について 

一般社団法人日本クレジット協会（以下「協会」という。）は、割賦販

売法第３５条の１８の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けて

おります。 協会では、認定業務のひとつである利用者（クレジットの

利用者）等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

を、加盟店情報交換センター（以下「ＪＤＭセンター」という。）にお

いて行っております。 

２．加盟店等

から収集し

た情報の報

告及び利用

について 

加盟店情報交換制度加盟会員会社（以下「ＪＤＭ会員」という。）は、

加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後

の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的

のため、「３. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収

集・利用し、ＪＤＭセンターへ報告し、ＪＤＭ会員によって共同利用

します。 

３．加盟店情

報の共同利

用 

(1)共同利用

の目的 

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される

加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける

行為（その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困

難な行為を含む。）に関する情報及び利用者等を保護するために必要

な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理

及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止（以下「クレジット

カード番号等の適切な管理等」という。）に支障を及ぼす加盟店の行為

に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な

加盟店に関する情報を、当社がＪＤＭセンターに報告すること及びＪ

ＤＭ会員に提供され共同利用することにより、ＪＤＭ会員の加盟店契



約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとと

もにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取

引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 

(2)共同利用

する情報の

内容 

①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理

のために必要な調査の事実及び事由 

②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける

行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解

除した事実及び事由 

③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるク

レジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事

実及び事由 

④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるク

レジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に

定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加

盟店に対して行った措置（クレジットカード番号等取扱契約の解除を

含む。）の事実及び事由 

⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの（該当すると疑われる

又は該当するかどうか判断できないものを含む。）に係る、ＪＤＭ会

員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情

報 

⑥利用者等（契約済みのものに限らない）からＪＤＭ会員に申出のあ

った内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると

判断した情報（当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかど

うか判断することが困難な情報を含む。） 

⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす

行為に関する情報 

⑧行政機関が公表した事実とその内容（特定商取引に関する法律等に

ついて違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等）に

ついて、ＪＤＭセンターが収集した情報 

⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 

⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日（法

人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及

び生年月日）。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかど

うか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日（法人

の場合は、代表者の氏名及び生年月日）を除く。 



(3)保有され

る期間 

上記(2)の情報は、登録日（③及び⑦にあっては、当該情報に対応する

④の措置の完了又は契約解除の登録日）から５年を超えない期間保有

されます。 

４．加盟店情

報を共同利

用する共同

利用者の範

囲 

協会会員であり、かつ、ＪＤＭ会員である、包括信用購入あっせん業

者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締

結事業者及びＪＤＭセンター 

※ＪＤＭ会員は、協会のホームページに掲載しています。 

ホームページ https://www.j-credit.or.jp/ 

５．制度に関

するお問合

わせ先及び

開示の手続

き 

加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについて

は、下記６．ＪＤＭセンターまでお申出ください。 

６．運用責任

者 

・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター（ＪＤ

Ｍセンター） 

住所：東京都中央区日本橋小網町１４－１ 住生日本橋小網町ビル 

代表理事：松井 哲夫 

電話番号：０３－５６４３－００１１（代表） 

 

別表第 3号:取扱禁止商品等一覧 

本規約に基づき本決済取引を行ってはならない商品等は、第 29 条第 2項（1）から（7）ま

でに定めるものの他、以下のとおりとする。 

1. 関連諸法令に抵触するもの全般 

2. 児童ポルノ・アダルト関連・性風俗または性的な要素をセールスポイントとしたもの 

3. 結婚相談や出会いを目的としたもの 

4. ギャンブル（カジノ、海外宝くじ、馬券予想、掛け金の清算等）または賭博的な要素が

あるもの 

5. 犯罪を誘発するもの 

6. 実銃、武器、危険物またはそれに類するもの 

7. 詐欺的またはいわゆる悪質商法とみなされるもの 

8. 国内未承認の医薬品、医療機器 

9. カウンセリング（心理カウンセリング等） 

10. 催眠療法・ヒプノセラピー 

11. 占い 



12. 税務・会計・司法サービス 

13. コンサルティング 

14. アートメイク・タトゥー 

15. 興信所・探偵・調査 

16. 便利屋業、遺品整理サービス 

17. 通信サービス（通話料、通信費、プロバイダー料金等） 

18. 分譲住宅（仲介含む） 

19. 人材派遣 

20. 投資・ギャンブル・財テク情報・情報商材または投機心を著しくあおるもの 

21. 換金性が高い商品・サービス､クレジットカードショッピング枠の現金化を目的とした

もの 

22. オークション（出品代行、落札代行等）販売するもの 

23. 個人輸入代行により販売するもの 

24. 仲介・委託販売により提供するもの（不動産仲介に関するものを除く） 

25. 科学的根拠に乏しい効果をうたったもの 

26. 開運関連商品 

27. 自己啓発に関するもの 

28. 募金、寄付金、政治献金、賽銭等の金銭の贈与に関するもの 

29. 永代供養、祈祷、お布施等及びこれらに類するもの 

30. 政治団体が提供するもの 

31. CtoC 取引（個人事業主除く）によりなされるもの全般 

32. BtoB取引によりなされるもの全般 

 

Air ペイ JCB取り扱いに関する特約 

本特約は、JCB加盟店規約 35 条に基づいて、Air ペイ加盟店(Air ペイ加盟店規約に定める

「加盟店」をいいます。以下同じです。)が株式会社リクルート(以下「RCL」といいます。)

の提供する携帯端末によるクレジットカード決済システムである Air ペイを利用して JCB

ブランドカード等(JCB 加盟店規約に定めるカード(同規約に定める提携ブランドカードを

含みます。)をいいます。以下同じです。)による信用販売を行うことについて、JCB加盟店

規約(以下「JCB規約」といいます。)の定めと異なる事項および不足とする事項に関して定

める加盟店、JCBおよび RCL との間の特約です。なお、本特約に定めのない事項は JCB規約、

または Air ペイ加盟店規約に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、JCB

規約が Air ペイ加盟店規約に優先するものとします。 

第 1 条(用語の定義) 

本特約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。なお、本特約に別段の定めが

ない場合、本特約におけるそれぞれの用語の意味は、JCB 規約における用語の意味を有し、



JCB 規約に定めがない場合には Air ペイ加盟店規約における用語の意味を有するものとし

ます。 

(1) 「新規 Air ペイ加盟希望者」とは、新たに Air ペイ加盟店になろうとする個人、法人お

よび団体をいいます。 

(2) 「スマートフォン」とは、アプリケーションやソフトウェアが継続的に更新可能な無線

通信機能を有している、汎用ＯＳコンピューティング・デバイス(具体的にはスマートフォ

ン(ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ、ＷｉｎｄｏｗｓＭｏBｉｌｅ等)、タブレット(ＰＡＤ等))をい

います。 

(3) 「スマートフォン決済」とは、スマートフォン決済端末を信用販売の決済端末として使

用する決済の仕組みをいいます。 

(4) 「スマートフォン決済アプリケーション」とは、スマートフォン決済を利用するため

に、スマートフォンにおいて動作するアプリケーションをいいます。 

(5) 「スマートフォン決済センター」とは、スマートフォン決済において、スマートフォン

決済端末を使用する会員とカード会社の間に介在し、売上承認業務および売上処理業務等

の決済処理を行うセンターをいいます。 

(6) 「スマートフォン決済提供事業者」とは、スマートフォン決済を実現するために、スマ

ートフォン決済センター、スマートフォン決済アプリケーションおよびカードリーダーを

提供する事業者をいいます。 

(7) 「スマートフォン決済端末」とは、端末機の内、スマートフォン決済アプリケーション

を搭載し、カードリーダーと接続したスマートフォン等をいいます。 

(8) 「カードリーダー」とは、スマートフォン決済を利用するためにスマートフォンに接続

するカード読み取り機をいいます。 

(9) 「本決済システム」とは、「スマートフォン決済端末」を用いた決済サービス(Air ペイ

と呼称します。)で JCBが承認したものをいいます。 

(10)「スマートフォンの属性情報」とは、スマートフォンおよびアプリケーションに係る固

体番号、カードリーダー固体識別番号、Air ペイ加盟店名称、代表者名、連絡先、店舗名、

業務範囲、店舗住所および業種をいいます。 

(11)「売上票」とは、Air ペイ加盟店がスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場

合に JCB所定の様式により作成される、売上日付、金額、Air ペイ加盟店名その他 JCB所定

の信用販売の内容が記載された書面をいいます。 

(12)「売上票(加盟店控え)」とは、Air ペイ加盟店がスマートフォン決済を利用した信用販

売を行った場合に RCL または Air ペイ加盟店が一時保管するために JCB 所定の様式により

作成される、「売上票等」に準ずる内容が記載された書面またはデータをいいます。 

(13)「PCIDSS」とは、国際カードブランド会社が共同で策定したカード情報および取引情報

の保護に関するセキュリティ基準として本特約において JCBが定めたものをいいます。 

(14)「加盟店契約」とは、JCB規約およびこれらに基づく特約に基づき、RCL が Air ペイ加



盟店を代理して申込、JCBの承諾により成立するものをいいます。 

第 2 条(包括代理権) 

Air ペイ加盟店は、RCL に対し、以下の事項について包括的な代理権を付与するものとしま

す。 

(1) JCBとの加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること 

(2) 前号に付随する合意をすること 

(3) 加盟店契約に関連する JCBとの間の一切の取引 

第 3 条(加盟店の責任) 

1. Air ペイ加盟店は、本特約の各条項および JCB 規約およびこれらに基づく特約、覚

書等(以下本特約、JCB規約と総称して「本契約等」という)を承認し、これらを遵守

するものとします。なお、本特約と JCB 規約、Air ペイ加盟店規約とで異なる規定

がある場合には、本特約の規定が優先して適用されるものとします。 

2. Air ペイ加盟店が加盟店契約または加盟店契約に基づく取引に関連して JCB または

カード会社に損害を与えた場合には、Air ペイ加盟店は RCL と連帯して、JCBおよび

カード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 

3. Air ペイ加盟店は、自らの業態が特定商取引に関する法律における訪問販売(展示会

販売を含み、以下「訪問販売」といいます。)による場合を除き、すべてのカード取

扱店舗(移動販売(移動店舗における信用販売をいいます。以下同じです。)および臨

時販売(臨時店舗における信用販売をいいます。以下同じです。)におけるカード取

扱場所を含みます。以下同じです。)内外の会員の見やすいところに JCB所定の加盟

店標識を掲示するものとします。 

4. Air ペイ加盟店は、売上集計表、売上票、スマートフォン決済アプリケーション、ス

マートフォン決済端末、カードリーダー、加盟店標識、サービスマーク等(デジタル

データ化されたものを含みます。)、スマートフォン決済で使用する RCL が付与する

加盟店ＩＤおよびパスワード(以下「加盟店ＩＤ等」という)を本契約等に定める以

外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないも

のとします。 

第 4 条(調査協力等) 

Air ペイ加盟店は、JCB または RCL が以下の事項、その他 JCB または RCL が定める事項につ

いて調査を求めた場合、これに速やかに協力する(販売･勧誘マニュアル・パンフレット、広

告、契約書面等の提出を含むがこれらに限られないものとします。)ものとします。 

(1) Air ペイ加盟店が販売している商品等の種類、代金および提供されている役務の対価の

額。 

(2) Air ペイ加盟店が行う商品等の販売もしくは役務の提供の方法またはその勧誘方法ま

たは販売場所情報。 

(3) Air ペイ加盟店と会員の間で発生したトラブル(JCB または RCL が会員や消費者センタ



ーなどから受けた Air ペイ加盟店に対する苦情相談を含みます。)の内容および理由。 

(4) Air ペイ加盟店による商品、役務の効能、効果に係る説明や広告表示についての合理的

根拠の有無。 

(5) Air ペイ加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法において規制される

業務の取扱の有無。 

(6) Air ペイ加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法その他の法令の抵触

の有無。 

(7) 加盟申込時における Air ペイ加盟店代表者の本人確認記録(確認書類、確認日時を含み

ます。)。 

(8) Air ペイ加盟店の RCL に対する包括代理権の付与と JCB規約に同意した証拠。 

(9) Air ペイ加盟店による過去の取引履歴ならびに取引に関する会員の署名データ。 

(10) Air ペイ加盟店で過去に発生した苦情発生情報。 

(11) その他 Air ペイ加盟店が JCB または RCL に提供した資料。 

第 5 条(業務委託) 

1. Air ペイ加盟店は、RCL に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の

各号の業務の全部または一部(以下「委託業務」といいます。)を委託し、RCL はこれ

を受託するものであり、RCL は、第 2 条第 1 項に基づき、委託業務について Air ペ

イ加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。 

(1) 第 7条の届出事項の変更に関する業務 

(2) 第 10条の事前承認の取得に関する業務 

(3) 第 12 条の立替払に関する業務 

(4) 第 13 条の手数料の支払およびの立替払金の受領に関する業務 

(5) 第 14 条、第 15 条の立替払金の返還等に関する業務 

(6) 第 23 条のスマートフォン決済の情報セキュリティ保持に関する業務 

(7) 加盟店契約に関する JCBから Air ペイ加盟店への通知、送付書類等の受領 

(8) 上記業務に付随する一切の業務 

2. RCL またはその業務代行者が本契約等に違反しその他委託業務に関連して JCB また

はカード会社に損害を与えた場合には、当該委託業務を委託した Air ペイ加盟店は

RCL およびその業務代行者と連帯して、JCB またはカード会社の被った損害を賠償

する責任を負うものとします。 

3. 第 1項により、Air ペイ加盟店が委託業務を委託した場合においても、Air ペイ加盟

店は本契約等に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。 

第 6 条(Air ペイ加盟店の申請、承諾) 

1. 新規 Air ペイ加盟希望者は、RCL を通じて以下の書面またはデータを JCB に提出し

て新規加盟を申請するものとします。 

(1) JCB 所定様式による加盟店申込情報(業種、商材、RCL が付与する加盟店Ｉ



Ｄ等その他別紙「申込情報記載事項」記載の事項を記載したものとします。

なお、訪問販売、移動店舗における信用販売(以下「移動販売」という)、フ

リーマーケット等の臨時店舗における信用販売(以下「臨時販売」という)

を行おうとする場合、その旨および JCB 所定の事項を記載するものとしま

す) 

(2) その他加盟店審査のため JCBが請求する資料 

2. 本条第 1 項の申請につき、JCBが新規 Air ペイ加盟希望者を Air ペイ加盟店として

適当と認めた場合には、JCB は新規加盟承諾の通知を JCB 所定の方法で RCL に対し

て行うこととし、これをもって当該新規 Air ペイ加盟希望者と JCBとの間に、本契

約等に定める内容の加盟店契約が成立するものとします。なお、加盟店契約が成立

した Air ペイ加盟店に対する連絡等は、RCL がその責任において実施することとし

ます。なお、RCL および新規 Air ペイ加盟希望者は、加盟店契約が成立するまで、

当該新規 Air ペイ加盟希望者におけるスマートフォン決済を利用した信用販売シス

テムの取扱を行うことができないものとします。 

3. 本条第 1 項の申請につき、JCBが新規 Air ペイ加盟希望者を Air ペイ加盟店として

不適当と認めた場合には、JCB は当該新規 Air ペイ加盟希望者の新規加盟を拒否す

ることができるものとします。この場合、JCBは、RCL および当該新規 Air ペイ加盟

希望者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについて RCL および新規 Air

ペイ加盟希望者はあらかじめ承諾するものとします。また、JCBが拒否した新規 Air

ペイ加盟希望者に対する連絡等は、RCL がその責任において実施することとします。 

4. RCL は、新規 Air ペイ加盟希望者が特定商取引に関する法律に定める訪問販売(展示

会販売を含む。以下「訪問販売」という)によるスマートフォン決済を利用した信用

販売を行おうとする場合には、本条第 1 項の書面とともに、特定商取引に関する法

律および適用あるガイドラインその他関係諸法令を遵守していることを確認できる

新規 Air ペイ加盟希望者の業務マニュアルおよび同法に基づき会員に交付すべき書

面その他 JCB所定の情報および書面を JCBに提出するものとします。なお、かかる

場合、本条第 2項は適用されないものとします。 

第 7条(届出事項の変更) 

1. Airペイ加盟店はRCLを通じて JCBに提出した加盟店申込情報(加盟店ＩＤ等を含み

ます。)に変更が生じた場合、RCL の包括代理権が消滅した場合、直ちに JCB所定の

方法により、RCL を通じて、JCB へ届け出るものとします。 

2. Air ペイ加盟店がカード会社の加盟店でもある場合には、Air ペイ加盟店は、第 1項

に基づく届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。 

(1) Air ペイ加盟店がカード会社に届け出た情報に基づいて、加盟店申込情報

記載の Air ペイ加盟店の情報が変更されることがあること 

(2) Air ペイ加盟店が第 1項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基



づいて、カード会社の Air ペイ加盟店に関する情報が変更されることがあ

ること 

3. Air ペイ加盟店は、RCL が、JCB所定の方法によって、新規加盟の際に RCL を通じて

JCB に提出した加盟店申込情報(加盟店ＩＤ等を含みます。)その他 JCB 所定の情報

を JCBに届け出ることを承諾するものとします。 

第 8条(信用販売) 

1. Air ペイ加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、本契約

等に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、JCB に提出した加盟店申込情報に記

載したカード取扱店舗において会員に対しスマートフォン決済を利用した信用販売

を行うものとします。ただし、訪問販売による場合にはカード取扱店舗においてス

マートフォン決済を利用した信用販売を行う必要はないものとします。なお、RCL お

よび Air ペイ加盟店は、訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、

スマートフォン決済端末カードリーダーを使用してはならないものとします。 

2. Air ペイ加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング 1回払い(支払期日

までの期間は 2ヶ月を超えないこととします。以下同じです。)とし、Air ペイ加盟

店は、ショッピング 1回払い以外の支払方法の取扱いをしてはならないものとしま

す。 

3. 本条第 1項の規定にかかわらず、Air ペイ加盟店は、カード発行会社の判断により、

当該カード発行会社の発行したカード(クレジットカード、デビットカードおよびプ

リペイドカードの全部または一部)を用いた信用販売ができない場合があることを

承諾する。 

第 9 条(信用販売の方法) 

1. Air ペイ加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、以下の

各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、スマートフォン決済を利用し

た信用販売を行うものとします。なお、会員がエンボスレスカードを提示した場合

その他 JCB の指定する場合、Air ペイ加盟店は、次項に基づきスマートフォン決済

端末を使用する方法によってしか信用販売を行うことはできないものとします。た

だし、故障や通信障害等によりスマートフォン決済端末が使用できない場合は、こ

の限りではないものとします。 

(1) カードの真偽および有効期限を経過していないことを確認すること。 

(2) カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。 

(3) JCB規約第 13 条に基づきオーソリゼーション申請を行い、売上票の承認番

号欄に承認番号を記入すること。 

(4) スマートフォン決済端末を使用して、会員番号、会員氏名、有効期限を読み

取り、売上日付、金額、数量等および加盟店ＩＤ等の情報と併せて RCL に

送信すること。 



(5) その場で売上票に会員の署名を求め、カード記載の署名と一致しているか、

確認すること。 

(6) ①売上票(会員控え)を作成し、②会員に交付すること。ただし、JCBが認め

る場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容

を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができます。 

(7) JCB規約第 10条第 4項に基づき売上票を JCBに送付すること。 

(8) Air ペイ加盟店は、会員からカード提示等による信用販売を求められた場

合、会員に対し、売上票(加盟店控え)または売上票に記載した内容を表す

書面を会員に交付するためには、会員からの事前の申し出が必要なことを

告知するものとします。 

2. 前項にかかわらず、Air ペイ加盟店は、スマートフォン決済端末を設置した場合、

全ての取引において、端末使用規約に従って、スマートフォン決済端末を使用して

信用販売を行うものとします。この場合、カード券面の会員番号、カード名義人名

とスマートフォン決済端末が作成した売上票の会員番号、会員氏名が同一であるこ

とを確認するものとし、スマートフォン決済端末の種別に応じて、以下のとおり、

取扱うものとします。ただし、Air ペイ加盟店は、故障や通信障害等によりスマー

トフォン決済端末が使用できない場合および JCBが当該端末機の使用につき別途制

限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度、事前に JCBヘ電話連絡を

して承認を取得し、前項の方法で信用販売を行うものとします。 

(1) Air ペイ加盟店は、売上データ送信端末機を使用することによって、JCBが

承諾した方法によって、前項(2)(3)(4)(5)(6)および(7)の全部または一部

に代えることができます。この場合、以下の定めが適用されるものとしま

す。 

① Air ペイ加盟店は、原則として、会員に対して暗証番号の入力を求める

ものとし、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認した場合に限り、

前項(6)の手続きに代えることができるものとします。 

② Air ペイ加盟店は、前項(7)の手続きに代えて、スマートフォン決済端末

によって作成された売上データを、スマートフォン決済端末を使用して、

JCBに送信するものとします。この場合、Air ペイ加盟店は、売上票を JCB

規約第 10条に基づき、伝票保管センターに送付するものとします。 

(2) Air ペイ加盟店は、オーソリゼーション申請端末機を使用することによっ

て、前項(2)および(4)を行うことができるものとします。 

3. RCL および Air ペイ加盟店は、本条第 1項(5)および前項に基づき会員から取得する

署名を電子化する場合、JCBと別途契約を締結するものとします。 

4. 本条第 1項から前項の規定にかかわらず、JCBが別途信用販売の方法を指定し、RCL

または Air ペイ加盟店に通知した場合には、RCL および Air ペイ加盟店は指定され



た方法により信用販売を行うものとします。 

5. Air ペイ加盟店は、本条第 1 項から前項までに定める手続きの履行、および、カー

ド提示者がカード名義人本人であることの確認を、善良なる管理者の注意義務をも

って行うものとする。なお、RCL および Air ペイ加盟店は、以下に定める事由が存

在するにもかかわらずスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合、善良

なる管理者の注意義務に違反するスマートフォン決済を利用した信用販売に当たる

こと、および、善良なる管理者の注意義務に違反するスマートフォン決済を利用し

た信用販売はこれらの場合には限定されないことを確認します。 

(1) カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異な

る場合 

(2) 信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合 

6. Air ペイ加盟店は、割賦販売法の適用となる信用販売を行った場合は、遅滞なく、

割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項およびその施行規則に定める事項等を記載した

書面を会員へ交付するものとします。 

7. RCL および Air ペイ加盟店は、RCL と本契約等を締結した後、全てのスマートフォン

決済につき会員による暗証番号の入力、または会員より署名を求め信用販売を行う

ものとします。 

第 10条 (事前承認の義務、信用販売限度額) 

1. Air ペイ加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、その全

件について、信用販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い、JCBおよび RCL 所

定の方法により当該信用販売に係る JCBおよび RCL の承認を得るものとします。Air

ペイ加盟店は、当該信用販売を JCBおよび RCL が承認しなかった場合、当該信用販

売を行ってはならないものとします。万が一、JCB および RCL の承認を得ないで信

用販売を行った場合には、Air ペイ加盟店は、当該信用販売の代金全額について一

切の責任を負うものとします。 

2. Air ペイ加盟店は、本条第 1 項および RCL が定めるスマートフォン決済端末の使用

規約(「Air ペイ加盟店規約」のほか、カードリーダーの取扱説明書を含みます。以

下併せて「Air ペイ加盟店規約等」といいます。)に従い、すべての信用販売にスマ

ートフォン決済端末を使用するものとします。また、ネットワークの障害、スマー

トフォン決済アプリケーションの故障、スマートフォン決済端末の故障、障害等ま

たはカードの磁気ストライプの読み取り不能等で信用販売につき本決済システムが

使用できない場合には、本決済システムを使用するすべての信用販売ができないこ

とをあらかじめ了承するものとします。 

3. JCB規約の定めにかかわらず、Air ペイ加盟店は、本決済システムに係る取引の全て

において、第 1項の承認を得るものとします。 

第 11 条(Air ペイ加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等) 



1. Air ペイ加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する

法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関す

る法律等の関連諸法令、監督官庁および日本クレジットカード協会の定めるガイド

ラインを遵守して、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとし、JCB ま

たは RCL より調査の依頼がある場合にはかかる調査に誠実に協力するものとします。 

2. Air ペイ加盟店は、JCB規約に定めるほか、以下に定める内容の信用販売を行わない

ものとします。 

(1) 古物買取取引 

(2) Air ペイ加盟店として届け出た業種以外を営み、または届け出た商材以外

を取り扱う取引。 

3. Air ペイ加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う

場合には、会員に対し、勧誘を受ける意思があることを確認し、信用販売を受けな

い旨の意思を表示した会員に対し、勧誘してはならないものとします。 

4. Air ペイ加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う

場合には、会員に対し、特定商取引に関する法律第 4 条および第 5 条等に基づく書

面を交付しなければならないものとします。 

5. Air ペイ加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う

場合には、特定商取引に関する法律第 9 条から第 9 条の 3までに基づくキャンセル

を認めなければならないものとします。 

6. Air ペイ加盟店は、Air ペイ加盟店が本決済システムにおける信用販売を行うに際

して、RCL が本契約等に違反する信用販売が行われないよう、取引単位のモニタリ

ングを常時実施すること、本契約等に違反する信用販売である恐れがあると RCL が

判断した場合は、信用販売を直ちに停止し、JCB に報告のうえ、取引実態の調査を

行うことを承諾するものとします。 

7. Air ペイ加盟店は、RCL が前項で行ったモニタリング結果、信用販売の停止および取

引実態の調査を JCBに報告することを承諾するものとします。 

8. RCL および Air ペイ加盟店は信用取引において受領した代金に関し、犯罪による収

益である疑いがあるなどの事実が判明した場合その他犯罪による収益の移転防止に

関する法律に基づき届出等が必要となった場合には、速やかに同法に従って当局に

届け出るなどの適切な措置をとるとともに、RCLおよび JCBに届け出るものとする。 

第 12 条(立替払) 

1. JCB は、Air ペイ加盟店が会員に対するスマートフォン決済を利用した信用販売に

より取得した売上債権につき、立替払契約が成立したものについて、本契約等に基

づき、会員に代わって立替払いするものとします。 

2. Air ペイ加盟店と JCBとの間の立替払契約は、JCB規約第 10 条第 4 項本文に基づ

き売上票が JCBに到着した売上債権について(ただし、Air ペイ加盟店が売上データ



送信端末機を使用して信用販売を行った場合は、JCB規約第 10 条第 5 項に基づい

て売上データが JCBに到着した売上債権について)、当該到着日に成立して、その効

力が発生し、同時に会員に対する JCBの求償権が発生するものとします。なお、Air

ペイ加盟店が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合は、JCB 規約

第 10 条第 4 項ただし書に基づいて売上票を送付しただけでは、立替払契約は成立

しません。 

3. Air ペイ加盟店は、前項に基づき、JCBに対して有する立替払金請求権について、JCB

からの支払を RCL が代わって受領すること(Air ペイ加盟店は、RCL にかかる代理受

領権を付与するものとします。)を承諾するものとします。また、RCL が RCL の判断

で当該代理受領に係る復代理人を選任することを予め承諾するものとします。 

4. JCB に RCL または Air ペイ加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合には、

JCB は本条により支払う立替払金から当該代金を差し引けるものとします。また、

RCLまたは Air ペイ加盟店から JCB へ立替払金以外の請求代金がある場合には、JCB

は本条により支払う立替払金と合わせて支払うことができるものとします。 

5. Air ペイ加盟店規約に係る契約(以下「前提条件」といいます。)が消滅、終了または

解消し、第 2 条に定める RCL の包括代理権が消滅した場合等で、RCL が本条の代理

受領権限を喪失した場合、Air ペイ加盟店は、直ちに JCB に対しその旨を通知する

ものとします。 

6. Airペイ加盟店は前項の通知がRCLへの立替払金支払日の30日前までに JCBに到着

せず、JCBが RCL に立替払金を支払った場合には、当該支払は JCBの Air ペイ加盟

店に対する当該立替払金の弁済とみなすものとします。 

第 13 条(手数料) 

JCB 加盟店規約第 16 条に定める手数料は、Air ペイ加盟店規約に基づき Air ペイ加盟店が

RCL に対して支払う加盟店手数料に含まれるものとし、RCL は Air ペイ加盟店を代理してこ

れを JCBに支払うものとします。 

第 14 条(信用販売の取消し) 

1. Air ペイ加盟店が、信用販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに当該信用販

売に係るオーソリゼーション申請を取消すとともに、JCB 規約に準じて、取消用の

売上票等を作成の上、RCL を通じて JCBに送付するものとします。 

2. Air ペイ加盟店は信用販売の取消しまたは解約等を行う場合、本決済システム上、

会員が加盟店に直接クレジットカードを提示することなく、信用販売の取消または

解約等の処理が完了する仕組みであることおよび信用販売の取消または解約等の方

法を会員に説明するものとします。 

第 15 条(立替払契約の取消しまたは解除等) 

1. JCB は、JCB と Air ペイ加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権につい

て、JCB 規約に定める以外に以下の事由が生じた場合も、承認番号取得の有無にか



かわらず、Air ペイ加盟店からの立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは

解除できるものとします。 

(1) 訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン

決済を利用した信用販売を行ったとき。 

(2) Air ペイ加盟店として届け出た業種または届け出た商材以外を信用販売の

対象として取扱い、または信用販売を行ったとき。 

(3) Air ペイ加盟店として届け出た加盟店ＩＤ等以外による信用販売を行った

とき。 

(4) 会員より自己の利用によるものではない旨の申し出が JCB またはカード会

社にあったとき。 

2. 前項に該当した場合、かつ Air ペイ加盟店が取消しまたは解除の対象となった立替

払契約の立替払金を既に受領している場合(RCL が代理して受領している場合を含

みます。)には、Air ペイ加盟店は、直ちにこれを JCBに返還するものとします。ま

た、この場合、JCB は当該立替払金を次回以降に RCL または当該 Air ペイ加盟店に

対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。この差し引き精算な

らびに本契約等に基づき JCBが行う差し引き精算は、対象となる次回以降の立替払

契約に当該 Air ペイ加盟店による売上債権が含まれているか否かおよびその金額の

いかんにかかわらず、JCB の Air ペイ加盟店に対して支払う立替払金全額を対象と

して行うことができるものとします。 

第 16 条(情報の収集および利用等) 

JCB規約第 23 条第 1項(1)②に「加盟店 ID等」を追加するものとします。 

第 17条(カードに関する情報等の機密保持) 

1. Air ペイ加盟店は、本契約等に基づいて知り得た会員番号(全桁か一部の桁かを問わ

ない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(メール

アドレスを含みます。)が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、不

正アクセスやアプリケーション改ざんへの対策を含むシステムの整備、改善、社内

規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるもの

とします。 

2. JCB 規約の定めにもかかわらず、RCL または Air ペイ加盟店の責に帰すべき事由に

より、JCB、カード会社、または他の加盟店に漏洩等または目的外利用による損害が

発生した場合には、漏洩等または目的外利用を行ったRCLおよびAirペイ加盟店は、

連帯して、JCB、カード会社、および他の加盟店に対しその損害の賠償をするものと

します。 

3. 本条の規定は、本特約終了後においても効力を有するものとする。 

第 18条(信用販売の停止) 

RCLまたは Air ペイ加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは本契約等に基づくスマート



フォン決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求

があった場合には、RCL および Air ペイ加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、スマート

フォン決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。 

(1) JCBが前条第 1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合 

(2) JCBが、RCLまたは Air ペイ加盟店が契約解除の条件のいずれかに該当する疑いがある

と認めた場合 

(3) JCBが、RCL が JCBとの間で別途合意するスマートフォン決済に関する情報セキュリテ

ィ義務に違反した疑いがあると認めた場合 

(4) JCBがスマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、カードリーダ

ー等の不正利用があったと認めた場合 

(5) その他、JCBが必要と認めた場合 

第 19 条(取扱い期間) 

加盟店契約の有効期限は各加盟店契約成立の日から本特約の終了日までとします。ただし、

以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。 

(1) RCL と JCBとの間の加盟店契約に係る包括代理加盟店契約(以下「本包括代理加盟店契

約」といいます。)が終了したとき。 

(2) 前提条件が消滅、終了もしくは解消し、または第 2 条第 1 項に定める RCL の包括代理

権が消滅した場合。 

第 20条(解約) 

1. JCB は、Air ペイ加盟店が直前 1 年の間にスマートフォン決済を利用した信用販売

の取扱いを行っていない場合については、予告することなく当該 Air ペイ加盟店と

の加盟店契約を解約できるものとします。ただし、臨時販売の場合には、JCB に届

け出た臨時販売の期間が経過した場合には、JCB は、予告する事なく当該 Air ペイ

加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。 

2. Air ペイ加盟店規約に基づき、RCL が同規約を内容とする Air ペイ加盟店との契約

を解約した場合、当該 Air ペイ加盟店との関係では、本特約、加盟店契約その他加

盟店契約に付随する合意も全て終了するものとします。 

第 21 条(契約解除) 

1. JCB は、JCB 加盟店規約第 32 条各号に該当する場合のほか、Air ペイ加盟店が以下

の事項に該当する場合、当該Airペイ加盟店に対し催告することなく直ちに当該Air

ペイ加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとし、かつ、その場合

JCB またはカード会社に生じた損害を RCL および Air ペイ加盟店が連帯して賠償す

るものとします。 

(1) 訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン

決済を利用した信用販売を行ったとき、届け出た業種または届け出た商材

以外を取扱う信用販売を行ったとき。 



(2) 届け出た加盟店ＩＤ等以外による信用販売を行ったとき。 

(3) 金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含みます。)または金銭の貸

借の媒介の取引その他金銭の送金を目的として信用販売を行ったとき。 

(4) 本契約等または関係諸法令に違反したとき。 

2. Air ペイ加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがある

と JCB が認めた場合、JCB は前項に基づき加盟店契約を解除するか否かにかかわら

ず、JCB は、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとし

ます。なお、この場合には、JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとしま

す。 

3. 以下の事項に該当する場合、JCB は RCL または Air ペイ加盟店に催告することなく

直ちに本包括代理加盟店契約および加盟店契約を一括または個別に解除することが

できるものとします。 

(1) RCL が本包括代理加盟店契約に違反したとき。 

(2) RCL が本条第 1項各号のいずれかに該当したとき。 

(3) 前二号のほか、RCL が包括代理人として不適当と JCBが判断したとき。 

(4) 多数の Air ペイ加盟店が本条第 1項の事由に該当したとき。 

(5) RCL に対する会員の苦情その他の事情により JCB が本包括代理加盟店契約

の継続を困難と認めた場合。 

(6) RCL のスマートフォン決済に情報セキュリティ上の瑕疵または欠陥等があ

り、信用販売に支障があると JCBが判断したとき。 

4. 本条による解除は、JCB による Air ペイ加盟店に対する損害賠償請求を妨げないも

のとします。 

5. JCBは、第 3項各号記載の事由が生じた場合、Air ペイ加盟店と JCB間の立替払契約

を一括して締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。 

6. JCBは本条記載の事由により本契約等を解除できる場合、JCBが支払う立替払金(契

約終了日までに行われた信用販売に関する立替払金を含む)について、RCL の代理受

領権限を喪失させることができるものとする。 

第 22 条(契約終了後の処理) 

1. JCB、RCL および Air ペイ加盟店は、本包括代理加盟店契約または加盟店契約が終了

した場合であっても、契約終了までに Air ペイ加盟店が本決済システムを利用して

行った信用販売については、本契約等に従って取り扱うこととします。ただし、JCB

と RCL が別途合意した場合および前条第 6 項に基づいて JCBが支払う立替払金につ

いて RCL の代理受領権限を喪失させた場合はこの限りではないものとします。 

2. また、JCBは、前条により本包括代理加盟店契約または加盟店契約を解除した場合、

Air ペイ加盟店と既に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約を

解除するか、Air ペイ加盟店に対する立替払金の支払いを保留することができるも



のとします。なお、かかる場合、JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものと

します。 

第 23 条(スマートフォン決済に関する情報セキュリティ保持義務等) 

1. JCB規約第 34 条第 1 項柱書における Air ペイ加盟店の表明保証事項として、RCL の

代表者、役員、従業員等の関係者が同項各号に該当しないことも含めるものとしま

す。 

2. Air ペイ加盟店は、RCL が JCB との間で別途合意するスマートフォン決済に関する

情報セキュリティ義務を履行するものとします。 

3. Air ペイ加盟店は、RCL をして、会員番号、有効期限等のカードに関する情報および

カードの利用に関する情報(以下総称して「カード情報」といいます。)ならびに本

決済システムを、第三者に閲覧・改竄・破壊されないために、暗号化する等のあら

かじめ JCBの承認を得た安全措置を講じたうえで、加盟店契約を履行するものとし

ます。 

4. 前二項の措置を講じた場合であっても、暗号が解読されるなどの危害が発生し、カ

ード情報の漏えいなどにより会員その他の第三者との紛議が生じた場合には、Air

ペイ加盟店がその責任と負担において当該紛議を誠実に解決するものとします。 

5. JCBは、RCL と協議の上合意した範囲内において、JCB所定の方法にて本決済システ

ムの情報セキュリティを調査することができるものし、この場合、Air ペイ加盟店

はその調査に誠実に協力するものとします。 

6. 本決済システムに起因して、RCL または Air ペイ加盟店の責めに帰すべき事由によ

り、JCB またはカード会社に損害が生じたときには、Air ペイ加盟店が RCL と連帯し

て、かかる損害および解決に要した費用を支払うものとします。 

第 24 条(スマートフォン決済システムに関する責務) 

1. Air ペイ加盟店は、スマートフォン等の属性情報の管理を行う責を負い、JCBに届け

出ているスマートフォン等の属性情報に変更等が生じた場合、速やかにその旨およ

び変更内容を JCB へ連絡するものとします。 

2. Air ペイ加盟店は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端

末、カードリーダーを第三者に貸し出してはならず(ただし、スマートフォンのみを

貸し出す場合を除きます。)、これに違反したことが判明した場合、Air ペイ加盟店

は、直ちに RCL に報告したうえで、RCL の指示に従うものとします。 

3. Air ペイ加盟店は、RCL が JCBに対し、スマートフォン決済システムの不具合等、苦

情、問い合わせにつき、書面をもって報告することを承諾するものとします。 

4. RCL は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末もしくは

カードリーダー等の不正利用、または本契約等に違反するなどの情報漏洩等の事故

が発生した場合、JCB の請求または RCL の判断で、直ちに当該スマートフォン決済

を停止することができるものとします。 



第 25 条(合意管轄裁判所) 

Air ペイ加盟店、RCL、JCBとの間の本契約等に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所

を専属的合意管轄裁判所とします。 

 

Air ペイ iD決済システムの取扱いに関する特約 

第 1 条(適用範囲等) 

1. Air ペイ iD決済システムの取扱いに関する特約(以下「本特約」という。)は、Air

ペイ加盟店が、提携組織(第 2 条第 8項に定義)が運営する iD決済システム(以下「iD

決済システム」という)を利用して信用販売(第 2 条第 4 項に定義)を行う場合の、

RCL、三菱 UFJニコス株式会社(以下、「MUN」という。)及び加盟店間の契約関係(以

下「本契約」という。)を定めたものである。 

2. iD加盟店が、電話、郵便又はコンピュータ等の通信手段を利用するなど、iD会員か

ら iD携帯等の提示を受けない方法による信用販売等については、適用外となる。 

3. 本特約に定めのない事項は Air ペイ加盟店規約に拠るものとする。 

4. 本特約と Air ペイ加盟店規約の内容が矛盾抵触する場合、本特約が Air ペイ加盟店

規約に優先するものとする。 

第 2 条(定義) 

1. 「iD加盟店」とは、Air ペイ加盟店であって、本特約を承認のうえ、iD決済システ

ムにかかる加盟を申込み、RCL が加盟を承認した法人又は個人をいう。 

2. 「iD会員」とは、iD携帯等(第 3項に定義)を正当に所持する者をいう。 

3. 「iD携帯等」とは、iD決済システムの利用に必要な会員情報が登録された非接触 IC

チップを装備し、iD決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カード及びそ

の他の媒体(ただし、第 5 条第 1 項に基づき範囲が変動した場合には当該変動後の

範囲に属するものに限る。)をいう。 

4. 「信用販売」とは、本特約及び RCL 所定の手続に基づき、iD 加盟店が iD 会員に対

して商品、権利の販売又はサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービス及び

役務を総称して「商品等」という。)を行う場合に、iD加盟店が iD会員から当該商

品等代金、税金及び RCL が認める料金等(以下「信用販売代金」という。)を直接受

領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいう。 

5. 「iD取扱端末」とは、iD携帯等の有効性を照会する機能を具備した RCL 所定の端末

(暗証番号入力用 PIN パッド等の備品を含む。)又はシステムをいう。 

6. 「売上票」とは、iD携帯等を利用した信用販売等を実施した際に、iD取扱端末から

出力される帳票をいう。 

7. 「取引売上データ」とは、iD携帯等を利用した信用販売等を実施した際に、iD取扱

端末を通じて提供される RCL 所定の売上データをいう。 

8. 「提携組織」とは、MUN及び MUNが iD決済システムの運用に関連して加盟又は提携



する組織(株式会社ＮＴＴドコモを含む。)の総称をいう。 

9. 「提携組織の規則等」とは、提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュ

レーション、ガイドライン等、及び提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示

等に基づく RCL から加盟店に対する指示等を含む。)をいう。 

10. 「ｉＤ携帯等の会員番号等」とは、割賦販売法第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレ

ジットカード番号等」（クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証

番号またはセキュリティコード）をいう。 

第 3 条(iD携帯等取扱店舗) 

1. iD加盟店は、あらかじめ所定の方法で、信用販売等を行う店舗、施設(以下「iD携

帯等取扱店舗」という。)を RCL に届出、RCL の承認を得るものとする。 

2. iD加盟店は信用販売等にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなけれ

ばならないものとする。 

3. iD 加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、iD 加

盟店の負担とする。 

4. iD加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む。)があった場合は、変

更後の内容が適用されること、当該変更に起因して iD加盟店に生じる費用、損害、

第三者に対する責任は、iD加盟店が負担することをあらかじめ承諾するものとする。 

5. 提携組織が、iD加盟店側の事由に起因して、RCL に違約金、反則金等(名称の如何は

問わないものとする。)を課すことを決定した場合、iD加盟店は、RCL の請求に応じ

て違約金、反則金等の額と同額の金員を RCL に支払うものとする。 

6. iD加盟店は、提携組織が、iD加盟店及び iD決済システムの利用促進を目的として、

iD加盟店の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店

情報」という。)を、提携組織及び提携組織が提携する企業(以下併せて「提携企業」

という。)に提供することに同意するものとする。 また、iD加盟店は、提携企業が、

iD加盟店及び iD決済システムの利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、

ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとする。 

第 4 条(iD取扱端末等の取扱い) 

iD加盟店は、iD取扱端末、加盟店標識等の用度品を、信用販売等を行うために使用するも

のとし、これらを信用販売等以外の目的に使用し、またこれらを第三者に使用させてはなら

ないものとする。 

第 5 条(取扱い iD携帯等) 

1. iD 加盟店は、iD 会員と当該 iD 携帯等による iD 決済システム利用のための契約を

締結している会社(以下「iD携帯等の発行会社」という。)、提携組織及び RCL の提

携関係又は加盟関係に変動が生じたときは、取扱うことのできる iD 携帯等の範囲

も変動することに予め了承するものとする。 

2. RCL は、iD会員の iD携帯等の利用状況等により、特定の iD携帯等について、信用



販売等の取扱いをできない旨の指定(無効データ通知)を行うことができるものとす

る。 

第 6 条(信用販売等の方法) 

1. iD加盟店は、iD会員が iD携帯等を提示して信用販売等を求めた場合、すべての信

用販売等について第９条に定める法令等および基準等に従い、当該 iD 会員に対し

て次の要領により信用販売等を行うものとする。 

① iD取扱端末を使用し、iD携帯等の真偽、有効期限、及び無効データ通知の有無

につき、その iD携帯等が有効なものであることを確認するとともに、RCL からの信

用販売等の承認(承認番号)を得るものとする。 

② iD携帯等が有効である場合において、iD取扱端末が暗証番号を求める場合、iD

会員本人による暗証番号入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認

するものとする。 

③ iD加盟店は、RCL が別途定める場合を除き、iD取扱端末から出力される売上票

のうち、iD会員控えを iD会員に交付し、加盟店控えを iD加盟店の責任において保

管するものとする。 

2. iD 加盟店は本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとす

る。 

第 7条(信用販売等の種類) 

iD加盟店が取扱うことができる iD携帯等による信用販売等の種類(iD会員の iＤ携帯等利

用代金の支払方法の種類)は、1回払いのみとする。 

第 8条(信用販売等における禁止事項等) 

1. iD加盟店は、正当な理由がない限り、iD会員の目の届かない場所で売上票作成等の

信用販売等手続きを行うことはできない。また、第 11 条第 2項の場合を除き、iD会

員から iD携帯等を回収、預かり、保管することはできない。 

2. iD 加盟店は、提示を受けた iD 携帯等が汚損、破損等し、登録もしくは記載事項の

全部又は一部の読取が不能なもの(不鮮明なものを含む)は取扱うことはできない。

また、売上票等記載金額の訂正はできない。 

3. 信用販売額は、当該信用販売に係る信用販売代金に限られるものとし、現金の立替、

過去の売掛金等またはこれらを含めた金額を信用販売額として記載することはでき

ない。また、信用販売額、売上日、信用販売の種類等につき不実の記載をしてはな

らないものとする。なお、記載金額に誤りがある場合には、当該売上票等を破棄し、

新たに本規約に定めるところに従い売上票等を作成する。また、通常１つの売上票

等で処理すべき信用販売額を分割して複数の売上票等で処理することはできない。 

4. iD加盟店は、取扱商品に関する次条の定めを遵守し、また、違法なもしくは公序良

俗に反する商品等の信用販売等、違法もしくは不適切な方法による商品等の信用販

売等およびその他のこれらに類する不正、不健全な信用販売等をしてはならないも



のとする。 

5. iD加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受け又は当該第三者に代わっ

て iD 加盟店による信用販売等に係る債権として RCL に立替払請求することはでき

ない。 

6. iD加盟店は、信用販売等にあたり提示された iD携帯等について、iD携帯等の提示

方法に不審がある場合、RCL 又は MUNが予め通知した偽造・変造の iD携帯等に該当

すると思われる場合又は当該取引について異常に大量又は高価な購入申込みの場合、

換金を目的とした申込みの疑いがある場合、また、iD 携帯等がカードのときには、

上記に加え、iD会員番号・カード名義・提示者の性別等が整合しない場合、同一人

物が異なる名義の複数のカードを提示する場合等、信用販売等の申込みに不審な点

が認められる場合は、RCL に連絡して、RCL 又は MUNの指示に従うものとする。 

第 9 条(その他の遵守事項) 

iD加盟店は、その事業の遂行(本特約に基づく信用販売等に限らない。)において、Air ペイ

加盟店規約第２２条第１項に定める法令やガイドライン等の他、iD 加盟店に適用される一

切の法令及び行政通達等ならびに MUNが定める「電子マネー お取扱いの手引き」その他の

基準（以下総称して「法令等」という。）を遵守しなければならないものとする。 

第 10条(iD取扱端末による信用販売等) 

天災、停電、戦争等の不可抗力や iD取扱端末の故障、電話回線障害、コンピュータシステ

ムの異常等客観的かつ正当な理由で iD取扱端末が使用できない場合及びコンピュータシス

テムの保守等 RCL 又は提携組織がやむを得ない事情で iD携帯等の取扱いの中止又は一時停

止が必要と判断した場合には、信用販売等を行うことはできない。この場合、いかなる理由

であっても RCL 及び MUNは加盟店に対する一切の責任を負わない。 

第 11 条(無効 iD携帯等の取扱い) 

1. iD加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、iD携帯等提示者に対する信用

販売等を拒絶するものとする。 

① RCL から iD決済システムの利用を無効とする又は利用を一時停止する旨の無効

データを通知された iD携帯等の提示を受けたとき、または、第６条第１項に基づき

RCL から信用販売等の承認を得られないとき。 

② 明らかに偽造、変造、模造と判断できる iD携帯等又は破損等した iD携帯等の提

示を受けたとき。 

③ iD携帯等の iD会員番号と売上票の iD会員番号が明らかに相違するとき。 

④ iD 携帯等がカードのときには、カード名義人の氏名とカード提示者の性別その

他が明らかに不整合があるなど、提示者が名義人以外の者と思われるとき。 

⑤ iD携帯等提示者が明らかに不審であるとき。 

⑥ その他 iD携帯等の利用等について不審と思われるとき。 

2. 前項各号のいずれかに該当する場合、iD加盟店は、事前事後にかかわらず、直ちに



RCL に当該事象を連絡し、RCL 又は MUNの指示に従うものとする。またこの場合、当

該 iD携帯等がカードの場合には、そのカードの回収・保管に努めるものとする。 

3. iD加盟店は、iD携帯等の発行会社が iD会員から iD携帯等の紛失・盗難等の通知を

受ける又は利用限度額を超過するなどにより作成する iD携帯等による iD決済シス

テムの利用を無効とする又は利用を一時停止する情報を RCL 所定の時期及び方法に

より取得するものとする。 

第 12 条(円滑な信用販売等) 

1. RCL 又は MUN は、iD 加盟店の行う信用販売等について iD 加盟店の取扱商品等又は

信用販売等の方法が本特約に基づく信用販売等として不適当と判断したとき、iD加

盟店のセキュリティ保持の措置を不適当と判断したとき、又は、iD会員等からの苦

情対応の為必要と判断したときは、iD加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を

請求できるものとし、iD加盟店は、RCL 又は MUNから請求があった場合、直ちに変

更・改善等の措置をとるとともにその結果を RCL に通知する。 

2. 前項の場合、RCL 又は MUNは、iD加盟店による変更、改善等の措置がとられるまで

の間は、信用販売等を禁止等し、又はこれとともに MUNは信用販売等に係る信用販

売等代金の立替払いを留保することができるものとする。なお、留保金には利息を

付さないものとする。 

第 13 条(不利益な取扱いの禁止) 

iD加盟店は、有効な iD携帯等を提示した iD会員に対して正当な理由なくして信用販売等

を拒絶し、又は直接現金での支払いもしくは当該 iD 携帯等以外の iD 携帯等その他の支払

手段による支払いを要求する等の行為はできないものとする。また、iD 会員に現金客と異

なる代金等を請求する、又は、取扱商品等もしくは信用販売等の対象とする商品等代金額に

つき制限を設けるなど、iD 会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないもの

とする。 

第 14 条(立替払いの請求) 

1. iD加盟店は、信用販売等を行った日から原則として７日以内（別途 RCL が通知する

場合はその期限まで）に RCL 所定の規格に対応した取引売上データを提出すること

により、信用販売等代金の立替払いの請求をするものとする。この場合、RCL 又は

MUNが暗証番号を入力した売上票の提出を求めたときは、iD加盟店は速やかに提出

するものとする。 

2. iD加盟店は、信用販売等を行って取得した、MUNに対する立替払金請求権について、

MUNからの支払を RCL が代わって受領すること(iD加盟店は、RCL にかかる代理受領

権を付与するものとします。)を承諾するものとします。また、RCL が RCL の判断で

当該代理受領に係る復代理人を選任することを予め承諾するものとする。 

第 15 条(商品の所有権移転) 

1. iD 加盟店が iD 会員に信用販売等を行った商品の所有権は、Air ペイ加盟店規約第



18条に基づき MUNからiD加盟店あてに支払いが行われた時にiD加盟店から MUNに

移転するものとする。ただし、MUN から支払われた後に、第 16 条、第 19 条等に基

づき支払いが取消された場合、当該商品の所有権は iD 加盟店が支払済の信用販売

等代金を MUNに返還したときに iD加盟店に復帰するものとする。 

2. iD加盟店が、偽造、変造、模造された iD携帯等の使用、第三者による iD携帯等の

使用等により、iD会員本人以外の者に対して誤って信用販売等を行った場合であっ

ても、MUNが iD加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売等を行った商品の

所有権は、MUN に帰属するものとする。なお、この場合にも第 1 項のただし書の規

定を準用するものとする。 

3. 信用販売等をした商品の所有権が iD加盟店に属する場合でも、MUNが必要と認めた

ときは、MUNは加盟店に通知して、もしくは通知することなく、iD加盟店に代って

商品を回収することができるものとする。 

第 16 条(キャンセル処理) 

1. iD 会員から信用販売等の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(た

だし、第 19 条第 1項を理由とする申し出を除く。)があり、iD加盟店がこれを受け

入れる場合には、「iDお取扱いの手引き」に準じて iD取扱端末を操作し、取引デー

タを取消すものとする。 

2. 前項に基づき取消等した信用販売等に係る信用販売等代金が MUNによる支払前の場

合、MUN は当該信用販売等代金の支払を行わないものとする。また、前項に基づき

取消等した信用販売等に係る信用販売代金相当額が既に MUN より iD 加盟店に支払

済の場合、iD加盟店は MUNの請求により MUN所定の方法で当該支払済の信用販売等

代金を MUN に返還するものとする。また、MUN は、次回以降に支払予定の信用販売

等代金よりこれを差引くことができるものとする。なお、次回以降に支払予定の信

用販売等代金が差し引くべき金額に足りないときは、iD加盟店は MUNの請求により

その不足額を支払うものとする。 

3. iD加盟店が第６条第１項第１号に基づき、RCL から信用販売等の承認取得後、立替

払いの請求を行わない場合、iD加盟店は、RCL 所定の方法により、速やかに承認取

消処理を行うものとする。 

第 17条(商品等の瑕疵・iD会員の iD携帯等利用否認) 

1. iD加盟店が、次の各号のいずれかに該当する場合、iD加盟店の責任において、対処、

解決にあたるものとする。 

① 信用販売等した商品等につき、その全部または一部の引渡しもしくは提供がな

い場合。 

② 信用販売等した商品等の種類、品質もしくは数量または移転した権利が当該契

約の内容に適合せず、または故障等が生じた場合。 

③ 信用販売等の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し・提供方法、商品



等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があっ

たとき、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合。 

④ 会員から自己の iD携帯等利用によるものではない旨の申出があった場合。 

2. 前項の場合において、iD会員又は iD携帯等の発行会社が MUNに対する iD携帯等利

用代金の支払を拒んだ場合もしくは MUNに対する支払いが滞った場合、当該信用販

売代金の iD加盟店に対する支払いは以下のとおりとする。 

① 当該信用販売代金が支払前の場合、MUNは当該代金の支払いを留保するものとす

る。 

② 当該信用販売代金が支払済の場合、iD加盟店は MUNから請求あり次第直ちに当

該代金相当額を返還するものとする。 

③ MUNが iD加盟店に通知した日から 2ヶ月以内に紛議が解消した場合、MUNは iD

加盟店に当該信用販売等代金を支払うものとする。 

3. iD加盟店は、第 1項の紛議等の解決にあたり、MUNの事前の承諾なく、当該 iD会員

に対して商品等代金を直接返還しないものとする。これに反したことにより生じる

一切の責任は iD加盟店の責任とする。 

第 18条(期限の利益の喪失・相殺) 

1. iD加盟店が本特約、RCL 又は MUNとの他の契約に基づくいずれかの債務の一つでも

その支払いを遅滞した場合、RCL 又は MUN からの請求によって、加盟店は RCL 又は

MUNに対する一切の債務について期限の利益を失うものとする。この場合、RCL 及び

MUNは、書面により通知するものとする。 

2. RCL 及び MUNは、RCL 及び MUNの各々が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に

基づく債権に限らない。)と、RCL 及び MUNの各々が加盟店に対して負担する一切の

債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、

対当額をもっていつでも相殺することができるものとする。この場合、RCL 及び MUN

は書面により通知するものとする。 

3. 相殺にあたっての、手数料及び利息等の計算は、その期間を相殺通知到達の日まで

とする。 

第 19 条(支払いの留保・支払金の返還) 

1. MUN は、信用販売等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売等に係

る RCL の承認番号の有無にかかわらず、iD加盟店に対し当該信用販売等に係る信用

販売等代金の支払いを行わないものとする。また、当該信用販売等代金が支払済の

場合には、iD 加盟店は、MUN の選択により、MUN の請求があり次第直ちに当該代金

を返還するか、又は当該代金を iD 加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売

等代金から差し引くことにより返還するものとする。 

① iD 加盟店より受領した取引売上データが正当なものでないとき、又は取引売上

データの内容に不実不備があるとき。 



② 本特約に基づき取扱うことのできる iD 携帯等以外の iD 携帯等にて信用販売等

を行ったとき。 

③ 第 6 条、第 8条、第 11 条、第 12 条、第 23 条等に反して信用販売等を行ったと

き。 

④ 信用販売等を行った日から 7 日を超え、60 日以内に RCLへ到着した取引売上デ

ータであって、当該取引売上データに係る iD 会員の iD 携帯等利用代金が、MUN に

おいてiD会員より回収することが困難又は不能(他の iD携帯等の発行会社等の MUN

に対する iD 携帯等利用代金の支払拒絶や支払取消によって回収が困難又は不能と

なった場合を含む。)となったとき。 

⑤ 信用販売等を行った日から 60 日を超えて RCL に到着した取引売上データである

とき。 

⑥ 原因となる信用販売等に関し、第 17条第 1項の苦情、紛議等について加盟店も

しくは、iD会員又は iD携帯等の発行会社から MUNが通知を受けた日から、2ヶ月を

経過しても解決しないとき。 

⑦ iD会員が商品等の売買契約又は役務提供契約を解約したにもかかわらず、第 16

条に定める手続を行わないとき。 

⑧ iD加盟店の事情により、iD会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になった

とき。 

⑨ iD加盟店が第 31 条に定める調査、報告、資料の提出又は協力をしないとき。 

⑩ iD 加盟店から提出された取引売上データ・売上(立替払)請求に疑義があること

を理由として第 31 条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日か

ら 30 日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。 

⑪ RCL 又は MUNが第 28条に基づき本契約を解除した日以降又は iD加盟店、RCL若

しくは MUNが本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売等をされ

たものであるとき。 

⑫ その他信用販売が本特約のいずれかに違反して行われていることが判明したと

き。 

2. MUN は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消する

までの間、信用販売等代金その他 MUN が iD 加盟店に支払うべき金額の全部又は一

部の支払いを留保することができるものとする。 

① MUNが、iD加盟店から受けた取引売上データ・売上(立替払)請求に疑義がありと

判断したとき。 

② iD加盟店が第28条各号に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがある

と MUNが認めたとき。 

③ MUNが、取引売上データに係る信用販売等について前項各号のいずれかに該当す

る又はそのおそれがあると認めたとき。 



④ iD加盟店が、MUNとの本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該

当したとき。 

3. 前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、MUN が当該留保金の全部又は一部の

支払いを相当と認めた場合には、MUNは iD加盟店に対し当該相当と認めた金額を支

払うものとする。なお、この場合、MUNは iD加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償

金等一切の支払義務を負わないものとし、iD加盟店はこれらを MUNに請求しないも

のとする。 

第 20条(加盟料、加盟店標識代金など) 

1. iD加盟店は RCL 所定の加盟料を負担する場合があることを承認するものとする。ま

た iD加盟店が有料の加盟店標識、サービスマーク（デジタルデータ化されたものを

含む。）、その他備品などを希望する場合、その代金を支払うものとする。 

2. iD加盟店は、本契約が終了した場合であっても、前項の加盟料、その他の代金が返

却されなくとも異議ないものとする。 

第 21 条(商品等の受領書) 

iD加盟店は、RCL が求めた場合は、信用販売等に係る iD会員の商品等の受領書又は信用販

売等した商品等の明細書を RCL に提出するものとする。 

第 22 条(秘密情報の管理責任) 

1. iD加盟店は、信用販売等の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除

き、iD携帯等の会員番号等を取扱ってはならないものとします。また、iD加盟店は、

第３項を遵守し第１２条に定める基準を満たした上で暗号化した iD 携帯等の会員

番号等を保管する場合を除き、iD携帯等の会員番号等を一切保管してはならないも

のとします。 

2. iD加盟店は、本特約に基づく信用販売等を行う上で知り得た、iD会員番号などを含

む iD会員に関する個人情報及び RCL 及び MUNの営業上その他の機密情報(以下「秘

密情報」という。)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、RCL

及び MUNの書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示又は漏洩して

はならないものとする。尚、秘密情報には RCL 及び MUNから加盟店宛に提供する事

務連絡表の情報を含むものとする。また、秘密情報を信用販売等を行う目的以外の

目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに iD 加盟店の責任のもとに

当該秘密情報を破棄又は消去等するものとする。なお、iD 加盟店は iD 携帯等の完

全な ICチップから読み出した情報・暗証番号等の情報については、たとえ暗号化し

たとしても、一切保管してはならないものとする。 

3. iD加盟店は、自らの責任において、秘密情報およびｉＤ携帯等の会員番号等を漏え

い、滅失もしくは毀損し、または第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよ

う必要な措置を講じ、善良なる管理者の注意をもって保管、管理するものとする。

また、RCL は加盟店に対して第１２条第２項第１号に定める基準を別途指定するこ



とができ、この場合、iD加盟店は RCL が指定した基準を遵守するものとする。 

4. iD加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その

他の必要な措置、および第１２条第２項第２号に定める措置をとるものとする。 

5. iD加盟店は、秘密情報またはｉＤ携帯等の会員番号等が漏洩、滅失もしくは毀損す

る事故が生じた場合、又は事故が生じた可能性がある場合、iD加盟店の故意、過失

の有無にかかわらず、直ちにその旨を RCL に報告するものとする。 

6. RCL 及び MUNは、iD加盟店に前項の事故が生じたまたはその可能性があると判断す

る合理的な理由がある場合、iD加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その

他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、iD加盟店はこれに応じるものと

する。 

7. iD加盟店は、第５項の事故が発生した場合、その原因を詳細に調査の上、当該調査

結果を直ちに RCL に報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防

止策を講じるものとし、また、漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止の

ための対応について、必要に応じて公表するものとしまたは影響をうける会員に対

してその旨を通知するために必要な措置をとるものとする。なお、iD加盟店はその

調査を自らの負担にて行うものとし、RCL 又は MUNが必要と認める場合には、RCL 及

び MUNは事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、iD加盟店は RCL

が選定した会社等による調査を行うものとする。また策定した被害拡大の防止策及

び再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の

内容を遅滞なく RCL に書面にて通知するものとする。RCL 及び MUN が別途被害拡大

の防止策及び再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、iD加盟店はその

内容を遵守するものとする。 

8. 第５項の事故が生じた場合であって、RCL が必要と認めるにもかかわらず、iD加盟

店が遅滞なく前項に定める事故事実等の公表や、会員に対する通知のために必要な

措置（影響を受けた会員の特定のための情報提供等）をとらない場合には、RCL は

iD加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または

毀損した iD 携帯等の会員番号等にかかる会員に対する通知のために必要な措置を

とることができるものとする。 

9. iD加盟店の責に帰すべき事由により、第 4項の事故が生じその結果、iD会員、RCL、

MUN、iD 携帯等の発行会社、提携組織又はその他の第三者に損害が生じた場合、iD

加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとする。なお、当該損害の範囲に

は、次の①～⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとする。 

① iD携帯等またはｉＤ携帯等の会員番号等の再発行に関わる費用。 

② 不正使用のモニタリングや iD会員対応等の業務運営に関わる費用。 

③ iD携帯等またはｉＤ携帯等の会員番号等の不正使用による損害額。 

④ 当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(提携組織から課される損害賠償・



違約金・制裁金等を含む。以下同じ。)として、提携組織から RCL が請求を受けた費

用。 

⑤ 当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、iD 携帯等の発行会社又

はその他の第三者から RCL 及び MUNが請求を受けた費用。 

10. 本条の規定は、本特約に基づく契約の終了後においても効力を有するものとする。 

第 23 条(iD携帯等の会員番号等の不正使用への対応責任) 

1. iD加盟店は、ｉＤ携帯等またはｉＤ携帯等の会員番号等の不正使用を防止するため

に必要な措置を講じるものとする。また、RCL は iD加盟店に対して、第１２条第２

項第３号に定める基準を別途指定することができ、この場合、iD加盟店は当該基準

を遵守するものとする。 

2. iD加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その

他の必要な措置、および第１２条第２項第４号に定める措置をとるものとする。 

3. iD加盟店は、ｉＤ携帯等もしくはｉＤ携帯等の会員番号等の不正使用が発生した場

合、またはｉＤ携帯等もしくはｉＤ携帯等の会員番号等の不正使用が発生した可能

性がある場合、iD加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を RCL 又

は MUNに報告するものとする。 

4. RCL 及び MUNは、iD加盟店に前項のｉＤ携帯等もしくはｉＤ携帯等の会員番号等の

不正使用が発生しまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、iD

加盟店に対して、iD携帯等またはｉＤ携帯等の会員番号等の不正使用発生事実の有

無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、iD加盟店

はこれに応じるものとする。 

5. iD加盟店は、第３項のｉＤ携帯等またはｉＤ携帯等の会員番号等の不正使用が発生

した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに RCL 又は MUNに報

告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものと

する。なお、iD加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、RCL 又は MUNは

必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、

iD加盟店は、選定された会社等による調査を行うものとする。また、iD加盟店は、

策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害

拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく乙に通知するものとする。RCL 又

は MUNが別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、iD加盟店に実施を求め

た場合は、iD加盟店はその内容を遵守するものとする。 

第 24 条(信用販売等の停止) 

1. iD加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、RCL 及び MUNは本契約に基づく信

用販売等を一時的に停止すること(加盟店が使用する iD取扱端末の全部又は一部の

利用を一時的に停止することを含む。)ができるものとし、iD加盟店は RCL 及び MUN

が再開を認めるまでの間、信用販売等(iD 取扱端末の利用停止の場合は当該利用停



止に係る iD取扱端末による信用販売等)を行うことができないこととする。なお、

加盟店は RCL 及び MUNに対し、本項に基づく信用販売等の停止を理由として、損害

賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとする。 

① 第 22 条第 5項に記載する秘密情報またはｉＤ携帯等の会員番号等に関わる事故

が発生した疑いがある場合。 

② iD加盟店が第 28条のいずれかに該当する疑いがある場合。 

③ iD加盟店においてiD携帯等またはｉＤ携帯等の会員番号等の不正使用が発生し

た、又は発生し得る疑いがある場合。 

④ iD加盟店における信用販売等に関して、他の iD携帯等の発行会社等より、iD加

盟店において iD 携帯等の不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通

知を RCL 又は MUNが受領した場合。 

⑤ 第 8条に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。 

⑥ その他、円滑な信用販売等を行う上で RCL 又は MUNが必要と認めた場合。 

2. RCL は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、RCL の判断で本契約に 

基づく全部または一部の信用販売等を一時的に停止することができるものとし、iD

加盟店は RCL が再開を認めるまでの間、信用販売等を行うことができないこととす

る。この場合、RCL は、緊急の場合を除き、RCL 所定の方法でその旨を iD加盟店に

通知するものとします。なお、iD加盟店は RCL 及び MUNに対し、本項に基づく信用

販売等の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求

を行うことはできないものとします。 

① 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等

の不可抗力によりカードの取扱が困難であると乙が判断した場合。 

② コンピュータシステム保守、その他当社が止むを得ない事情でカードの取扱い

の中止または一時停止が必要と判断した場合。 

第 25 条(反社会的勢力との取引拒絶) 

1. iD加盟店は、iD加盟店および iD加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびに

これらの役員および従業員等が、現在、暴力団員等、テロリスト等または日本政府、

外国政府もしくは、国際的機関が経済制裁の対象として指定する者、その他これに

準ずるか、密接な関係を有する者（疑いがある場合を含む。以下本条において同じ。）

に該当しないこと、および RCL に対し、iD加盟店が現在、次の各号のいずれにも該

当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約する。 

① 暴力団員等又はテロリスト等が、経営を支配していると認められる関係を有す

ること。 

② 暴力団員等又はテロリスト等が、経営に実質的に関与していると認められる関

係を有すること。 

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加え



る目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認

められる関係を有すること。 

④ 自己が暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供

与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 

⑤ 暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

2. iD 加盟店は RCL に対し、iD 加盟店または iD 加盟店の代表者その他 iD 加盟店の経

営に実質的に関与している代表者以外の個人が、自らまたは第三者を利用して次の

各号に該当する行為を行わないことを確約する。 

① 暴力的な要求行為。 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為。 

③ RCL との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて RCL の信用を毀損し、または RCL

の業務を妨害する行為。 

⑤ その他前各号に準ずる行為。 

3. RCL は、iD加盟店が前二項の義務を履行していない疑いがあると認めた場合には、

本契約を解除すること及び当該 iD 加盟店を加盟店として承認することを拒絶する

ことができるものとする。 

4. 前項に基づき本契約が解除される場合、RCL 及び MUN は、当該解除に起因または関

連して iD 加盟店が被るいかなる損失および損害についても何らの債務も責任も負

わないものとし、また、iD加盟店は、第１項もしくは第２項の違反または前項に基

づく解除に起因または関連して RCL 及び MUNが被る一切の損失または損害について

賠償する義務を負うものとする。 

第 26 条(定めのない事項、規約の変更) 

1. RCL 及び MUN は、RCL 及び MUN が金融情勢及び社会情勢の変動や加盟店の信用状態

の変動等により必要があると認めた場合、第 6 条の信用販売等の方法、第 7条の信

用販売等の種類を、RCL 及び MUN が合理的と判断した範囲において変更できるもの

とする。 

2. 本特約の変更について、RCL から規約の変更内容を通知、告知もしくは公表(RCL の

ホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による)した後又は新規約

を送付した後に加盟店が信用販売等を行った場合には、iD加盟店は変更内容及び新

規約を承認したものとみなす。 

第 27条(契約の期間) 

iD 加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本特約に基づく信用販売等を行っていない場合、

RCL 及び MUNは加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約するこ

とができるものとする。 

第 28条(契約の解除) 



iD 加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、RCL 及び MUN は加盟店

に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとする。なお、この場合

RCL 及び MUN に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとす

る。 

① 加盟店契約の申込において提出する情報又はその変更内容の届出事項を偽って記載又

は届出したことが判明したとき。 

② iD携帯等の発行会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売等制度を悪用していると

RCL 又は MUNが判断したとき。 

③ 営業又は業態が公序良俗に反すると RCL 又は MUNが判断したとき。 

④ 加盟店又は加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになっ

たとき、もしくは支払停止又は支払不能となったとき。 

⑤ 差押、仮差押、仮処分の申立てもしくは、その命令又は滞納処分を受けたとき。 

⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあっ

たとき又は私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。 

⑦ iD加盟店又はその代表者もしくはその従業員、その他iD加盟店の関係者が割賦販売法、

特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。又は行政、司法当局よ

り指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、RCL 又は MUNが本契約の解除が相当と判断した

とき。 

⑧ 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき。 

⑨ iD 加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと RCL 又は MUN が認めたと

き。 

⑩ 第 19 条、第 20条等に反し、RCL 又は MUNに対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定

めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。 

⑪ iD会員からの苦情、iD携帯等の発行会社等からの情報、RCL 又は MUNが加盟する加盟店

信用情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、RCL 又は MUNが加盟店として不

適当と認めたとき。 

⑫ RCL に届出た iD携帯等取扱店舗が所在地に実在しないとき、又は RCL に届出た電話番号

にて RCL 又は MUNからの連絡ができないとき。 

⑬ iD加盟店から提出された取引売上データ又はその取消データの成立に疑義があり、RCL

又は MUNが加盟店として不適当と認めたとき。 

⑭ iD加盟店が取扱った信用販売等について、無効、紛失、盗難、偽造 iD携帯等によるも

の、又は iD携帯等名義人以外の第三者による iD携帯等もしくは iD携帯等の会員番号等の

不正使用の割合が高いと RCL 又は MUNが認めたとき。 

⑮ iD加盟店が取扱った信用販売等について、iD会員の換金目的による iD携帯等利用の割

合が高いと RCL 又は MUN が判断したとき。又は iD 会員の iD 携帯等利用が換金目的である

ことが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な信用販売等を



行っていると RCL 又は MUNが判断したとき。 

⑯ iD加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、第 22 条の秘密情報もしくは iD携帯等の会

員番号等が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと RCL が判断したとき。 

⑰ iD 加盟店が MUN の iD 会員であって、MUN が iD 会員資格を喪失させる手続をとったと

き。 

⑱ iD加盟店又はその代表者が、RCL 又は MUNとの他の契約において、当該契約に基づく RCL

又は MUNに対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。 

⑲ RCL 又は MUNとの本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。 

⑳ 第 22 条に反したとき。 

㉑ その他 iD加盟店が本特約又は Air ペイ加盟店規約に違反したとき。 

第 29 条(契約終了後の処理) 

1. MUNは、iD加盟店が第 28条各号のいずれかに該当する場合、加盟店から既に支払請

求を受けている信用販売代金相当額について、支払いを取消すか、iD携帯等の発行

会社が iD 会員から当該 iD 携帯等利用代金の支払いを受けるまで iD 加盟店に対す

る支払いを留保することができるものとする。 

2. iD加盟店は、本契約が終了後、直ちに、iD加盟店の負担において本契約の存在を前

提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりない。また、本契約

終了以後に iD 会員より信用販売等の申込があった場合には、これを拒絶するとと

もに、当該 iD 会員に対して本契約に基づく信用販売等を中止した旨を告知しなけ

ればならないものとする。 

第 30条(損害賠償責任) 

1. iD加盟店が本特約及び Air ペイ加盟店規約に違反しその結果、iD会員、RCL、MUN、

提携組織、iD 携帯等の発行会社又はその他の第三者に損害(提携組織から課される

損害賠償・違約金・制裁金等を含む。)が生じた場合、iD加盟店は当該損害につき賠

償する義務を負うものとする。 

2. iD加盟店が本特約等及び Air ペイ加盟店規約に違反しその結果、RCL が、MUN、他の

iD携帯等の発行会社又はその他の第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請

求を受けた場合には、iD加盟店は RCL に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・

制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとする。 

第 31 条(調査・報告、協力) 

1. iD加盟店は、RCL 又は MUNが加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員の

ｉＤ携帯等の利用状況、信用販売等の内容・方法、売上票・取引売上データ・立替

払の内容、法令等への遵守状況等、RCL が必要と認めた事項に関して調査、報告、資

料の提出ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じる

ものとする。 

2. iD加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造された iD携帯等による信用販売等、iD携帯



等もしくはｉＤ携帯等の会員番号等の不正使用又はこれに起因する信用販売等に係

る被害が発生し、RCL 又は MUN が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売等に係

る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとする。また RCL 又は MUNが

iD携帯等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとす

る。 

iD加盟店情報の取扱いに関する同意条項 

 

第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用) 

iD 加盟店およびその代表者ならびに iD 決済システムにかかる加盟申込みをした個人・法

人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、株式会社リク

ルート及び三菱 UFJニコス株式会社(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査

(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、

当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これら

の情報を総称して「加盟店情報」という。)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・

利用することに同意する。 

① 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、

生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報。 

② 加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取

引に関する情報。 

③ 加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報および取引を

行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引

に関する客観的事実)。 

④ 当社が取得した加盟店のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する

情報。 

⑤ 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。 

⑥ 当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民

票、納税証明書等の記載事項に関する情報。 

⑦ 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。 

⑧ 差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。 

⑨ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等

について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に

関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)および加盟店

情報機関の加盟会員が調査収集した情報。 

⑩ 割賦販売法 35 条の 3 の 5 および割賦販売法 35 条の 3 の 20における個別信用購入あっ

せん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。 

⑪ 割賦販売法に基づき同施行規則 60条第 2 号イまたは同 3 号の規定による調査を行った



事実および事項。 

⑫ 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係

る契約を解除した事実および事項。 

⑬ 会員から当社に申し出のあった内容および当該内容について、当社が会員、およびその

他の関係者から調査収集した情報。 

⑭ 加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。 

⑮ 加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑭

に係る情報が登録されている場合は当該情報。 

 

第 2 条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意) 

1. 当社は、下表記載のとおり、個人情報保護法に基づく加盟店情報の共同利用を行う。 

１．加盟店

情報交換制

度について 

一般社団法人日本クレジット協会（以下「協会」という。）は、

割賦販売法第３５条の１８の規定に基づき、経済産業大臣から

認定を受けております。 

協会では、認定業務のひとつである利用者（クレジットの利用

者）等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提

供を、加盟店情報交換センター（以下「ＪＤＭセンター」とい

う。）において行っております。 

２．加盟店

等から収集

した情報の

報告及び利

用について 

加盟店情報交換制度加盟会員会社（以下「ＪＤＭ会員」という。）

は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契

約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係

る審査等の目的のため、「３. (2)共同利用する情報の内容」に

定める各号の情報を収集・利用し、ＪＤＭセンターへ報告し、

ＪＤＭ会員によって共同利用します。 

３．加盟店

情報の共同

利用 

(1) 共 同 利

用の目的 

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用

される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の

保護に欠ける行為（その疑いがある行為及び当該行為に該当す

るかどうか判断が困難な行為を含む。）に関する情報及び利用

者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレ

ジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号

等の不正な利用の防止（以下「クレジットカード番号等の適切

な管理等」という。）に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報

及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店

に関する情報を、当社がＪＤＭセンターに報告すること及びＪ



ＤＭ会員に提供され共同利用することにより、ＪＤＭ会員の加

盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排

除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を

推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資するこ

とを目的としています。 

(2) 共 同 利

用する情報

の内容 

①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦

情処理のために必要な調査の事実及び事由 

②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に

欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに

係る契約を解除した事実及び事由 

③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等に

よるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必

要な調査の事実及び事由 

④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等に

よるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、

割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれが

あると認めて当該加盟店に対して行った措置（クレジットカー

ド番号等取扱契約の解除を含む。）の事実及び事由 

⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの（該当すると疑

われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。）に係

る、ＪＤＭ会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する

客観的事実である情報 

⑥利用者等（契約済みのものに限らない）からＪＤＭ会員に申

出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける

行為であると判断した情報（当該行為と疑われる情報及び当該

行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。） 

⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を

及ぼす行為に関する情報 

⑧行政機関が公表した事実とその内容（特定商取引に関する法

律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表され

た情報等）について、ＪＤＭセンターが収集した情報 

⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 

⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年

月日（法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに

代表者の氏名及び生年月日）。ただし、上記⑥の情報のうち、当



該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報につい

ては、氏名及び生年月日（法人の場合は、代表者の氏名及び生

年月日）を除く。 

(3)保有 さ

れる期間 

上記(2)の情報は、登録日（③及び⑦にあっては、当該情報に対

応する④の措置の完了又は契約解除の登録日）から５年を超え

ない期間保有されます。 

４．加盟店

情報を共同

利用する共

同利用者の

範囲 

協会会員であり、かつ、ＪＤＭ会員である、包括信用購入あっ

せん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号

等取扱契約締結事業者及びＪＤＭセンター 

※ＪＤＭ会員は、協会のホームページに掲載しています。 

ホームページ https://www.j-credit.or.jp/ 

５．制度に

関するお問

合わせ先及

び開示の手

続き 

加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きに

ついては、下記６．ＪＤＭセンターまでお申出ください。 

６．運用責

任者 

・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター

（ＪＤＭセンター） 

住所：東京都中央区日本橋小網町１４－１ 住生日本橋小網町

ビル 

代表理事：松井 哲夫 

電話番号：０３－５６４３－００１１（代表） 

2. 当社は、加盟店に対して通知して加盟店情報機関を追加又は変更することができる。 

第 3 条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用) 

1. 加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問

わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび加盟店情報

機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意する。 

2. 加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定

める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意する。 

 

QR 決済に関する特約 

本特約は、Air ペイ加盟店が RCL の提供する本決済システムで QR 決済を利用するにあたり

定められた特約です。本特約に定めのない事項は Air ペイ加盟店規約に準じるものとしま



すが、準用の際、Air ペイ加盟店規約第 2 条第 10号に定める「決済サービス提供会社等」

には本特約第 2条第 12 号に定める決済事業者を含むものとします。 

なお、別途 RCL の定める「「Air ペイ QR」決済サービス利用規約」への同意がある Air ペイ

加盟店が RCL の提供する本決済システムで QR 決済を利用するにあたっては、本特約に特段

の定めがない限り、本決済システムにおける QR 決済に関して、「Air ペイ QR」決済サービ

ス利用規約、本特約の順で優先して適用するものとします。 

また、Air ペイ加盟店は、本特約への同意をもって、決済サービス提供会社等が Air ペイ加

盟店に対して負う取引代金相当額の支払債務について、RCL が併存的に債務を引き受けるこ

と、ならびに RCL に対し Air ペイ加盟店による取引代金相当額を代理で受領する権限を授

与することに同意するものとします。 

 

第 1 章 総則 

第 1 条(適用範囲等) 

 本特約は、本決済システムにおける QR 決済の提供条件および本決済システムにおける QR

決済の利用に関する RCL と加盟店（加盟店になろうとする登録希望者も含みます。）との間

の権利義務関係を定めることを目的とし、RCL と加盟店との間の本決済システムにおける QR

決済の利用に関わる一切の関係に適用されます。 

 

第 2 条(定義) 

1. 本特約において「加盟店」とは、本決済システムの利用の登録を申請し、RCL が本決

済システムを利用することを承諾した者をいいます。 

2. 本特約において「店舗」とは、加盟店が運営する店舗をいいます。 

3. 本特約において「取扱商品」とは、加盟店が店舗で顧客へ販売または提供する、物

品・サービス・権利・ソフトウェア等をいいます。 

4. 本特約において「顧客」とは、加盟店の店舗において取扱商品の購入若しくは利用

を申し込んだ、または加盟店より当該申込を承認された者をいいます。 

5. 本特約において「QR 決済」とは、顧客のモバイル端末の画面または Air ペイに表示

された QRコードその他のコードを読み取ることにより行われる決済をいいます。 

6. 本特約において「対面販売」とは、店舗および顧客間の取扱商品の販売等にかかる

対面取引をいいます。 

7. 本特約において「決済データ」とは、店舗と顧客間の対面販売において、RCL が決済

処理のために用いるデータをいいます。 

8. 本特約において「コンテンツ」とは、加盟店が店舗で提供または表示する一切の情

報をいいます。 

9. 本特約において「決済サービス」とは、RCL が代理権限および委託の範囲において

加盟店に対して提供する、加盟店の QR 決済による取扱商品の代金（売上代金の他



に、取扱商品の販売に係る租税公課、送料、その他手数料等を含む場合があるもの

とし、以下、「商品代金」といいます。）の決済、当該決済にかかる情報の伝送・処

理サービスおよびこれに付随するサービスをいいます。 

10. 本特約において「本決済システム」とは、Air ペイを利用する前提で加盟店が利用

を申し込み、RCL がその提供を受諾した決済サービスをいいます。 

11. 本特約において「決済品目」とは、決済サービスを構成する、次のものをいいます。 

・Alipay.com Co.,Ltd.が提供する決済手段であって「Alipay」と称して提供する品目 

・株式会社 NTT ドコモが提供する決済手段であって「d 払い（バーコード決済）」と称して

提供する品目 

・TencentHoldings Linitedが提供する決済手段であって「WeChat Pay」と称して提供する

品目 

・Alipay Singapore E-commerce Private Limitedが提供する決済手段であって「Alipay+」

と称して提供する品目 

・PayPay株式会社が提供する決済手段であって「PayPay」と称して提供する品目 

・auペイメント株式会社が提供する決済手段であって「au Pay」と称して提供する品目 

・UNIONPAY INTERNATIONAL CO., LTD.,が提供する決済手段であって「UnionPay QRコード」

と称して提供する品目 

・株式会社みずほ銀行が提供する決済手段であって「J-Coin Pay」と称して提供する品目 

・楽天ペイメント株式会社が提供する決済手段であって「楽天ペイ」と称して提供する品目 

・株式会社ジェーシービーが提供する決済手段であって「SmartCode」と称して提供する品

目 

・株式会社リクルート MUFGビジネスが発行する資金移動業に係る決済手段および前払式支

払手段であって「COIN+」と称して提供する品目 

12. 「決済事業者」とは、本決済システムに含まれる決済品目の発行者をいいます。な

お、各決済品目において、顧客が決済事業者に対して自己の保有するクレジットカードを決

済の利用に供するために登録する結果として QR 決済が当該クレジットカードの支払を通じ

て行われることがある場合には、当該決済事業者が指定するクレジットカード会社も決済

事業者に含まれるものとします。なお、決済事業者と加盟店との間で成立する各種契約（加

盟店契約、決済品目に関する SDK の利用のために締結される規約等を含みますがこれに限

りません。）のうち一部については以下に列挙します。 

 

PayPay： 

https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/ 

https://about.paypay.ne.jp/terms/ 

https://paypay.ne.jp/store/introduction/jichitai-cp-houkatsu/ 

 



au Pay： 

https://form.aupay.wallet.auone.jp/agreement/store/ 

 

J-Coin Pay： 

https://www2.uccard.co.jp/uc/kameiten/other/j_coin_pay_kiyaku.html 

 

楽天ペイ： 

https://pay.rakuten.co.jp/business/policy/b-policy/ 

https://pay.rakuten.co.jp/business/policy/b-policy/alliance_appendix/ 

 

SmartCode： 

https://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kameiten0705_05.pdf 

https://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kameiten_codepay_tokuyaku.pdf 

 

COIN+： 

https://coinplus.jp/terms/#s6 

 

第 3 条(第三者への委託) 

1. RCL は、本決済システムにおける QR 決済の提供に必要な業務の全部または一部を、

RCL の責任において第三者に委託できるものとします。 

2. 前項に基づき RCL がサービスの全部または一部を委託する場合の、委託先の選択、

委託先に対する監督ならびに委託先の行った業務の結果については、当該委託先が

加盟店の指定によるものである場合を除き、RCL が一切の責任を負うものとします。

但し、業務の性質に照らして RCL が適切と判断する場合ならびに RCL および当該委

託先において締結された委託契約に基づき当該委託先が責任を負う範囲について、

RCL は、加盟店に対する責任の履行に伴い、当該委託先を通じて当該責任の履行を

行うことができるものとします。 

3. 加盟店は、RCL の事前の承諾を得ることなく本契約に基づく業務の全部または一部

を第三者に委託してはならないものとします。 

4. 加盟店は、RCL の事前の承諾を得て業務の全部または一部を第三者に委託する場合

においても、本特約に定めるすべての義務および責任を免れないものとします。ま

た、加盟店は、当該第三者をして、委託契約等の締結により本契約に定める加盟店

の義務と同等以上の義務を課すとともに、当該第三者の行為について RCL に対して

連帯して責任を負うものとします。 

5. 加盟店は、前項に基づく業務委託先である第三者(以下、「業務代行者」といいます。)

が本特約等に定める全ての義務および責任を遵守するよう、指導および監督する責



任を負うものとし、業務代行者が委託業務に関連して、RCL または他の第三者に損

害を与えた場合、加盟店は、業務代行者と連帯して RCLまたは他の第三者の損害を

賠償するものとします。 

6. 業務代行者において事故が生じた場合、RCL および決済事業者は、加盟店を通じて

業務代行者に被害拡大の防止策および再発防止策を指導できるものとし、加盟店は、

第 4 項に定める委託契約等において、業務代行者に対して当該指導に従う義務を

課さなければならないものとします。 

7. 前三項に加え、加盟店が RCL の承諾を得た上で、決済データの取扱いを第三者に委

託する場合には、加盟店は、以下の各号に従うものとします。 

(1) 決済データの取扱いの委託先となる第三者が次号に定める義務に従い決済

データを適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認する

こと。 

(2) 第三者に対して、本特約に定める義務と同等の義務を RCL に対し負担させ

ること。 

(3) 第三者における決済データの取扱いの状況について定期的または必要に応

じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、第三者に対す

る必要かつ適切な指導および監督を行うこと。 

(4) 第三者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対して決済デ

ータの取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。 

(5) 第三者が決済データの取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、

必要に応じて当該第三者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定める

こと。 

 

第 4 条(提供する商品またはサービス) 

1. 加盟店は本決済システムにおける QR 決済を利用するにあたって、次の各号記載の事項

を遵守するものとします。 

(1) 加盟店が店舗で提供し、または提供する予定の取扱商品は、加盟店が RCL もし

くは決済事業者に申請した店舗申請データ、または今後加盟店が RCL もしくは

決済事業者に提出し、RCL が承認した修正後の店舗申請データに記載したもの

に限ること 

(2) 加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含むコンテンツの表示内容に基づ

く瑕疵のない取扱商品の販売または提供を行うこと 

(3) 本特約の遂行に必要な諸データは、適法かつ公正な手段によって取得されたも

のであること 

(4) 旅行商品・酒類・商品券類・金銀の地金・タバコ・印紙・切手・古物等の販売

にあたり許認可を得るべきまたは届出を行うべき取扱商品を取扱う場合は、あ



らかじめ RCL にこれを証明する関連証書類を提出し、事前に RCL および必要に

応じて RCL を通じて決済事業者の承認を得ること 

(5) 加盟店における前払式支払手段の使用実績について、決済事業者または RCL の

求めに応じて決済事業者が指定する一定期間ごとに報告することおよび当該

使用実績の正確性の検証のための協力に応じること 

2. 加盟店は、本特約に従って、取扱商品を顧客に販売もしくは提供することができるもの

とします。但し、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとします。 

(1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令の定めに違反するもの 

(2) 生き物 

(3) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの 

(4) 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの 

(5) 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの 

(6) 通常人の射幸心をあおるもの 

(7) 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの 

(8) 第三者の著作権、商標権、意匠権および特許権等知的財産権を侵害するもの 

(9) 第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの 

(10) 商品券・プリペイドカード・スクールなど講習代金の前受金・入会金・年会費

などの商品、サービス提供が完了する前に支払う手段となるもの 

(11) 印紙・切手・金券・回数券その他の有価証券など 

(12) オークション（出品代行、落札代行）代金、仲介・委託販売、輸入代行に関す

るもの 

(13) 「旅行業法」に基づく「旅行業」の登録が必要なサービス 

(14) 施術以外の物品販売 

(15) スクールなどの講習代金 

(16) 脱毛・痩身・豊胸、アートメイク・近視矯正・ピアス穴開け等の施術・人の皮

膚を清潔にし若しくは美化し、体系を整え、体重を減じ、または歯牙を漂白す

るための医学的処置、手術およびその他の治療 

(17) 特定商取引法に定義される「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定

継続的役務提供」「業務提供誘因販売」に該当するもの 

(18) 「特定継続的役務提供」に該当しない取扱商品で、取扱商品を複数回に渡りま

たは継続的に引渡しまたは提供するもの 

(19) RCLまたは決済事業者のイメージを低下させる販売行為または提供 

(20) その他決済事業者が指定する規約等において取扱いを禁じるもの 

(21) その他 RCLまたは決済事業者が不適当と認めたもの 

3. 加盟店が前各項の取扱いを行ったと RCLまたは決済事業者が判断した場合、RCL は加盟

店に通知することにより、当該加盟店における本決済取引が可能な取扱商品を制限する



ことができるものとします。なお、当該制限により加盟店に生じた損害について、RCL

は賠償する責任を負わないものとします。 

4. 取扱商品またはコンテンツの知的財産権に関して第三者からの異議申立が生じた場合

には、加盟店の責任において解決するものとします。 

 

第 5 条(不正利用防止対策) 

1. 加盟店は、本決済システムにおける QR 決済を利用した対面販売を実施するに際し

ては、関連法令等に従い、善良なる管理者の注意をもって、顧客による QR 決済がな

りすましその他の不正利用（以下、「不正利用」といいます。）に該当しないことを

確認しなければならないものとします。 

2. 加盟店が前項の確認のために講じる措置の具体的方法および態様は、RCL が所定の

方法により別途定めるとおりとします。 

3. 前項の規定にかかわらず、RCL は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由によ

り、特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求め

ることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 

4. 加盟店が本人以外の者を正当な顧客と誤認して QR 決済を行ったことにより生ずる

紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとします。 

 

第 6 条(不正利用発生時の対応) 

1. 加盟店は、その行った対面販売につき、QR 決済の不正利用がなされた場合には、必

要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当

該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を

策定し実施しなければならないものとします。 

2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を RCL および RCL を通じて決済事業者そ

の他 RCL が指定する者に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果なら

びに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジ

ュールを報告しなければならないものとします 

 

第 7条(決済手数料) 

 加盟店は、本決済システムにおける QR 決済利用の対価として、別途申込書に定める決済

手数料（以下、「決済手数料」といいます。）を、RCL の別途定める計算期間ごとに次条およ

び別紙の定めに従って支払うものとします。 

 

第 8条(支払方法) 

1. RCL は、自らまたは委託先（二以上の段階にわたる委託先を含みます。）をして、商

品代金の総額（RCL または決済事業者による支払拒絶、商品代金の返還請求等があ



った場合はそれを差し引いた額を指すものとし、以下同様とします。）から決済手数

料を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関口座に送金して支払うものとしま

す。 

2. 加盟店は、RCL に対し、加盟店において以下の事項の一が生じた場合に、RCL が直ち

に第 1項の支払いを留保する権限を付与するものとします。 

(1) 加盟店が本決済システムの利用の申込に際し、虚偽の届出を行っていた場

合 

(2) 加盟店が Air ペイ加盟店規約第 30条（禁止事項）各号に該当する行為を行

っていた場合、または第 4 条（提供する商品またはサービス）第 2 項各号

に定めるものを顧客に販売もしくは提供していた場合 

(3) 加盟店が自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになっ

た場合その他支払停止になった場合 

(4) 加盟店の信用状態に変化が生じ、またはそのおそれがあると RCL が判断し

た場合 

(5) 加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、また

は破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、ま

たはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合 

(6) 加盟店が営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処

分を受けた場合 

(7) 加盟店が本決済システムにおける QR 決済の利用において信用販売制度を

悪用していることが判明した場合 

(8) 加盟店が RCL の同意なく決済手数料の支払いを怠った場合 

(9) RCL または決済サービス提供会社等が加盟店から提出された売上情報に調

査が必要と判断した場合 

(10) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合 

(11) RCLまたは決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為を

した場合 

(12) その他 RCLまたは決済事業者が不適当と認めた場合 

3. 加盟店は前項に定める留保により、かかる留保金額について利息および遅延損害金

が発生しないことについて承諾します。 

 

第 9 条(取扱商品代金の支払の取消および返金等) 

1. 加盟店は、本決済システムにおける QR 決済により商品代金の決済が行われた顧客

との取引について、返品その他の理由により取消しまたは解除を行う場合、RCL が

別途指定する期限までに、RCL の指定する方法で取扱商品代金の決済を取り消すも

のとします。その場合、RCL は当該決済について第 8 条（支払方法）に基づく加盟



店に対する支払いの義務を負わないものとします。また、かかる場合において、RCL

が加盟店に対し既に当該商品代金を支払っているときには、RCL は、加盟店に対し、

当該代金の返還を求めることができるものとします。当該返金方法には、RCL の加

盟店に対する次回以降の第 8 条（支払方法）第 1 項に定める振込額から差引くこ

とによる返還方法も含まれるものとします。この場合であっても、加盟店は、当該

決済に関して、第 7 条（決済手数料）に定める本サービス利用の対価を支払うもの

とします。 

2. 次のいずれかに該当する場合については、RCL は第 8条（支払方法）に基づく加盟

店に対する支払いの義務を負わず、利用者保護の必要性に鑑み決済事業者と連携の

うえ、取扱商品代金の返還を行うことができるものとします。 

(1) 加盟店が、本特約の規定に違反して取扱商品の販売を行った場合。 

(2) 紛失または盗難された決済手段により決済が行われた場合。 

(3) 偽造または変造された電子的情報により決済が行われた場合。 

(4) 利用者が当該取引に関し、利用覚えなし、金額相違等の疑義を RCL および

決済事業者へ申し出た場合。 

(5) 加盟店の請求内容に誤りがあり、RCL および決済事業者が利用者に請求で

きないデータがあった場合。 

(6) 加盟店とその顧客との間で本決済システムにおける商品代金の回収または

収納の原因関係たる売買取引の債務不履行等の瑕疵、不成立もしくは不存

在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合において、加盟店、決済会社または

RCL が利用者から取扱商品代金の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受け

た場合。 

(7) 利用者から決済事業者または RCL に対し、取扱商品代金の支払拒絶の申し

出があった場合、または決済事業者から支払いが拒絶された場合。 

(8) 取扱商品が未発送または未提供の場合。 

(9) 加盟店が提供すべき取扱商品の種類、品質、数量もしくは移転した権利が

加盟店および利用者間の原因取引に係る契約の内容に適合せずもしくは故

障等が生じた場合であって利用者の利益が著しく害される状況が発生した

ことまたは加盟店における履行不能が生じたことにより、利用者による加

盟店との原因取引に係る契約解除の意思表示がなされたと RCL が合理的に

判断した場合。 

(10) 加盟店において Air ペイ加盟店規約第 38 条（契約の解除）第 1 項各号に

定める事由に該当するまたは該当するおそれがあると RCL が合理的に判断

した場合 

(11) 加盟店が RCL との本契約以外の加盟店契約を締結している場合において、

当該他の加盟店契約における RCL の支払留保事由に該当したとき。 



3. RCL は、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当該

事項が解決するまでの間、第 8条（支払方法）第 1 項に定める代金の支払いを留保

できるものとし、1 ヶ月を経過しても当該事項が解決しない場合、当該代金の支払

義務を負わないものとします。この場合において、RCL が加盟店に対し支払いを留

保した代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。 

4. RCL が本条第 2 項各号または前項により第 8条（支払方法）第 1 項に定める代金

の支払義務を負わない場合において、RCL が加盟店に対し既に当該商品代金を支払

っているときには、RCL は、加盟店に対し、当該商品代金の返還を求めることがで

きるものとします。なお、RCL が第 8条（支払方法）第 1 項に基づき今後加盟店に

対し商品代金を支払う予定があるときには、当該商品代金から既に支払っている商

品代金を差し引くことができるものとします。 

5. 前各項の規定にかかわらず、本条に定める支払請求権に係る支払いが、RCL が RPYに

その支払いを委託して行うものである場合において、RCL が、当該支払いが行われ

る日までの間に弁済期の到来した当該 Air ペイ加盟店に対する債権(本特約に基づ

く債権に限られない。)を有するときは、RCL は、当該支払委託に係る債権と当該加

盟店に対する債権とを対当額にて相殺のうえ、第 8条に基づく支払いを委託するも

のとします。この場合において、当該相殺によって対等額により消滅することとな

る債権は、RCL が所定の方法により任意にこれを指定することができるものとし、

Air ペイ加盟店は、RCL の当該指定に異議を述べることができません。 

 

第 2 章 Alipay特約 

利用者が QR 決済に関する特約第 2 条第 12 号に定める「Alipay」と称して提供する品目の

利用を希望する場合には、QR 決済に関する特約第 1 章の規定に加え、本章の規定を適用す

るものとします。なお、本章の規定が QR 決済に関する特約第１章の規定と矛盾抵触する場

合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。 

 

第 10条 （用語の定義） 

本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。 

1. 「Alipay決済サービス」とは、アリペイが提供する決済手段であって「Alipay」と

称して提供する、商品代金の収納代行およびそれに係る情報処理サービスをいいま

す。 

2. 「アリペイアカウント」とは、顧客がアリペイの指定サイト上で会員登録を完了し

た際に割り当てられる取引アカウントをいいます。 

3. 「エクスプレスチェックアウト」とは、アリペイアカウントと紐付けられた顧客の

銀行カードから顧客が直接引き落として商品代金の支払を完了させることができる

資金源の一つをいいます。 



第 11 条 （委託業務） 

利用者はリクルートに対し、以下の業務を委託し、リクルートはこれを受託します。 

1. アリペイへの商品代金の収納依頼 

2. アリペイからの商品代金の入金情報の受領 

3. アリペイからの商品代金の受領 

4. その他利用者およびリクルートで合意した業務 

5. 前各号に付随関連する業務 

第 12 条 （取扱商品） 

1. 利用者は、リクルートに対し、アリペイ決済サービスを利用して顧客へ販売または

提供される取扱商品に関し、適用ある法令または規則の要求に合致していること、

ならびに、リクルートおよび顧客その他の第三者の知的財産権を侵害しないことを

表明し保証します。 

2. 利用者は、アリペイ決済サービスを利用して顧客へ販売または提供した取扱商品が

顧客その他の第三者の権利または利益を侵害した場合には、利用者の責任と費用負

担において当該第三者との紛争を解決するとともに、当該第三者またはリクルート

もしくはアリペイに生じた一切の損害を賠償するものとします。 

第 13 条 （入金情報） 

店舗と顧客との間で信用販売が成立し、顧客が商品代金の支払いを完了した場合、アリペイ

は、アリペイが顧客から商品代金を受領した旨をリクルートに対して通知し、リクルートは

これを受けて当該通知を利用者に転送するものとします。利用者は、当該通知の受領後、顧

客に対して速やかに取扱商品の提供を開始するものとします。 

第 14 条 （精算） 

1. リクルートは、利用者に対し、アリペイが指定する為替レートを適用して人民元を

日本円に換算したうえで、前条の商品代金にかかる精算を行うものとします。 

2. 利用者は、前項の精算に関し、原則としてマーチャント管理ポータルに表示された

売上データを基礎として計算されるものとしますが、イーコンテクストがアリペイ

から取得する入金明細データとの齟齬が生じた場合には、当該入金明細データが優

先して適用されることを承諾するものとします。 

第 15 条 （返金） 

1. 利用者が自己の販売方針に基づき顧客に対する商品代金の返金（以下、「本件返金」

といいます。）を必要と判断した場合、または利用者が顧客に対して本件返金を行う

旨を通知した場合、リクルートは、リクルート所定の方法による利用者からの依頼

に基づき、本条の定めに従って速やかに本件返金を行うものとします。 

2. 利用者は、リクルートを通じてアリペイに対し、利用契約に基づいてアリペイがリ

クルートに送金する前の商品代金から本件返金に相当する額（以下、「返金額」とい

います。）を差し引き、リクルートの指示に従って顧客に対し本件返金を行う権限を



付与するものとします。 

3. アリペイがリクルートに送金する前の商品代金が返金額より少額のため前項の差引

処理ができない場合、アリペイは、商品代金の不足が解消された時点において返金

処理を行うものとします。 

4. 前 2 項に基づき差引処理された返金額については、決済手数料の課金対象とはなら

ないものとします。加えて、アリペイが顧客から商品代金を回収した時点で既に差

し引かれたアリペイ所定のサービス手数料について、後日本件返金の対象となり顧

客に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料は利用者に返金されるもの

とします。 

5. リクルートは、取引日より 365日以内に利用者より受領した本件返金の指示につい

てのみ受諾し対応するものとします。 

第 16 条 （エクスプレスチェックアウト） 

1. リクルートは、エクスプレスチェックアウトで使用可能なクレジットカードまたは

デビットカードの種別、発行銀行、支払限度額を随時変更できるものとします。ま

た、リクルートは、リクルート所定のリスク管理基準に従い、またはアリペイから

の事前に利用者に通知することにより、エクスプレスチェックアウトを停止または

終了することができるものとします。 

2. リクルートは、アリペイから、アリペイの決済処理システムを介した不当な支払請

求またはその他の不正取引（以下、「不正取引」と総称します。）があった旨の通知

を受けた場合、以下各号に定める措置を講じるものとします。 

(1) 利用者は、リクルートに対し、当該不正取引において商品の配送またはサ

ービスの提供を適切に行ったことを証明できる証拠資料を提出するものと

します。なお、証明資料には、店舗内の CCTV（防犯カメラ映像）、対象商品

の名称や金額等が含まれますが、これらに限りません。 

証明資料の提供がされない、もしくは十分と認められない場合、または不

正取引が利用者の故意もしくは過失に起因することが判明した場合には、

利用者はリクルートに対して、当該不正取引に関してリクルートが利用者

に支払った商品代金を返還するものとします。 

(2) エクスプレスチェックアウトを利用した不正取引の累積額が、連続した 3

ヶ月間の各月において、エクスプレスチェックアウトを利用して完了した

取引総額の 1000分の 1を超える場合、リクルートは予告なくエクスプレス

チェックアウトを停止する権利を有するものとします。 

(3) エクスプレスチェックアウトを利用した不正取引の累積額が、特定の 1 ヶ

月の取引総額の 10万分の 1を超える場合、利用者は、リクルートと協力し

て、不正取引の発生リスクを低減するものとします。利用者がリクルート

の通知を受領した日から 30 日以内にリクルートが要請した予防措置を講



じなかった場合には、リクルートは予告なくエクスプレスチェックアウト

を停止する権利を有するものとします。 

3. 前 2 項に基づきエクスプレスチェックアウトが停止または終了されたことに起因ま

たは関連して顧客との間でクレーム、請求その他の紛争が生じた場合、利用者は、

利用者の責任および費用負担において当該紛争を解決するものとし、リクルートは

一切責任を負わないものとします。 

第 17条 （サービス利用上の遵守事項） 

1. 利用者は、リクルートに開示または提供した全ての情報およびデータが真正、正確

かつ完全であることを保証するものとします。 

2. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、国際連合安全保障理事会決議等の

国際的な要請等に基づき規制を受ける以下各号のいずれにも該当しないことを表明

し、保証するものとします。また利用者は、利用者が法人である場合は、利用者の

代表者、または利用者の実質的支配者（犯罪による収益の移転防止に関する法律（平

成 19 年法律第 22 号、以後の改正を含みます。また、当該法律に関連する政令等を

含みます。以下、本条において「犯収法」といいます。）における実質的支配者を指

すものとします。）が、以下各号のいずれにも該当しないことも併せて表明し、保証

するものとします。 

(1) 国際連合安全保障理事会または日本、米国、その他の各国により、国際安全

保障や各国の安全保障上問題があるとして公表された上、経済制裁の対象

に指定された国・地域における企業または個人と取引を行っている、また

は当該国・地域において何等かの資産を有している。 

(2) 日本の財務省により、経済制裁措置の対象として公表されている。 

(3) 米国財務省外国資産管理室（Office of Foreign Assets Control、略称：

OFAC)により、制裁措置の対象として公表されている。 

(4) 第 2号または第 3号の対象者と取引を行っている 

3. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、犯収法における①「外国の政府等

において重要な地位を占める者」または②「過去にその地位にあった者」に自己が

該当せず、あるいは自己の家族（配偶者（事実婚を含みます）、自己の父母、自己の

子、自己の兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子をいうものとします。）が前記

①および②に該当せず、もしくは利用者が法人である場合において、利用者におけ

る犯収法上の実質的支配者および当該実質的支配者の家族（定義は前記と同じとし

ます。）が前記①および②に該当しないことを表明し、保証するものとします。なお、

①の具体的内容は以下に掲げるとおりとしますが、当該記載と犯収法の規定に相違

がある場合には、犯収法の規定が優先するものとします。 

(1) 国家元首 

(2) 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職 



(3) 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長

に相当する職 

(4) 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 

(5) 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権

委員に相当する職 

(6) 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上

幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職 

(7) 中央銀行の役員 

(8) 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人

の役員 

4. 利用者は、前項の表明保証に違反した場合（リクルートにおいて、違反またはその

おそれがあると判断した場合を含みます。）、リクルートが利用者に対しアリペイ決

済サービスを提供しない、あるいはサービスの内容等に一定の制限を設ける措置（以

下、これらの措置を本項において「利用制限等」といいます。）を採ることができる

こと、あるいは提供のために追加的な情報または資料の提供を求めることができる

ことを予め承諾するものとします。この場合においてリクルートが満足する追加的

な情報または資料の提供がなされない場合、リクルートは利用制限等の措置を採る

ことができるものとします。リクルートが本項の規定に従い利用制限等の措置を採

ったことにより利用者にいかなる損害が生じたとしても、リクルートは免責される

ものとします。 

5. 利用者は、アリペイ決済サービスを、利用者の名義で第三者のために導入せず、ま

たはリクルートもしくはリクルートを通じてアリペイが提供する支払のインターフ

ェースを、他のウェブサイトまたは企業のための商業的または非商業的なサービス

に利用しないものとします。 

6. 利用者は、リクルートまたはリクルートを通じてアリペイが提供した取引管理シス

テムを適切に利用するよう保証するものとし、また利用者のシステムが、注文の取

扱いおよび物品の配送またはサービスの提供に関して、リクルートまたはリクルー

トを通じてアリペイが提供するソフトウェア要件およびサービス・プロセスに合致

していることを保証するものとします。 

7. リクルートおよびアリペイのロゴおよびコンテンツは、リクルートが別途認める場

合を除き、利用者が支払方法としてアリペイ決済サービスの利用を受け付けること

を示すためにのみ使用しなければなりません。また、利用者は、リクルートの指針

および指示に従って、アリペイ決済サービスを誠実に顧客に説明し、サービス申込

のためにリクルートのプラットフォームにアクセスできるよう顧客を導くことを保

証するものとします。 

8. 利用者は、顧客に対し、アリペイ決済サービスの利用の対価として、サービス手数



料、決済処理手数料またはシステムアクセス手数料等のいかなる手数料も課金しな

いものとします。 

9. 利用者は、顧客に対して、いかなる方法によっても、いずれの販売チャンネルでの

精算の際であるかにかかわらず、アリペイ決済サービスを決済方法として使用する

ことを制限しないものとします。 

10. 利用者は、信用販売の証拠（配送の証憑など）を取引完了後 5 年間保管するものと

し、リクルートがその閲覧を請求した場合は、これに応じるものとします。 

第 18条 （利用者の同意） 

1. 利用者は、リクルートおよびアリペイに対して、利用契約に定める義務を履行する

目的に限り、リクルートおよびアリペイが利用契約で意図する自らの義務を履行す

るために必要なマーケティング資料、財産的価値のある物件またはその他の利用者

の知的財産権が含まれる資料を使用、複製、公開、配布および伝送するための非独

占的で譲渡不能なロイヤルティなしのライセンスを供与することに異議なく同意し

ます。 

2. 利用者は、リクルートおよびアリペイが自社のウェブサイト、広告、プレスリリー

スおよびメディア向けの記事を含む販売促進資料の中で、アリペイ決済サービスの

利用に関連して利用者の名称に言及することに異議なく同意します。 

3. 利用者は、アリペイに対して、利用者の知的財産権が含まれる資料を前項の販売促

進資料へ掲載する目的に限定して使用、複製、公開、配布および伝送するための非

独占的で譲渡不能なロイヤルティなしのライセンスを供与することに異議なく同意

します。 

第 19 条 （保証制限および免責） 

1. リクルートは、アリペイ決済サービスに関して、明示的か黙示的かを問わず、商品

性または特定目的適合性を一切保証しないものとします。 

2. リクルートは、いかなる場合も、利用者に対して、逸失利益、間接損害、特別損害、

付随的損害、特別損害もしくは懲罰的損害または利用契約の締結時点において予見

不能な損害に関して賠償責任を負わないものとします。 

 

第 3 章 d払い（バーコード決済） 

d払い（バーコード決済）利用者が QR 決済に関する特約第 2条第 12 号に定める d払い（バ

ーコード決済）の利用を希望する場合には、QR 決済に関する特約第 1 章の規定に加え、本

章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が QR 決済に関する特約第 1章の規定

と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。 

第 20条 （用語の定義） 

本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。 

1. 「d払い（バーコード決済）」とは、顧客がドコモの提供する専用アプリをインスト



ールした端末でバーコードを利用し、利用者と顧客との間の取引の代金の支払いを、

第 2 号の「支払方法」に規定する支払い方法から選択して行う決済サービスをいい

ます。本章においては、以下単に「d払い」と表記します。 

2. 「支払方法」とは、d払いの利用に際し、顧客が選択することができる、請求代金ま

たは請求代金に相当する額を支払う以下の方法（ドコモが別に定める「d 払いご利

用規約」に定義するものと同義とします。）をいい、その詳細はサービスガイドライ

ンで定めるとおりとします。 

(1) 電話料金合算払いからの支払い 

(2) dカードからの支払い 

(3) dカード以外のクレジットカードからの支払い 

(4) dポイント利用 

(5) d払い残高からの支払い／d払い残高利用 

3. 「加盟店契約」とは、利用者が d払いの提供を受けるために、利用者とドコモとの

間で締結される、本章に定める内容の契約をいいます。 

4. 「顧客」とは、利用者から購入した商品等の代金又は対価の支払のために d払いを

利用する者をいいます。 

5. 「商品等」とは、利用者が d払いを利用して販売又は提供する商品及び役務をいい

ます。 

6. 「請求代金」とは、利用者が顧客との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約

等（以下本章において、総称して「売買契約等」といいます。）に基づき顧客に対し

て請求権を有する代金又は対価（送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額

を含みます。）をいいます。 

7. 「売上情報」とは、利用者がドコモに対して送信する売上日、請求代金等に関する

情報をいいます。 

8. 「サービスセンタ」とは、ドコモが利用者に対して d払いを提供するために設置す

る電子計算機及び電気通信設備等をいいます。 

9. 「サービスガイドライン」とは、d 払いの提供条件等についての詳細を説明するた

め、本章の規定の一部を構成するものとしてドコモが別に定めるものをいい、リク

ルート所定のウェブページ（https://www.veritrans.co.jp/tos/dbarai_kiyaku.pdf）

に最新版を掲載するものとします。 

10. 「ドコモ口座」とは、ドコモが別に定める「ドコモ口座利用規約」に定めるドコモ

口座をいいます。 

11. 「クレジットカード」とは、クレジットカード等（クレジットカード、デビットカ

ード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他

の物又は番号、記号その他の符号を含みます。）のうち、ドコモが指定するものをい

います。 



12. 「クレジットカード支払い」とは、ドコモが別に定める手続に従って顧客が登録し

たクレジットカードを、ドコモへの請求代金の支払いに利用することができる機能

をいいます。 

13. 「クレジットカード支払い加盟店契約」とは、クレジットカード支払いにおけるク

レジットカードによる決済に関する、クレジットカード会社とドコモとの間の契約

をいいます。 

14. 「提携クレジットカード会社」とは、自己が加盟又は提携する組織（VISA インター

ナショナルサービスアソシエーション及びマスターカードインターナショナルイン

コーポレーテッドを含み、以下本号及び次号において同じとします。）からの許諾を

得て、クレジットカード利用加盟店（自己との取引の相手方に対してクレジットカ

ードを利用した支払手段を提供する個人又は法人を指すものとします。）に関する募

集、審査、認定を行い、クレジットカードの決済処理を行うクレジットカード会社

のうち、ドコモとの間でクレジットカード支払い加盟店契約を締結したクレジット

カード会社をいいます。 

15. 「提携会社」とは、提携クレジットカード会社、提携クレジットカード会社が加盟

又は提携する組織並びにドコモがクレジットカード支払いの機能を提供するに際し、

ドコモと提携クレジットカード会社又は提携クレジットカード会社が加盟又は提携

する組織との間で、当該クレジットカード支払いに関する決済関連データ等の必要

な情報の送受信等を行う決済処理サービスを提供する法人の総称をいいます。 

16. 「dポイント」とは、ドコモが別に定める「dポイントクラブ会員規約」（以下、「d

ポイントクラブ会員規約」といいます。）に定める dポイントをいいます。 

17. 「dポイント付与（請求代金額連動）」とは、ドコモが別途通知する「d払い加盟店 

料率通知書」に定める料率の手数料率に基づき算出される手数料を利用者が支払う

ことを条件として、ドコモが、請求代金の金額に連動して dポイントクラブ会員で

ある顧客に対して、当該通知書に定めるポイント付与条件により、サービスガイド

ラインに従って dポイントを付与する機能であって、ドコモが利用者に対して提供

するものをいいます。 

18. 「d ポイント付与（キャンペーン）」とは、ドコモと利用者との間で別途締結する、

dポイント付与（キャンペーン）に関する覚書（以下、「dポイント付与（キャンペ

ーン）覚書」といいます。）において指定する費用（以下、「dポイント付与費用（キ

ャンペーン）」といいます。）を利用者が支払うことを条件として、ドコモが、利用

者の指定に基づいて、dポイント付与（請求代金額連動）とは別に、請求代金の金額

に連動して dポイントクラブ会員である顧客に対して、サービスガイドラインに従

って dポイントを付与する機能であって、ドコモが利用者に対して提供するものを

いいます。 

第 21 条 （包括代理権の授与） 



1. 利用者は、d 払いの利用を申し込む場合には、以下のすべての事項について、リク

ルートが利用者を包括的に代理する権限を授与することに同意するものとします。 

(1) ドコモに対する d払い利用の申込み 

(2) 加盟店契約及びこれに付随する一切の覚書等の締結 

(3) ドコモに対する一切の各種届出、報告及び申請 

(4) ドコモに対する売上債権の譲渡及び売上債権の買戻しに関する事項 

(5) ドコモに対する売上債権の立替払いの請求及びその解除に関する事項 

(6) ドコモからの売上債権の譲渡代金及び立替払金の受領に関する一切の事項 

(7) ドコモに対する一切の通知、審査依頼及びドコモからの通知の受領 

(8) その他、加盟店契約に基づく利用者の義務の履行又は権利の行使に関する

一切の事項 

2. 利用者は、加盟店契約の有効期間中、利用者がリクルートに授与した包括代理権の

全部又は一部を撤回することはできないものとします。 

3. 利用者がリクルートに対して包括代理権を授与した範囲内の行為については、リク

ルートが代理人として適切な行為を行わない場合等合理的な理由がある場合を除き、

すべてリクルートが行い、利用者は本人として係る行為を行わないものとします。

なお、ドコモは、利用者に対しても、加盟店契約の当事者としてのドコモの行為を

行うことができるものとします。 

第 22 条 （加盟店契約） 

1. 利用者は、d 払いの利用を希望する場合は、本章（サービスガイドラインを含みま

す。）の内容に承諾した上で、リクルート所定の方法により、リクルートを通じてド

コモに対して加盟店契約の申込みを行うものとします。 

2. 加盟店契約は、希望者による前項の申込みをドコモが承諾した時点をもって、ドコ

モと希望者との間に成立するものとします。 

3. ドコモは、前項に基づき d払いの利用の申込みをした利用者が、次の各号に定める

事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。 

(1) ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき 

(2) ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき 

(3) その他ドコモ又は提携クレジットカード会社が不適当と判断したとき 

第 23 条 （提供条件） 

1. d 払いを提供することが可能な地域及び d 払いの提供条件等についてはサービスガ

イドラインに定めるところによります。なお、利用者は、d払いの利用にあたり、サ

ービスガイドラインを遵守するものとします。 

2. 利用者は、加盟店契約に関する業務の遂行にあたっては、関連法令や監督官庁の指

導等を遵守するものとし、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政

処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしてはならない。また、ドコ



モが関連法令等を遵守するために必要な場合には、ドコモの要請により、利用者は

必要な協力を行うものとします。 

3. ドコモが加盟店契約に定める規定に違反している又は d払いの適切な運営のために

必要であると判断し、d 払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、利

用者は、直ちにその指示に従い速やかに適切な措置を取るものとします。 

4. ドコモが、加盟店契約に定める規定の遵守を確認するために又は d払いの適切な運

営のために、合理的に必要な範囲で、ドコモが必要と認める事項について調査への

協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、利用者は、速やかにこれ

に応じるものとします。 

5. 利用者は、自己の責任と費用において、d 払いを利用するために必要な機器、ソフ

トウェア、試験その他の必要な準備を行うものとします。 

第 24 条 （クレジットカード支払い） 

1. 利用者は、クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する

提携クレジットカード会社との間のクレジットカード支払い加盟店契約については、

ドコモがその契約当事者となることを確認します。 

2. 利用者は、ドコモが、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、利用者

がリクルートを通じてドコモに提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供

する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。 

第 25 条 （加盟店契約の解約） 

1. 利用者は、ドコモに対して加盟店契約の解約を希望する日の 90 日前までにドコモ

所定の解約申込書をリクルートを通じてドコモに提出することにより加盟店契約を

解約できるものとします。 

2. ドコモは、加盟店契約の解約を希望する日の 90 日前までにドコモ所定の解約通知

書をリクルートに対して送付することにより加盟店契約を解約できるものとします。 

3. 前二項に基づき加盟店契約が解約された場合、利用者は、加盟店契約に基づき生じ

たドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに履行するものとします。 

第 26 条 （ドコモが行う加盟店契約の解除） 

1. ドコモは、利用者が加盟店契約に違反した場合、又は第 29 条（d払いの停止）第１

項各号の規定により d払いの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間

を定めてリクルートに対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよ

う催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に

加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるも

のとします。 

2. ドコモは、利用者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、

ただちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することが

できるものとします。 



(1) 加盟店契約に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を

是正することが困難であるとき 

(2) 加盟店契約に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後利用者

において違反を是正してもなお d払いを提供することが困難であるとき 

(3) 商品等について、苦情が多発したとき 

(4) 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準

ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき 

(5) ドコモへの届出内容が事実に反しており、当該届出が意図的に行われたこ

とが判明したとき 

(6) 社会通念上不適当と認められる態様において d 払いを利用しているとドコ

モが判断したとき 

(7) 加盟店契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき 

(8) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民

事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあっ

たとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押

え若しくは差押えを受けたとき 

(9) 利用者の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき 

(10) ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき 

(11) その他 d払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき 

3. 第１項又は前項の規定に従い加盟店契約が解除された場合、利用者は、加盟店契約

に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに履行するものと

します。 

第 27条 （d払い（バーコード決済）包括加盟店契約の終了に伴う加盟店契約の終了） 

d払い（バーコード決済）包括加盟店契約が終了した場合（解約、解除による場合を含みま

す。）は、加盟店契約も同時に終了するものとします。また、この場合、利用者は、加盟店

契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する日までに履行するものとしま

す。 

第 28条 （提供中止） 

1. ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合には d払いの全部又は一部の提供を

中止することがあります。 

(1) サービスセンタの保守上又は工事上やむを得ないとき 

(2) サービスセンタの障害その他やむを得ない事由が生じたとき 

(3) 電気通信サービスの停止により、d 払いの提供を行うことが困難になった

とき 

(4) 提携カード会社の指示があった場合 

(5) その他ドコモが d 払いの全部又は一部を中止することが望ましいと判断し



たとき 

2. ドコモは、前項に基づき d払いの提供を中止されたことにより利用者又は第三者に

生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 

3. ドコモは、第１項の規定により d払いの全部又は一部の提供を中止する場合は、あ

らかじめその旨をドコモが適当と判断する方法でリクルートを通じて利用者に通知

又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

第 29 条 （d払いの停止） 

1. ドコモは、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は d払いの全部又は一部の

提供を停止することがあります。 

(1) 加盟店契約の規定に違反したとき 

(2) 第 26 条（ドコモが行う加盟店契約の解除）第 2項各号のいずれかに該当し

たとき 

(3) 利用者において、6ヶ月以上継続して d払いの利用の事実がないとき 

(4) 商品等についてドコモが不適当と判断したとき 

(5) その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき 

2. ドコモは、前項の規定にかかわらず、利用者に対し、前項の措置に替えて又は前項

の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。た

だし、この措置は、ドコモが前項の措置を取ること又は第 26 条（ドコモが行う加盟

店契約の解除）に基づきドコモが加盟店契約を解除することを妨げるものではない

ものとします。 

3. ドコモは、第１項に基づき d払いの提供を停止されたことにより利用者、顧客又は

第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 

4. ドコモは、第１項の規定により d払いの全部又は一部の提供を停止する場合は、あ

らかじめその旨をドコモが適当と判断する方法でリクルートを通じて利用者に通知

又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

第 30条 （サービスの廃止） 

1. ドコモは、都合により、d 払いの全部又は一部を廃止することができるものとしま

す。なお、d払いの全部が廃止された場合は、加盟店契約は終了するものとします。 

2. ドコモは、前項に基づき d払いを廃止されたことにより利用者又は第三者に生じた

損害について、一切責任を負わないものとします。 

3. ドコモは、第１項の規定により、d 払いの全部又は一部を廃止するときは、リクル

ートを通じて利用者に対し廃止する 60 日前までに書面によりその旨を通知します。 

第 31 条 （商品等の保証） 

1. 利用者は、商品等についてサービスガイドラインの全てを遵守していることをドコ

モに対して保証するものとします。 

2. ドコモは、商品等について一切の責任を負わないこととします。 



3. 利用者は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理

由により、ドコモと顧客その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用

及び責任においてこれを解決するものとします。 

4. 前項の規定にかかわらず、ドコモは自ら顧客その他の第三者との前項の紛争を解決

することができるものとし、第 5 項の規定により、利用者にその一切の損害及び費

用（弁護士報酬を含みます。）を請求することができるものとします。 

5. ドコモが顧客その他の第三者との第 3 項の紛争により損害を被った場合は、利用者

はその一切の損害及び費用（弁護士報酬を含みます。）を賠償するものとします。 

第 32 条 （事前承認の義務） 

1. リクルートは、顧客から利用者に対して d払いの利用の申込みがあった場合、ドコ

モに対して、利用者に代わって事前の承認を求めるものとし、その承認を得るもの

とします。 

2. 前項のドコモの承認は、当該 d払いの顧客が売買契約等を締結する能力及び権限を

有すること等を保証するものではありません。 

第 33 条 （顧客との売買契約等の締結） 

1. 売買契約等の締結は、利用者と顧客との間で行うものとして、ドコモ及びリクルー

トは一切関与しないものとします。 

2. 利用者は、利用者の責任において、顧客が売買契約等を締結する能力及び権限を有

することを確認して顧客と売買契約等を締結するものとします。 

3. 利用者は、顧客と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容に

するものとします。 

(1) 売買契約等の請求代金の金額がドコモの別に定める基準を満たしているこ

と 

(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと 

(3) 公序良俗に反しないこと 

4. 利用者は、顧客が次に掲げる条件の１つでも該当しない場合、d 払いを利用して商

品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するもの

とします。 

(1) 電話料金の支払いに指定しているクレジットカード会社が、d 払いの利用

を認めていること 

(2) サービスガイドラインに定める利用限度額を超過していないこと 

(3) ドコモに対する金銭債務について、２ヶ月連続期日内に収納していること

をドコモが確認できていること 

第 34 条 （広告方法、内容等） 

1. 利用者は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済に d払いが利用できる旨

の広告（オンラインによる広告も含みます。）を行う場合、次の各号の規定を遵守し



なければならないものとします。 

(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、

消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しな

いこと。 

(2) 虚偽、誇大な表現などにより顧客に誤認を与えるおそれのある表示をして

はならないこと。 

(3) 利用者が販売又は提供する商品等について、顧客にあたかもドコモが販売、

提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモが何らかの関連を有す

るとの誤認を与える表示をしないこと。 

(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある

表現を使用してはならないこと。 

(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用

いたサイト・媒体及び異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体

において広告宣伝を行ってはならないこと。 

(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得

ることを目的としたサイト・媒体（いわゆるインセンティブ広告）において

広告宣伝を行ってはならないこと。 

(7) 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体（いわゆるインセン

ティブ広告）において広告宣伝を行ってはならないこと。 

(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。 

(9) 利用者のサイトにおける d 払いでの決済行為を他のサイトを利用するため

の条件とするなど、顧客に商品等の利用の意思がないまま d 払いでの決済

をさせることにつながる表示をしてはならないこと。 

2. 利用者は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子

マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させては

ならないものとします。また、利用者は、その手段の如何を問わず、顧客に対し、

現金等を得る目的で d払いを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させて

はならないものとします。 

第 35 条 （サービス名称等の利用） 

利用者は、d払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、ドコモが別に定める「d払

い サービス表記ガイドライン」に従うものとします。 

第 36 条 （苦情対応） 

1. 利用者は、d 払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対

しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。 

2. ドコモが顧客等から利用者の d払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等

を受けた場合、利用者は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対



応し、解決するものとします。 

3. 利用者は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、顧

客の利益が最大（不利益が最小）となるように解決をはかるものとします。 

4. 利用者は、利用者の d払いの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡

窓口を開設しなければならないものとします。 

5. 利用者は、ドコモが顧客等から利用者の d払いの利用及び商品等に関して苦情、問

い合わせ等を受けたとき、ドコモが当該問い合わせ等を行った者に対して利用者の

連絡先等を知らせることに同意するものとします。 

6. 利用者は、リクルート又はドコモから加盟店契約の遵守状況、店舗の運営状況、実

態等について報告を求められた場合、直ちに報告を行うものとします。 

第 37条 （取引データの保持） 

利用者は、d払いを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料（電

子的データ、書類）を自らの費用と責任において保管するものとし、ドコモが当該資料の提

出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。 

第 38条 （売上情報の送信） 

1. リクルートは、利用者に代わり、売上情報をドコモに送信するものとします。 

2. 前項に基づきリクルートが送信した売上情報は、サービスセンタ内のコンピュータ

ーにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。 

3. リクルートは、ドコモに送信した売上情報に誤りを発見した場合、ドコモに対して

直ちに修正又は取消の通知をするものとします。当該通知は、サービスセンタ内の

コンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。 

4. 利用者は、ドコモが売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、

検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。 

第 39 条 （請求代金の立替払等） 

1. ドコモは、請求代金を利用者の代理人であるリクルートに対して立替払により支払

うものとします（ドコモが利用者に対して支払う請求代金に係る立替金を、以下「立

替金」といいます。）。支払方法がクレジットカード支払いの場合、利用者は、請求

代金債権をドコモに譲渡するものとし、ドコモはこれを券面額で譲り受け、請求代

金債権の譲渡代金を利用者の代理人であるリクルートに対して支払うものとします。

（立替金と請求代金債権の譲渡代金を合わせて、以下、「立替金等」といいます。） 

2. リクルートは、利用者に代わってドコモに対して売上情報を送付するものとします。

なお、ドコモは、所定の処理が完了しなかった請求代金については、立替払又は債

権譲受け（以下、合わせて「立替払等」といいます。）をしないものとします。 

3. 第１項に基づく立替払等は、売上情報がドコモに到達し、ドコモの所定の処理が完

了した日（以下、「処理完了日」といいます。）に実行されるものとし、処理完了日

に効力が発生するものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りで



はありません。 

4. 利用者は、請求代金に係る債権、ドコモに対する立替払請求権及びドコモに対する

債権譲渡代金請求権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできな

いものとします。 

5. 利用者は、加盟店契約に別段の定めがある場合その他ドコモが別途認める場合を除

き、請求代金を顧客に対して請求し、又は受領してはならないほか、ドコモが請求

代金の立替払等を行い、当該請求代金相当額を顧客に対して請求するために必要な

一切の手続きにドコモの指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一

切の権限をドコモに対して授与するものとします。 

第 40条 （返品等） 

1. 利用者は、顧客との合意や売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合

には、当該商品等に係る取引の取消しを受け付け、リクルートは、ドコモ所定の方

法にて取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報（以下、「取消情報」といいます。）

を d 払いの利用日から 90 日以内に利用者に代わってドコモに対して送付するもの

とし、当該請求代金は立替払等の対象外とします。 

2. 利用者は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領し

ている場合、当該立替金等を直ちに、リクルートの選択に従い、リクルート又はド

コモに返還するものとします。ただし、この場合においてリクルート又はドコモは、

翌月以降の利用に対する立替金等から当該取消しにかかる立替金等を差し引くこと

ができるものとし、利用者はこれを承諾するものとします。 

第 41 条 （商品の所有権） 

1. d 払いを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がドコモから

利用者に立替払されたときにドコモに移転するものとします。ただし、前条第１項

に従って取消情報がドコモに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、利

用者がリクルートを通じて当該立替金等をドコモに返還したときに、利用者に戻る

ものとします。 

2. 商品の所有権が利用者に属する場合でも、ドコモが必要と認めたときは、利用者に

代わって商品を回収することができます。 

第 42 条 （請求代金の立替払等の解除等） 

1. ドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた

場合にはこれを立替払等の対象外とすることができるものとします。 

(1) 売上情報が正当なものでないとき 

(2) 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき 

(3) ドコモの承認を得ず d払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき 

(4) 顧客より自己の利用によるものではない旨の申出がドコモに対してなされ

たとき 



(5) 顧客より利用者に対する抗弁をドコモに対して主張されたとき 

(6) 利用者が顧客との間の売買契約等に違反したとき 

(7) 顧客との紛議が解決されないとき 

(8) 請求代金に係る債権又はドコモに対する立替払請求権を第三者に譲渡した

とき 

(9) 提携会社が、正当な理由によりドコモからの請求代金債権の譲渡につき拒

否しもしくは異議を唱えたとき 

(10) その他加盟店契約に違反して d払いが利用されたとき 

2. ドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由

のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の

支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。

調査開始日から 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金

を立替払等の対象外とすることができるものとします。この場合、利用者は、ドコ

モの調査に協力するものとします。 

3. 第１項各号及び前項のいずれかに該当した場合、ドコモは利用者の代理人であるリ

クルートに対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金

等が支払い済みの場合には、利用者は、第 40条（返品等）第 2項の定めに従い、当

該立替金等を返還するものとします。 

第 43 条 （差押えの場合） 

利用者がドコモに対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があっ

た場合、ドコモは、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、利用

者に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。 

第 44 条 （相殺） 

ドコモは、利用者に支払義務を負う立替金等とドコモが利用者に対して有する支払い期日

の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。 

第 45 条 （端数処理） 

ドコモは、立替金等その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り捨てるものとします。 

第 46 条 （dポイント付与） 

1. d ポイント（請求代金額連動）の付与対象となる請求代金が変更され又は売買契約

等が取消された場合における dポイント（請求代金額連動）に係るポイント付与処

理等については、サービスガイドラインに従うものとします。 

2. 利用者は、ドコモとの間で別途 dポイント付与（キャンペーン）覚書を締結するこ

とにより、d ポイント付与（請求代金額連動）の機能により付与される d ポイント

（以下、「dポイント（請求代金額連動）」といいます。）とは別に、dポイント付与

（キャンペーン）の機能を利用して、dポイントクラブ会員である顧客に対して、d



ポイントを付与することができるものとし（本項に基づき付与される dポイントを

以下、「d ポイント（キャンペーン）」といいます。）、この場合における d ポイント

（キャンペーン）の付与に係る費用のドコモと利用者との間の負担割合及び精算方

法、付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された

場合における dポイント（キャンペーン）に係るポイント付与処理等については、

dポイント付与（キャンペーン）覚書の定めに従うものとします。 

3. 利用者は、ドコモが dポイントクラブ会員である顧客に対して付与する dポイント

（請求代金額連動）及び dポイント（キャンペーン）は、請求代金に相当する金額

を取引価額として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあ

たり、利用者が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品

類の額の決定等に際して、ドコモによる dポイント（請求代金額連動）及び dポイ

ント（キャンペーン）の付与分を考慮する等、不当景品類及び不当表示防止法並び

に公正取引委員会告示その他の法令等（利用者の属する業界にて公正競争規約等の

個別規制を設けている場合はこれらの公正競争規約等を含み、総称して以下「景品

等規制」といいます。）に違反しない範囲でこれを提供等するものとします（利用者

が d払いを利用して販売又は提供する商品等以外について実施する一般懸賞施策と

の重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含みます）。 

4. 利用者は、商品等以外について実施する一般懸賞施策又は総付景品施策等の景品類

として dポイントを付与することを希望する場合には、別途ドコモとの間で当該 d

ポイントの付与に関する提携契約を締結するものとします。 

5. 利用者は、前四項に基づく dポイントの付与とは別に、ドコモが自己の裁量におい

て、dポイントクラブ会員規約に基づき、dポイントクラブ会員である顧客に対して

dポイントを付与する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 

第 47条 （dポイント付与の取消等） 

1. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、次の各号の一に該当する場合、利用者への事

前の通知なく顧客に対して dポイント（請求代金額連動）及び dポイント（キャン

ペーン）を付与せず、又は付与した dポイント（請求代金額連動）及び dポイント

（キャンペーン）を取り消すことができるものとします。 

(1) 顧客がドコモが別に定める各種規約に違反した場合又は違反するおそれが

あるとドコモが判断した場合 

(2) 顧客による d 払いを利用した取引に不正な行為が含まれる又は含まれるお

それがあるとドコモが判断した場合 

(3) 商品等が d ポイント（請求代金額連動）及び d ポイント（キャンペーン）

の付与の対象外となる商品又は役務であるとドコモが判断した場合 

(4) 利用者が加盟店契約等の定めに違反した場合又は違反するおそれがあると

ドコモが判断した場合 



(5) 利用者が景品等規制、特定商取引に関する法律その他の関連法令に違反し

た場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合（ただし、ドコ

モが当該違反又は違反のおそれの有無を判断する責任を負うものではあり

ません） 

(6) その他ドコモが必要と判断した場合 

2. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、利用者と顧客との間の売買契約等が解除され

た場合、当該売買契約等に係る請求代金の金額に連動して付与された dポイント（請

求代金額連動）及び dポイント（キャンペーン）をサービスガイドライン及び dポ

イント付与（キャンペーン）覚書に従い取り消すことができるものとします。 

第 48条 （加盟店契約終了時等の措置） 

1. ドコモと利用者の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又

は本章に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、

中止、停止の前に d払いの利用により生じた請求代金について利用者に対する立替

払等を行うことができるものとします。ただし、ドコモが立替払等をしないことを

リクルートに通知した場合は、この限りではありません。 

2. ドコモと利用者の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了する場合又

は本章に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、利用者は、自己の費用

と責任により顧客に対して d払いが利用できなくなることについて必要な周知を行

う義務を負うものとします。 

3. ドコモと利用者の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合で

も、第 31 条（商品等の保証）第 3項乃至第 5項 、第 33 条（顧客との売買契約等の

締結）、第 36 条（苦情対応）、第 37条（取引データの保持）、第 38条（売上情報の

送信）第 4項、第 42 条（請求代金の立替払等の解除等）、第 44 条（相殺）、本条（加

盟店契約終了時等の措置）、第 49 条（損害賠償）及び第 50条（免責）の規定は効力

を有するものとします。 

第 49 条 （損害賠償） 

利用者は、加盟店契約の違反、その他 d払い利用に関連して、リクルート、ドコモ又は第三

者に損害を及ぼした場合、リクルート、ドコモ又は第三者に対し損害を賠償するものとしま

す。なお、損害には、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織の規則等により直

接又は間接的にドコモが負担することとなった罰金・違約金（名称の如何を問わないものと

します。）等を含むものとします。 

第 50条 （免責） 

ドコモ及びリクルートは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、

d払いに関して利用者に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。 

第 51 条 （加盟店名簿等への記載） 

利用者は、ドコモ及びその代理店が作成し公開する d払いの加盟店名簿等に利用者の名称、



住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品等などを掲載することを承諾するものとします。 

 

第 4 章 WeChat Pay決済サービス 

利用者が QR 決済に関する特約第 2 条第 12 号に定める「WeChat Pay」と称して提供する品

目の利用を希望する場合には、QR 決済に関する特約第 1 章の規定に加え、本章の規定を適

用するものとします。なお、本章の規定が QR 決済に関する特約第１章の規定と矛盾抵触す

る場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。 

第 52 条 （用語の定義） 

本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。 

1. 「WeChat Pay決済サービス」とは、「WeChat Pay」と称して提供する、商品代金の

収納代行およびそれに係る情報処理サービスをいいます。 

2. 「端末デバイス」とは、WeChat Pay決済サービスを利用するために必要な、機械端

末、タブレット端末その他の決済端末機をいいます。 

第 53 条 （委託業務） 

利用者はリクルートに対し、以下の業務を委託し、リクルートはこれを受託します。 

1. テンペイへの商品代金の収納依頼 

2. テンペイからの商品代金の入金情報の受領 

3. テンペイからの商品代金の受領 

4. その他利用者およびリクルートで合意した業務 

5. 前各号に付随関連する業務 

第 54 条 （サービス利用上の遵守事項） 

1. 利用者は、WeChat Pay決済サービスを利用して行った取引に係る取引データ（以下、

「取引データ」といいます。）を、当該取引の日から 5 年間保管するものとします。 

2. 利用者は、利用者の注文処理、システムプログラムおよび精算方式が、リクルート

およびテンペイが定める手続きに準拠していることを保証するものとします。 

3. 利用者は、リクルートが指定する利用標識（テンペイが提供してリクルートが承認

する WeChat Pay決済サービスに関するロゴを含むものとします。）を端末デバイス

およびその他の場所の目立つ位置に掲示するものとします。利用者は、WeChat Pay

決済サービスおよびテンペイの名称（中国語および英語の表記を含むものとします。）

その他テンペイが所有しまたは適法に使用する商標等を本規約に定める業務の遂行

以外の目的に使用してはならないものとします。 

4. 利用者は、WeChat Pay決済サービスを継続的に顧客に提供することを保証するもの

とし、顧客が WeChat Pay 決済サービスを利用者の店舗において利用できる状態を

維持することを保証するものとします。利用者は、リクルートの書面による事前同

意なくして、直接間接の如何を問わず、WeChat Pay決済サービスのインターフェー

スを停止し、または顧客に対し WeChat Pay 決済サービスの提供を一方的に終了し



てはならないものとします。 

5. 利用者は、顧客に対し、WeChat Pay決済サービスの利用料その他の手数料の支払い

を請求してはならないものとします。 

6. 利用者は、端末デバイスを本規約に規定された範囲内で合理的に使用し、リクルー

トの事前の書面による承諾なしに、端末デバイスを第三者に譲渡、貸与、質入れ等

の担保権の設定その他の処分を行ってはならないものとします。また、利用者は、

本規約に規定された範囲を越えて端末デバイスを使用したり、端末デバイスを他の

場所に移動したりしてはならないものとします。 

7. 利用者は、リクルートが定める要件に従って WeChat Pay 決済サービスに関する販

売促進資料を作成、使用または処分するものとし、リクルートの書面による事前同

意なくして、WeChatPay 決済サービスの販売促進以外の目的で当該販売促進資料を

使用してはならないものとします。 

8. 利用者は、WeChat Pay決済サービスに関する事項について、リクルートとテンペイ

との間の WeChat Pay決済サービス契約および WeChat Pay決済サービスについてテ

ンペイが定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン、仕

様書等（以下、「テンペイ規則等」と総称します。）が適用されることをあらかじめ

承認するものとします。なお、利用者が、利用契約に関連し、テンペイ規則等の内

容についてリクルートに問合せをした場合は、リクルートは実務上可能な範囲で当

該問合せに回答するものとします。 

第 55 条 （禁止事項） 

1. 利用者は、いかなるハイリスク活動も積極的に実施せず、または顧客がそれを実施

する支援もしないことを保証するものとします。なお、ハイリスク活動は、クレジ

ットカード詐欺、マネーロンダリング、詐欺、端末デバイスの移転、顧客アカウン

ト情報の保持または開示、虚偽の申請、スキミング、悪意のある破産などを含むが、

これらに限定されないものとします。 

2. 利用者は、リクルートおよび顧客の書面による事前同意なくして、顧客の情報を収

集、維持または使用するためのいかなる措置も講じないことを保証するものとしま

す。 

3. 利用者は、リバース・エンジニアリングその他の方法によりリクルートまたはテン

ペイの所有するシステムまたはソフトウェアを復号しないことを保証するものとし

ます。また、利用者は、かかるシステムまたはソフトウェア（ソースコード、オブ

ジェクト・プログラム、ソフトウェア・ファイル、ローカル・コンピュータ・メモ

リで実行されるデータ、顧客の端末から伝送されるデータ、サーバデータなどを含

むがこれらに限定されないものとします。）を複製、修正、編集、集約または改変し

てはならないものとします。 

4. 利用者は、リクルートの書面による許可なくして、リクルートまたはテンペイによ



り提供されたインターフェース技術、セキュリティプロトコルおよび安全性証明書

を公開し、第三者に譲渡し、または第三者に使用させる（使用が無償であるか否か

を問いません。）ことがないことを保証するものとします。さらに、利用者は、本規

約に規定された以外の目的のために WeChat Pay 決済サービス専用リソース（顧客

情報、取引データ、端末デバイス、販売促進およびマーケティング資料などを含む

がこれらに限定されないものとします。）を使用してはならないものとします。さら

に、利用者は、こうしたリソースを、第三者に譲渡し、または第三者に使用させて

はならないものとします。 

第 56 条 （返金） 

1. 利用者は、顧客に直接返金をしてはならないものとします。直接返金をした場合、

結果として生じる紛争およびリスクは、すべて利用者が負担するものとします。 

2. 利用者が自己の販売方針に基づき顧客に対する商品代金の返金（以下、「本件返金」

といいます。）を必要と判断した場合、または利用者が顧客に対して本件返金を行う

旨を通知した場合、リクルートは、リクルート所定の方法による利用者からの依頼

に基づき、本条の定めに従って速やかに本件返金を行うものとします。 

3. 利用者は、リクルートを通じてテンペイに対し、利用契約に基づいてテンペイがリ

クルートに送金する前の商品代金から本件返金に相当する額（以下、「返金額」とい

います。）を差し引き、リクルートの指示に従って顧客に対し本件返金を行う権限を

付与するものとします。 

4. テンペイがリクルートに送金する前の商品代金が返金額より少額のため前項の差引

処理ができない場合、テンペイは、商品代金の不足が解消された時点において返金

処理を行うものとします。 

5. 前 2 項に基づき差引処理された返金額については、決済手数料の課金対象とはなら

ないものとします。加えて、テンペイが顧客から商品代金を回収した時点で既に差

し引かれたテンペイ所定のサービス手数料について、後日本件返金の対象となり顧

客に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料相当額は利用者に返金され

るものとします。 

6. リクルートは、取引日より 365日以内に利用者より受領した本件返金の指示につい

てのみ受諾し対応するものとします。 

第 57条 （表明保証） 

1. 利用者は、リクルートに対し、利用契約の有効期間中において、以下の事項が真実

かつ正確であることを表明し、かつ、保証します。 

(1) 利用者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人又は個人

であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利

用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完

全な権能および権利を有していること。 



(2) 利用者による利用契約の締結およびその条項の履行ならびに利用契約にお

いて企図される取引の実行は、利用者が法人である場合において利用者の

会社の目的の範囲内の行為であり、利用者はかかる利用契約の締結および

履行ならびに当該取引の実行につき法令上および利用者の内部規則におい

て必要とされる一切の手続を履践していること。 

(3) 利用契約で別途明確に定める場合を除き、利用者による利用契約の締結お

よびその条項の履行ならびに利用契約において企図される取引の実行によ

り、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等またはそれら

に対する通知等が要求されることはなく、かつ、利用者による利用契約の

締結およびその条項の履行ならびに利用契約において企図される取引の実

行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、利用者

が法人である場合において利用者の定款その他の内部規則、利用者を当事

者とする又は利用者若しくは利用者の財産を拘束し若しくはこれに影響を

与える第三者との間の契約または証書等に抵触または違反するものではな

いこと。 

(4) 利用者がリクルートまたはテンペイに提供した利用者に関する情報（利用

者の事業および経営に関する基本情報、法令に基づく許認可および登録の

要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含むがこれら

に限定されないものとします。）がすべて真実かつ正確であること。 

2. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、国際連合安全保障理事会決議等の

国際的な要請等に基づき規制を受ける以下各号のいずれにも該当しないことを表明

し、保証するものとします。また利用者は、利用者が法人である場合は、利用者の

代表者、または利用者の実質的支配者（犯罪による収益の移転防止に関する法律（平

成 19 年法律第 22 号、以後の改正を含みます。また、当該法律に関連する政令等を

含みます。以下、本条において「犯収法」といいます。）における実質的支配者を指

すものとします。）が、以下各号のいずれにも該当しないことも併せて表明し、保証

するものとします。 

(1) 国際連合安全保障理事会または日本、米国、その他の各国により、国際安全

保障や各国の安全保障上問題があるとして公表された上、経済制裁の対象

に指定された国・地域における企業または個人と取引を行っている、また

は当該国・地域において何等かの資産を有している。 

(2) 日本の財務省により、経済制裁措置の対象として公表されている。 

(3) 米国財務省外国資産管理室（Office of Foreign Assets Control、略称：

OFAC)により、制裁措置の対象として公表されている。 

(4) 第 2号または第 3号の対象者と取引を行っている 

3. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、犯収法における①「外国の政府等



において重要な地位を占める者」または②「過去にその地位にあった者」に自己が

該当せず、あるいは自己の家族（配偶者（事実婚を含みます）、自己の父母、自己の

子、自己の兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子をいうものとします。）が前記

①および②に該当せず、もしくは利用者が法人である場合において、利用者におけ

る犯収法上の実質的支配者および当該実質的支配者の家族（定義は前記と同じとし

ます。）が前記①および②に該当しないことを表明し、保証するものとします。なお、

①の具体的内容は以下に掲げるとおりとしますが、当該記載と犯収法の規定に相違

がある場合には、犯収法の規定が優先するものとします。 

(1) 国家元首 

(2) 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職 

(3) 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長

に相当する職 

(4) 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 

(5) 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権

委員に相当する職 

(6) 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上

幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職 

(7) 中央銀行の役員 

(8) 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人

の役員 

4. 利用者は、前項の表明保証に違反した場合（リクルートにおいて、違反またはその

おそれがあると判断した場合を含みます。）、リクルートが利用者に対し WeChat Pay

決済サービスを提供しない、あるいはサービスの内容等に一定の制限を設ける措置

（以下、これらの措置を本項において「利用制限等」といいます。）を採ることがで

きること、あるいは提供のために追加的な情報または資料の提供を求めることがで

きることを予め承諾するものとします。この場合においてリクルートが満足する追

加的な情報または資料の提供がなされない場合、リクルートは利用制限等の措置を

採ることができるものとします。リクルートが本項の規定に従い利用制限等の措置

を採ったことにより利用者にいかなる損害が生じたとしても、リクルートは免責さ

れるものとします 

第 58条 （調査協力） 

1. 利用者は、リクルートから照会または要請の通知を受領してから 3営業日以内に、

取引データその他の情報または資料を電子メールまたはリクルートに要求される他

の方法でリクルートに提出するものとします。 

2. 顧客が支払いを拒否しまたは取引を否定する場合、利用者は、慎重に調査を行って

問題に対処し、リクルートの指示に従い、取引データその他の情報または資料を適



時にかつ正確に提供するものとします。 

3. 利用者は、リクルートまたはテンペイが利用者による WeChat Pay 決済サービスを

利用した取引または顧客からの苦情その他必要とする事項に関して調査を要すると

判断した場合には、リクルートは、利用者に対して調査を実施または要請すること

ができ、利用者は速やかにその調査に協力しなければならないものとします。 

第 59 条 （知的財産権） 

利用者は、WeChat Pay決済サービスの利用に関連してテンペイが所有する商標の使用（す

べてのマーケティング、販売促進および宣伝資料への掲載を含むがこれらに限定されない

ものとします。）を希望する場合は、かかる使用がテンペイの商標使用に関するレギュレー

ションに合致するか否かを決定するため、テンペイの書面による事前承認を条件とするも

のとします。その場合、利用者は、テンペイの商標を含むすべての資料のコピーを、その使

用前に、リクルートを通じてテンペイに承認を求めてリクルート所定の方法によりリクル

ートに提出するものとします。 

第 60条 （免責） 

利用者は、テンペイの判断による WeChat Pay決済サービスの停止もしくは中止、テンペイ

が運営するシステムの不具合その他テンペイに起因する事由または中国もしくは日本の規

制当局の命令その他の措置により WeChat Pay決済サービスが停止、中止または廃止される

可能性があることをあらかじめ了承し、かかる WeChat Pay決済サービスの停止、中止また

は廃止に関して、リクルートは何らの責任も負わないものとします。 

第 61 条 （契約違反の責任） 

1. 利用者が、以下の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、リクルートは、利

用者に対して、次項に定める権利を行使することができるものとします。 

(1) Air ペイ加盟店規約第 38条（契約の解除）第 1項および第 2項に掲げる事

由 

(2) 利用者がリクルートまたはテンペイの問い合わせおよび調査要請を不当に

拒否しまたは意図的に遅延させた場合 

(3) 直接間接の如何を問わず、利用者が詐欺に関与した場合 

(4) 利用者が WeChat Pay決済サービスを利用して違法な事業に関与した場合 

(5) 本規約の規定に違反した場合 

(6) 利用者がリクルートまたはテンペイの利益を害する行為をした場合 

(7) 利用者が危険な事象または異常な取引に関与しているとリクルートまたは

テンペイが合理的に判断した場合 

2. 利用者が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、リクルートは利用者に

対して、何ら催告等を要することなく、以下の各号のいずれかの権利の一つまたは

複数を任意に選択して行使することができるものとします。 

(1) 商品代金の支払いを留保する権利 



(2) 商品代金の支払いを拒否する権利 

(3) 利用契約の全部または一部を解除する権利 

(4) リクルートおよびテンペイの被った損害、損失その他の費用を賠償および/

または補償することを請求する権利 

3. リクルートが前項において商品代金の支払いの留保または拒否を決定した場合にお

いて、当該商品代金を利用者に支払済みのときは、リクルートは、リクルートの任

意の選択に従って、支払済みの当該商品代金相当額の返還を求め、または、次回以

降に当該利用者に対して支払う金額から当該商品代金相当額を差し引くことができ

るものとします。 

 

第 5 章 Alipay+決済サービス 

利用者が QR 決済に関する特約第 2条第 12 号に定める「Alipay+」と称して提供する品目の

利用を希望する場合には、QR 決済に関する特約第 1 章の規定に加え、本章の規定を適用す

るものとします。なお、本章の規定が QR 決済に関する特約第 1章の規定と矛盾抵触する場

合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。 

第 62 条 （用語の定義） 

本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。 

1. 「Alipay+決済サービス」とは、加盟店が対象取引を行った場合に、本規約所定の手

続きに従って加盟店が行った精算金支払請求に応じ、リクルートが加盟店に対して

精算金の支払を行うサービスをいいます。 

2. 「加盟店」とは、第 63 条（登録申請）に基づいて Alipay+決済サービスの利用の登

録を申請し、Air ペイ加盟店規約第 5条（加盟店審査）においてリクルートが Alipay+

決済サービスを利用することを承諾した者をいいます。 

3. 「店舗」とは、加盟店が運営する店舗・自動販売機等をいいます。 

4. 「取扱商品」とは、加盟店が店舗で顧客へ販売または提供する、リクルートが承認

した物品、権利、ソフトウェア等またはサービスをいいます。 

5. 「顧客」とは、店舗において取扱商品の購入を申し込んだ、または加盟店より当該

申込を承認された、個人または法人をいいます。 

6. 「本件決済手段」とは、Alipay+に加盟している事業者が、当該加盟した地位に基づ

き顧客に対して提供する決済手段をいいます。 

7. 「対象取引」とは、加盟店および顧客間において行われる本件決済手段を用いて決

済が行われる取扱商品の販売等にかかる対面取引をいいます。 

8. 「決済データ」とは、加盟店と顧客間の対象取引において、リクルートが決済処理

のために用いるデータをいいます。 

9. 「マーチャント管理ポータル」とは、加盟店が店舗における加盟店と顧客との

Alipay+決済サービスを用いた取引の確認および決済データの処理を行うことを目



的として、イーコンテクストがウェブサイト上に設置するソフトウェアをいいます。 

10. 「コンテンツ」とは、加盟店が店舗で提供または表示する一切の情報をいいます。 

11. 「イシュア」とは、顧客に対し、本件決済手段を提供する事業者をいいます。 

12. 「Alipay+」とは、Alipay Singapore E-commerce Private Limitedが提供する資金

決済に関するサービスをいいます。 

13. 「Alipay+ルール」とは、Alipay+への参加者（ただし、加盟店は除きます。）が Alipay+

の決済システム等を利用するに際して遵守すべき事項としてブランド運営者が定め

る各種の規制、ガイドラインその他のルールをいいます。 

14. 「ブランド」とは、ブランド運営者に係るトレードマークその他識別子であって、

ブランド運営者が保有しまたはその権利を有するものをいいます。 

15. 「ブランド運営者」とは、直接又は間接にリクルートに対して Alipay+の利用に係

るサービスを提供する事業者をいい、本規約においては Alipay Connect Pte.Ltd.

及び AlipaySingapore E-commerce Private Limitedを個別に又は総称して意味す

るものとします。 

第 63 条 （登録申請） 

1. Alipay+決済サービスの利用を希望する者（以下、「登録希望者」といいます。）は、

本規約を遵守すると共に、本規約に基づく取引に対して妥当する範囲で Alipay+ル

ールが適用または準用されることに同意し、かつ、以下の各号に掲げる Alipay+決

済サービスの申込情報（以下、「申込情報」といいます。）をリクルート所定の申込

書（以下、「申込書」といいます。）に記載のうえ提供（リクルート所定の申請内容

入力ページに必要事項を入力のうえ申込書を電磁的方法で提供する場合を含みま

す。）することにより、リクルートに対し、Alipay+決済サービスの利用の登録を申

請することができるものとします。 

(1) 名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、法人番号並びに代表者の氏名

及び生年月日（登録希望者が個人の場合は、氏名、生年月日、住所、電話番

号及び電子メールアドレス） 

(2) 登録希望者が行う取引の種類 

(3) 登録希望者が販売等しようとする商品等の種類 

(4) 過去 5 年以内に特定商取引に関する法律に基づき処分を受けたことがある

か否か（ある場合はその内容） 

(5) 過去 5 年間に消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けたことがある

か否か（ある場合はその内容） 

(6) 登録希望者が取扱う商品が許認可を要する場合には、当該許認可証 

(7) 店舗の名称、所在地、連絡先 

(8) 登録希望者の指定する金融機関の振込口座（ただし、本人名義のものに限

ります。） 



(9) その他リクルート所定の事項（Alipay+決済サービスに関し、リクルートか

ら金銭の支払を受ける際に利用する銀行口座を含むがこれに限られない。） 

2. 登録希望者は、リクルートに対し、前項に基づく登録申請の時点において登録希望

者（登録希望者が法人である場合にはその代表取締役）が未成年者ではないことを

表明し、保証するものとします。 

第 64 条 （審査および登録） 

1. リクルートは、リクルート所定の基準に従って、前条に基づいて登録申請を行った

登録希望者（以下、「登録申請者」といいます。）の登録の可否を審査し、リクルー

トが登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。尚、登録希望者が提

供した申込情報および店舗申請データに誤りがあった場合、リクルートは何ら責任

を負わないものとします。 

2. リクルートが前項の通知を行った時点で、リクルートと登録申請者の間に本規約に

基づく契約（以下、本章において「本契約」といいます。）が成立し、以後、当該登

録申請者は加盟店となります。 

3. リクルートは、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登

録および再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負い

ません。 

(1) リクルートに提供した申込情報の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れ

があった場合 

(2) 成人被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、後見人、保佐人

または補助人の同意等を得ていなかった場合 

(3) 未成年者である場合 

(4) 登録希望者が過去リクルートとの契約に違反した者またはその関係者であ

るとリクルートが判断した場合 

(5) Air ペイ加盟店規約第 39 条（反社会勢力の排除）に定める規定に該当して

いるとリクルートが判断した場合 

(6) 第 79 条（契約の解除）に定める措置を受けたことがある場合 

(7) その他、リクルートが登録を適当でないと判断した場合 

第 65 条 （必要機器等の調達・導入等） 

1. 加盟店は、Alipay+決済サービスの利用に先立ち、自らの責任と費用負担により

Alipay+決済サービスを利用するために必要な機器等（タブレット端末等を指し、

Alipay+決済サービスを利用するために当該タブレット端末等にインストールする

アプリケーションその他のソフトウェアを含め、以下「必要機器等」といいます。）

を調達のうえ導入するものとし、本契約の有効期間中、必要機器等を適正に運用す

る（アプリケーションその他のソフトウェアを最新バージョンにアップデートする

ことを含みます。）ものとします。 



2. 必要機器の動作不良、故障その他の不具合については、加盟店の責任と費用負担に

おいて解決するものとし、リクルートは一切責任を負わないものとします。 

第 66 条 （Alipay+決済サービスのサービス開始日） 

リクルートは、加盟店が申込書に入力した利用開始希望日をもとに、Alipay+決済サービス

の開始日を加盟店に通知するものとします。 

第 67条 （加盟店の遵守事項、提供する商品またはサービス等） 

1. 加盟店は、Alipay+決済サービスを利用するにあたって、次の各号記載の事項を遵守

するものとします。 

(1) 加盟店が店舗で提供し、または提供する予定の取扱商品は、加盟店がリク

ルートに申請した店舗申請データ、または今後加盟店がリクルートに提出

し、リクルートが承認した修正後の店舗申請データに記載したものに限る

こと 

(2) 加盟店が作成した販売条件や商品説明等を含むコンテンツの表示内容に基

づき、瑕疵のない取扱商品の販売または提供を行うこと 

(3) 本規約の遂行に必要な諸データは、適法かつ公正な手段によって取得され

たものであること 

(4) 旅行商品・酒類・商品券類・金銀の地金・タバコ・印紙・切手・古物等の販

売にあたり許認可を得るべきまたは届出を行うべき商品等を取扱う場合は、

あらかじめリクルートにこれを証明する関連証書類を提出し、事前にリク

ルートの承認を得ること 

(5) 加盟店の店舗におけるエントランスやレジカウンターおよび加盟店のウェ

ブサイトにおける決済画面のほか、取扱商品のマーケティング資料その他

Alipay+ルールが定める箇所においてブランドの表示を行うこと、取扱商品

以外のものに関してブランドを利用しないこと、ならびにその利用等に関

してリクルート及びブランド運営者の指示等に従うこと 

(6) 商品の交換、返品、返金または取引のキャンセル等に関する取り決めを定

め、これを店舗またはそのウェブサイト等に掲示すること 

(7) 法令、ガイドラインその他加盟店の事業遂行上遵守することが求められる

事項 

(8) その他、Alipay+ルール上、リクルートが加盟店に遵守させることが求めら

れている事項 

2. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当するものを販売または提供することはできな

いものとします。 

(1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令の定めに違反するもの 

(2) 生き物 

(3) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの 



(4) 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの 

(5) 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの 

(6) 通常人の射幸心をあおるもの 

(7) 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの 

(8) 第三者の著作権、商標権、意匠権および特許権等知的財産権を侵害するも

の 

(9) 第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの 

(10) リクルートまたはイシュア若しくはブランド運営者のイメージを低下させ

る商品若しくは権利または役務 

(11) その他リクルートまたはブランド運営者が不適当と認めたもの 

3. 取扱商品またはコンテンツの知的財産権に関して第三者からの異議申立が生じた場

合には、加盟店の責任において解決するものとします。 

4. 加盟店が販売促進の目的で Alipay+に関するコンテンツを表示し、または発行等す

る場合には、加盟店は、これらのコンテンツに係る著作権その他の権利がブランド

運営者に帰属することを確認します。 

5. 加盟店は、利用契約の締結を行う時点において、国際連合安全保障理事会決議等の

国際的な要請等に基づき規制を受ける以下各号のいずれにも該当しないことを表明

し、保証するものとします。また加盟店は、加盟店が法人である場合は、加盟店の

代表者、または加盟店の実質的支配者（犯罪による収益の移転防止に関する法律（平

成 19 年法律第 22 号、以後の改正を含みます。また、当該法律に関連する政令等を

含みます。以下、本条において「犯収法」といいます。）における実質的支配者を指

すものとします。）が、以下各号のいずれにも該当しないことも併せて表明し、保証

するものとします。 

(1) 国際連合安全保障理事会または日本、米国、その他の各国により、国際安全

保障や各国の安全保障上問題があるとして公表された上、経済制裁の対象

に指定された国・地域における企業または個人と取引を行っている、また

は当該国・地域において何等かの資産を有している。 

(2) 日本の財務省により、経済制裁措置の対象として公表されている。 

(3) 米国財務省外国資産管理室（Office of Foreign Assets Control、略称：

OFAC)により、制裁措置の対象として公表されている。 

(4) 第 2号または第 3号の対象者と取引を行っている 

6. 加盟店は、利用契約の締結を行う時点において、犯収法における①「外国の政府等

において重要な地位を占める者」または②「過去にその地位にあった者」に自己が

該当せず、あるいは自己の家族（配偶者（事実婚を含みます）、自己の父母、自己の

子、自己の兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子をいうものとします。）が前記

①および②に該当せず、もしくは加盟店が法人である場合において、加盟店におけ



る犯収法上の実質的支配者および当該実質的支配者の家族（定義は前記と同じとし

ます。）が前記①および②に該当しないことを表明し、保証するものとします。なお、

①の具体的内容は以下に掲げるとおりとしますが、当該記載と犯収法の規定に相違

がある場合には、犯収法の規定が優先するものとします。 

(1) 国家元首 

(2) 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職 

(3) 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長

に相当する職 

(4) 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 

(5) 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権

委員に相当する職 

(6) 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上

幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職 

(7) 中央銀行の役員 

(8) 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人

の役員 

7. 加盟店は、前項の表明保証に違反した場合（リクルートにおいて、違反またはその

おそれがあると判断した場合を含みます。）、リクルートが加盟店に対し Alipay+決

済サービスを提供しない、あるいはサービスの内容等に一定の制限を設ける措置（以

下、これらの措置を本項において「利用制限等」といいます。）を採ることができる

こと、あるいは提供のために追加的な情報または資料の提供を求めることができる

ことを予め承諾するものとします。この場合においてリクルートが満足する追加的

な情報または資料の提供がなされない場合、リクルートは利用制限等の措置を採る

ことができるものとします。リクルートが本項の規定に従い利用制限等の措置を採

ったことにより加盟店にいかなる損害が生じたとしても、リクルートは免責される

ものとします。 

第 68条 （申込情報の変更） 

1. 加盟店は、申込情報その他リクルート所定の事項に変更が生じることとなった場合

はあらかじめ（販売等しようとする商品等の種類または銀行口座等の変更に関して

は、変更の効力が生ずる日の 30 日以上前であることを要するものとします。）リク

ルート所定の方法によりに届け出るものとします。 

2. 加盟店が前項の届出を怠ったことにより生じた加盟店の損失その他の負担について、

リクルートはその責を負いません。 

第 69 条 （Alipay+決済サービスの利用） 

1. 加盟店は、顧客から本件決済手段を利用することを求められた場合には、顧客が保

有する端末に表示された QR コード又はバーコードその他リクルート所定の情報等



（以下、「QRコード又はバーコード等」といいます。）を必要機器等を用いて読み取

り又は、必要機器等に表示した QR コード又はバーコード等を顧客に読み取らせる

ことによって、本件決済手段による取引を遂行するものとします。なお、顧客から

本件決済手段の利用方法についての問合せを受けた場合には、その適切な利用方法

を顧客に対して教示し対応するものとします。 

2. 加盟店は、Alipay+決済サービスを、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しな

い範囲で利用することができるものとします。 

3. リクルートは、加盟店が誤って送信した Alipay+決済サービスに関する情報を受信

した場合に、当該情報を処理したことによってなんら責任を負いません。 

4. 加盟店は、顧客とのトラブル、システム障害によるトラブル等につき、一方的に顧

客が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任をとり得ない範囲につ

いて顧客が理解できるよう店舗に明示するものとします。 

5. 加盟店は、本件決済手段を利用して対象取引の申込を行った顧客に対し、正当な理

由なく申込を拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金･

料金を請求する等、本件決済手段を利用して対象取引の申込を行った顧客に不利と

なる差別的取扱や Alipay+決済サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わな

いものとします。 

6. リクルートが本規約に関連し、顧客または第三者から直接または間接に異議、苦情

などを受けた場合は、速やかに加盟店に通知するものとし、加盟店は、リクルート

の指示に従い、直ちにその解決のために必要な措置を講ずるものとします。なお、

上記通知および指示は、加盟店の損害賠償義務を免除するものでないことを確認し

ます。 

7. 加盟店に第 79 条（契約の解除）第 2 項各号に該当する事由が生じた場合、加盟店

は、直ちにリクルートへ連絡するとともに、履行が完了していない加盟店の顧客に

も連絡し責任を持って対応をするものとします。 

第 70条 （不正利用防止措置） 

1. 加盟店は、対象取引を行うにあたっては、善良なる管理者の注意をもって、法律、

政令、省令その他のルールを遵守し、適切な本人確認の実施その他の必要な措置を

講じなければならないものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、加盟店において対象取引の実施に関し不正利用が発生し

ていると認められる場合、加盟店は再発防止策を講ずるものとし、その計画の策定

又は実施に関しリクルートによる指示がある場合には、これに従うものとします。 

第 71 条 （顧客との紛議） 

1. 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等を受けた場合は、速やかな対応を行うも

のとし、加盟店とその顧客との間で対象取引の債務不履行等の瑕疵、不成立もしく

は不存在等をめぐる苦情、または紛争等が生じた場合であっても、リクルートおよ



び第三者に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。 

2. 顧客からの加盟店の取扱商品に対する苦情、返品要求、商品取替要求、中途解約の

請求、広告上の解釈に係る問合せ、アフターサービス等に係る問合せについては、

加盟店が全責任をもって速やかにその処理にあたるものとし、リクルートおよび第

三者に一切迷惑をかけないものとします。 

3. 顧客からの苦情または紛争等が解決するまでの間、リクルートは、当該苦情または

紛争等に関連する対象取引に係る精算金の支払を停止することができるものとしま

す。 

第 72 条 （資料提供等） 

1. 加盟店は、リクルートが加盟店の業務運営の適切性を調査するために必要な情報、

資料等の提供を求めた場合、遅滞なくこれに応じるものとします。 

2. リクルートは、以下の各号のいずれかに該当しているおそれがあると判断した場合、

またはその事実が判明した場合、その事実または合理的な理由を加盟店に提示した

うえで、加盟店の業務時間内において、加盟店の事業所内に立ち入り、加盟店の本

規約の遵守状況を確認することができるものとします。 

(1) 加盟店においてクレジットカード番号等その他顧客に関する情報が漏えい、

滅失、毀損すること 

(2) 加盟店において不正利用が行われていること 

(3) 加盟店が本規約又は法令に違反していること 

(4) 前各号に掲げる事由のほか、加盟店における Alipay+決済サービスの利用

に関する苦情の発生状況その他の事情に照らし、リクルートが加盟店に対

する調査を実施することが相当であると認める事由 

3. 前項の調査および確認の結果、リクルートが必要と認めたときは、リクルートは、

加盟店に対する差し止め請求その他必要な措置を採ることができるものとし、加盟

店は、これに従うものとします。 

4. 加盟店は、ブランド運営者とリクルートとの間の契約に定める事項について、ブラ

ンド運営者から加盟店に対して調査の協力を求められた場合には、その求めに速や

かに応じるものとします。 

第 73 条 （第三者の権利の処理） 

加盟店は、第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを表明し、保証すると共に、取扱

商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な

手続きを加盟店が行った上で、取扱商品を提供するものとします。 

第 74 条 （Alipay+決済サービスの停止または中断） 

1. リクルートは、以下の場合に該当する場合その他 Alipay+ルールに基づき必要と認

めた場合は、Alipay+決済サービスの一部または全部の提供を停止することができる

ものとします。 



(1) システムの定期的な点検・補修のため 

(2) リクルートがシステムの適正な運用のため必要と認めた場合 

(3) リクルートのシステムに起因する事由その他の事由によって加盟店のサー

バー運用に支障が生じる、または支障が生じるおそれがある場合 

(4) リクルートのサービスに使用する通信回線が輻輳し、または使用不能な場

合 

2. リクルートが前項に基づき Alipay+決済サービスの停止を行う場合には、あらかじ

め、その理由、実施期日および期間を加盟店に通知するものとします。ただし、緊

急の場合、または火災、停電、天災その他の不可抗力による場合は除くものとしま

す。 

3. リクルートは、Alipay+決済サービスにおける加盟店もしくは顧客とリクルート間の

伝送に用いる第三者の回線または加盟店の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送

等 Alipay+決済サービスの運営障害について一切の責を負わないものとします。 

第 75 条 （クレジットカード番号等の取扱い） 

1. 加盟店は、正当な理由がある場合を除き、顧客が保有するクレジットカード番号等

（以下、「クレジットカード番号等」といいます。）を取り扱ってはならないものと

します。 

2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、クレジットカード番号等の適切な管理

のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するため

に必要かつ適切な措置を講ずるものとします。 

第 76 条 （対象取引に係る代金の支払） 

1. リクルートは、商品代金の総額（リクルートまたはイシュアによる支払拒絶、商品

代金の返還請求等があった場合はそれを差し引いた額を指すものとし、以下同様と

します。）から決済手数料を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関口座に送金

して支払うものとします。 

2. 商品代金の総額が決済手数料に足りない場合は、加盟店は、決済手数料から商品代

金総額を減じた金額をリクルートの定める期日までにリクルートの指定する金融機

関口座に送金して支払うものとします。 

3. 加盟店が前項、その他本規約に基づきリクルートに支払うべき金額を、リクルート

が正当と認める理由無くしてリクルートの定める期日までに支払わなかった場合、

リクルートは、当該期日後に受領した商品代金の加盟店への引渡し分から差し引く

ことにより、加盟店のリクルートに対する支払に充てることができるものとします。 

4. 本条に従って、加盟店またはリクルートが相手方に対する支払を行う際の銀行振込

手数料は、支払を行う当事者が負担するものとします。 

5. 加盟店が、第 2 項の支払いを、リクルートの定める期日より 2ヶ月を超えて遅延し

た場合には、リクルートは Alipay+決済サービスの提供を停止することができるも



のとします。 

6. 加盟店において以下の事項のいずれかが生じた場合、リクルートは、第 1 項の支払

いを留保することができるものとします。 

(1) 加盟店が Alipay+決済サービスの利用の申込に際し、虚偽の届出を行って

いた場合 

(2) QR 決済に関する特約に違反する行為、または Air ペイ加盟店規約第 30 条

（禁止事項）の各号該当する行為を行っていた場合 

(3) 加盟店が自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになっ

た場合その他支払停止になった場合 

(4) 加盟店の信用状態に変化が生じ、またはそのおそれがあるとリクルートが

判断した場合 

(5) 加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合、破

産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、もしく

はこれらの申立を自らした場合、または合併によらず解散した場合 

(6) 加盟店が営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処

分を受けた場合 

(7) 加盟店が Alipay+決済サービスの利用において対象取引を悪用しているこ

とが判明した場合 

(8) 加盟店がリクルートの同意なく決済手数料の支払いを怠った場合 

(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合 

(10) リクルートまたはブランド運営者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨

害する行為をした場合 

(11) その他リクルートまたはブランド運営者が不適当と認めた場合 

7. 前項各号のいずれかの事項が生じていたにもかかわらず、リクルートが第 1 項の支

払を行った場合、加盟店は、リクルートの選択により、リクルートの請求があり次

第直ちに当該支払われた代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回

以降に支払予定の精算金から差し引くことにより返還するものとします。 

8. 加盟店と顧客との間の取引に関して、取消、解除その他の理由により返金等の処理

が生じる場合には、加盟店は、その旨をリクルートに連絡するものとし、リクルー

トは、ブランド運営者に連絡の上、必要となる送金処理を行う等、Alipay+ルールに

基づき対応します。 

第 77条 （地位の譲渡等の禁止） 

1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 

2. 加盟店は、Alipay+決済サービスに関して有する自己のリクルートに対する債権につ

いて、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとします。 

3. 合併または会社分割等により、加盟店から本契約上の地位を包括承継した者は、承



継した日から 30 日以内にリクルートまたはブランド運営者所定の書類を提出する

ものとします。上記期間内の書類提出がなかった場合、リクルートは何らの催告な

くして本契約を解約できるものとします。 

第 78条 （賠償責任） 

1. 加盟店およびリクルートは、本規約に違反することにより、または、Alipay+決済サ

ービスの利用または提供に関して、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償す

るものとします。但し、かかる損害賠償責任の範囲は、相手方が被った直接かつ現

実の通常損害に限られ、機会損失等の間接損害は含まれないものとします。ブラン

ド運営者およびリクルートは、Alipay+決済サービスに係る適格性や適合性等につい

て何ら保証するものではなく、不備やエラー、中断等が生じないことを保証するも

のではありません。また、ブランド運営者は、その故意または重過失等による場合

を除き、Alipay+ルールに定める金額その他の範囲に限り責任を負うものとし、この

場合、リクルートは、ブランド運営者が現実に負担する限度で責任を負うものとし

ます。 

2. 本規約に基づくリクルートの加盟店に対する損害賠償金の額は、リクルートの故意

または重過失による場合を除き、当該損害賠償を行う時点で過去 3ヶ月間に加盟店

がリクルートに支払った決済手数料（但し、リクルートがイシュア及びブランド運

営者に対して支払った手数料を含みません。）の総額を上限とします。 

3. 加盟店およびリクルートは、本規約に違反することにより、または、Alipay+決済サ

ービスの利用および提供に関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、

自己の責任で解決するものとします。 

4. 加盟店およびリクルートは、本規約の履行が地震、洪水、戦争、内乱、法令の改廃、

所轄官庁の命令その他の不可抗力の事由によって履行不能もしくは遅滞となった場

合、相手方に対し損害賠償の義務を負わないものとします。 

第 79 条 （契約の解除） 

1. 顧客からの苦情や法令等の違反、財政状況の重大な変化、多数の紛争発生、費用の

未払い等の Alipay+ルールの定める解除事由の発生その他関連法令等または

Alipay+ルールの不遵守等により、リクルートまたはブランド運営者により本契約の

継続が不適当と判断され、リクルートが相当期間を定め催告を行ったにも拘らず当

該事由が解消しない場合には、リクルートは、直ちに本契約を解除することができ

るものとします。 

2. リクルートは、加盟店に以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなく、

直ちに本契約を解除することができるものとします。 

(1) Alipay+決済サービスの利用を申込みするのに際し、虚偽の届出を行ってい

た場合 

(2) Air ペイ加盟店規約第 30条（禁止事項）各号に該当する行為を行っていた



場合 

(3) 前号のほか、本規約に違反した場合であって、事前の催告を行ったにもか

かわらず、加盟店がこれを是正しないとき 

(4) 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合そ

の他支払停止になった場合 

(5) 加盟店の信用状態に問題が発生し、またはそのおそれがあるとリクルート

が判断した場合 

(6) 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・

民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれ

らの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合 

(7) 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受け

た場合 

(8) Alipay+決済サービスの利用において対象取引を悪用していることが判明

した場合 

(9) リクルートの同意なく決済手数料の支払いを怠った場合 

(10) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合 

(11) リクルートまたはブランド運営者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨

害する行為をした場合 

(12) 第 63 条（登録申請）第 2項において表明保証した内容が真実に反すること

またはそのおそれがあることが判明した場合 

(13) その他リクルートが不適当と認めた場合 

3. 加盟店は、リクルートが以下の事由のいずれかに該当する場合には、直ちに本契約

を解除することができるものとします。 

(1) 本規約に違反した場合であって、事前の催告を行ったにもかかわらず、リ

クルートがこれを是正しないとき 

(2) 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合そ

の他支払停止になった場合 

(3) 差押・仮差押・仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合、破産・民事

再生・会社更生・任意整理特別清算の申立を受けた場合、もしくはこれらの

申立を自らした場合、または合併によらず解散した場合 

(4) 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受け

た場合 

(5) 営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合 

4. 加盟店およびリクルートは、相手方が第 1 項から第 3 項各号の事由に該当したこと

により本契約が解除された場合において、解除事由によって自己に生じた損害の賠

償を前条（賠償責任）に従って相手方に請求することができるものとします。 



5. 加盟店が第 2 項各号のいずれかに該当した場合、加盟店は、期限の利益を失い、リ

クルートが請求した場合は、直ちに、加盟店がリクルートに対して負担するすべて

の債務を一括で弁済するものとします。 

第 80条 （契約の終了に伴う措置） 

1. 本契約が終了した場合、加盟店は、直ちに Alipay+決済サービスの利用を前提とし

た取扱商品告知、取引誘因行為を中止するものとします。 

2. 本契約の終了以前に、加盟店が顧客から取扱商品購入の申込を受け付け、かつ

Alipay+決済サービスにおいてはイシュア又はブランド運営者に売上請求がなされ

た取引については、本契約の終了後においても本規約に従って加盟店、リクルート

共にこれを履行するものとします。 

 

第 6 章 UnionPay QRコード決済サービス 

利用者が QR 決済に関する特約第 2条第 12 号に定める「UnionPay QRコード」と称して提供

する品目の利用を希望する場合には、QR 決済に関する特約第 1 章の規定に加え、本章の規

定を適用するものとします。なお、本章の規定が QR 決済に関する特約第 1章の規定と矛盾

抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。 

第 81 条 （用語の定義） 

本章における用語の定義は、以下の意味を有するものとします。 

1. 「UnionPay QRコード決済サービス」とは、「UnionPay QRコード」と称して提供す

る、商品代金の収納代行およびそれに係る情報処理サービスをいいます。 

2. 「端末」とは、UnionPay QRコード決済サービスを利用するために必要な POSレジ

端末その他の決済端末であって、UnionPay QR コード決済サービスを利用すること

が可能なものをいいます。 

3. 「TMRS」とは、UnionPay により提供されるリスクマネジメントシステムであって、

利用者のブラックリスト登録の有無等の情報を事前に DGFT を通じてリクルートに

対して報告するものをいう。 

第 82 条 （委託業務） 

利用者はリクルートおよび DGFT（以下、本章において「リクルート等」といいます。）に対

し、以下の業務を委託し、リクルート等はこれを受託します。 

1. UnionPayへの商品代金の収納依頼 

2. UnionPayからの商品代金の入金情報の受領 

3. UnionPayからの商品代金の受領 

4. その他利用者およびリクルート等間で合意した業務 

5. 前各号に付随関連する業務 

第 83 条 （表明保証） 

1. 利用者は、リクルート等に対し、利用契約の締結時および有効期間中において、以



下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ保証します。 

(1) UnionPay QR コード決済サービスを提供するために必要な財務的基盤を有

するとともに、真正な業務を執り行っていること。 

(2) 健全な内部管理体制を構築するとともに、財務方針を策定していること 

(3) 日本法に基づき適法に設立されていること 

(4) ポルノ出版物の販売を含むポルノグラフィックサービス、麻薬その他禁制

品の販売、銃器や弾薬の販売等、法令で禁止されているサービスを提供し

ていないこと 

(5) 利用者、その代表者および実質的支配者が過去に TMRSに掲載されたことが

ないこと。 

(6) 登記簿上の本店所在地または事業を執り行う場所が国内に所在すること。 

(7) 他の国際カード組織のブラックリストに掲載されていないこと。 

(8) 過去に DGFTと UnionPayとの間の UnionPay QRコード決済サービス契約お

よび UnionPay QR ード決済サービスについて UnionPayが定める規則、ル

ール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン、仕様書等（以下、本

章において「UnionPay 規則等」と総称します。）の違反により加盟店契約

が終了した場合において、利用契約締結時において当該終了日から 2 年以

上経過していること。 

2. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、国際連合安全保障理事会決議等の

国際的な要請等に基づき規制を受ける以下各号のいずれにも該当しないことを表明

し、保証するものとします。また利用者は、利用者が法人である場合は、利用者の

代表者、または利用者の実質的支配者（犯罪による収益の移転防止に関する法律（平

成 19 年法律第 22 号、以後の改正を含みます。また、当該法律に関連する政令等を

含みます。以下、本条において「犯収法」といいます。）における実質的支配者を指

すものとします。）が、以下各号のいずれにも該当しないことも併せて表明し、保証

するものとします。 

(1) 国際連合安全保障理事会または日本、米国、その他の各国により、国際安全

保障や各国の安全保障上問題があるとして公表された上、経済制裁の対象

に指定された国・地域における企業または個人と取引を行っている、また

は当該国・地域において何等かの資産を有している。 

(2) 日本の財務省により、経済制裁措置の対象として公表されている。 

(3) 米国財務省外国資産管理室（Office of Foreign Assets Control、略称：

OFAC)により、制裁措置の対象として公表されている。 

(4) 第 2号または第 3号の対象者と取引を行っている 

3. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、犯収法における①「外国の政府等

において重要な地位を占める者」または②「過去にその地位にあった者」に自己が



該当せず、あるいは自己の家族（配偶者（事実婚を含みます）、自己の父母、自己の

子、自己の兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子をいうものとします。）が前記

①および②に該当せず、もしくは利用者が法人である場合において、利用者におけ

る犯収法上の実質的支配者および当該実質的支配者の家族（定義は前記と同じとし

ます。）が前記①および②に該当しないことを表明し、保証するものとします。なお、

①の具体的内容は以下に掲げるとおりとしますが、当該記載と犯収法の規定に相違

がある場合には、犯収法の規定が優先するものとします。 

(1) 国家元首 

(2) 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職 

(3) 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長

に相当する職 

(4) 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 

(5) 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権

委員に相当する職 

(6) 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上

幕僚長、海上幕僚 副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職 

(7) 中央銀行の役員 

(8) 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人

の役員 

4. 利用者は、前項の表明保証に違反した場合（リクルートにおいて、違反またはその

おそれがあると判断した場合を含みます。）、リクルートが利用者に対し UnionPay QR

コード決済サービスを提供しない、あるいはサービスの内容等に一定の制限を設け

る措置（以下、これらの措置を本項において「利用制限等」といいます。）を採るこ

とができること、あるいは提供のために追加的な情報または資料の提供を求めるこ

とができることを予め承諾するものとします。この場合においてリクルートが満足

する追加的な情報または資料の提供がなされない場合、リクルートは利用制限等の

措置を採ることができるものとします。リクルートが本項の規定に従い利用制限等

の措置を採ったことにより利用者にいかなる損害が生じたとしても、リクルートは

免責されるものとします。 

第 84 条 （取扱商品の提供） 

店舗と顧客との間で信用販売が成立し、リクルート等が UnionPayから取引承認の通知を受

けた場合、リクルート等は、当該通知を利用者に転送するものとします。利用者は、取引承

認の通知またはリクルート等によるリアルタイムの取引承認メッセージを受領後、顧客に

対して取扱商品の提供を開始するものとします。 

第 85 条 （精算） 

リクルート等は、利用者に対し、日本円をもって前条（取扱商品の提供）の商品代金にかか



る精算を行うものとします。 

第 86 条 （返金） 

1. 利用者は、顧客に対して、直接現金を返金してはならないものとします。直接現金

を返金した場合、結果として生じる紛争およびリスクは、すべて利用者が負担する

ものとします。 

2. 利用者は、顧客が取引レシートを所持していないことを理由として、顧客による返

金要求を拒むことができないものとします。 

3. 利用者が自己の販売方針に基づき、顧客に対する商品代金の返金（以下、本条にお

いて「本件返金」といいます。）を必要と判断したとき、または利用者が顧客に対し

て本件返金を行う旨を通知したとき、リクルート等は、リクルート等所定の方法に

よる利用者からの依頼に基づき、取引日より 30 日以内に受領した本件返金の依頼

に限り、本条の定めに従って速やかに本件返金を行うものとします。その際、利用

者は、リクルート等に対して、信用販売の際に使用した取引番号を使用して本件返

金を行うことができるものとします。 

4. 前項の規定に関わらず、利用者は、取引日より 12 か月以内において、顧客の申出に

基づき第 87 条（調査）により実施された調査等の結果、UnionPay より本件返金の

指示があった場合には、リクルート等所定の方法により、当該返金に対応するもの

とします。 

5. 前二項の場合において、本件返金にかかる商品代金を利用者に支払済みのときは、

リクルート等は、支払済みの当該商品代金相当額の返還を求め、または、次回以降

に当該利用者に対して支払う金額から当該商品代金相当額を差し引くことができる

ものとします。利用者は、リクルート等を通じて UnionPayに対し、利用契約に基づ

いて UnionPay がリクルート等に送金する前の商品代金から本件返金に相当する額

（以下、本章において「返金額」といいます。）を差し引き、リクルート等の指示に

従って顧客に対し本件返金を行う権限を付与するものとします。 

6. 前項に基づき差引処理がされた返金額については、決済手数料の課金対象とはなら

ないものとします。加えて、UnionPayが顧客から商品代金を回収した時点で既に差

し引かれた UnionPay所定のサービス手数料について、後日、本件返金の対象となり

顧客に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料相当額は利用者に返金さ

れるものとします。 

第 87条 （調査） 

1. 利用者は、リクルート等から顧客の苦情や紛争等に関する照会または要請の通知を

受領してから 5営業日以内に、取引データその他の情報または資料を電子メールま

たはリクルート等に要求される他の方法でリクルート等に対して提出するものとし

ます。 

2. リクルート等は、利用者が第 90条（禁止事項）に違反したことが判明した場合、取



引数や金額等に照らして利用者において異常な取引が行われた場合、その他リクル

ート等が必要と認めた場合、利用者に対して現地調査その他リクルート等が定める

措置を講じることができるものとします。 

3. 利用者についてリスク事象の発生および詐欺行為への関与が判明した場合、利用者

は、リクルート等、UnionPayその他の関係者による調査に協力するものとし、調査

に必要な資料および情報を提供するものとする。 

4. リクルート等は、利用契約終了後 24 カ月以内において、加盟店に対して、契約終了

前に発生した信用販売について必要な調査を行うことができるものとします。 

5. 利用者は、リクルート等に対して利用契約の終了を申し出た場合において、顧客と

の間で紛争が生じているときは、利用契約の終了後か否かを問わず、リクルート等

による調査に応じるとともに、当該紛争の解決について一切の責任を負うものとす

る。 

6. 利用者は、リクルート等および UnionPay が UnionPay QR コード決済サービスの提

供のために利用者のリスク情報を利用することに承諾するものとします。 

第 88条 （サービス利用上の遵守事項） 

1. 利用者は、UnionPay QR コード決済サービスを利用して行った取引に係る取引レシ

ートその他取引データ（以下、本章において「取引データ等」といいます。）を、当

該取引の日から 1 年間保管するものとします。利用者は、取引データ等の不適切な

管理や紛失等について一切の責任を負うものとします。 

2. 利用者は、 UnionPay QRコード決済サービスに関連してリクルート等に提供する取

引データ等が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします 

3. 利用者は、利用者の注文処理、システムプログラムおよび精算方式について、リク

ルート等および UnionPayが定める手続きに準拠するものとします。 

4. 利用者は、リクルート等が指定する利用標識（UnionPayが提供してリクルート等が

承認する UnionPay QR コード決済サービスに関するロゴを含むものとします。）を

端末およびその他の場所の目立つ位置に掲示するものとします。利用者は、UnionPay 

QR コード決済サービスおよび UnionPay の名称（中国語および英語の表記を含むも

のとします。）その他 UnionPayが所有しまたは適法に使用する商標等を本規約に定

める業務の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。 

5. 利用者は、端末を本規約に規定された範囲内で合理的に使用し、リクルート等の事

前の書面による承諾なしに、端末を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定その他の処

分を行ってはならないものとします。また、利用者は、本規約に規定された範囲を

越えて端末を使用したり、端末を他の場所に移動したりしてはならないものとしま

す。 

6. 利用者は、リクルート等の書面による事前の承諾なく、UnionPay QR コード決済サ

ービスの利用にかかる業務を第三者に委託してはならないものとします。 



7. 利用者は、リクルート等に対して、自己の取引データのみ提出するものとし、他の

利用者の取引データを提出してはならないものとします。 

8. 利用者は、UnionPay QR コード決済サービスに関連する取引記録（文書および電磁

的記録媒体をいいます）を、本規約に定める業務の遂行の目的内でのみ使用するも

のとします。 

9. 利用者は、顧客に対し、UnionPay QR コード決済サービスの利用料その他の手数料

の支払いを請求してはならないものとします。また、利用者は、顧客が UnionPay QR

コード決済サービスを利用するに際し、現金による決済の場合と同一の価格および

取引条件で決済するものとします。 

第 89 条 （情報の取扱い） 

利用者は、取引データ等を善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとし、取引デ

ータ等を適切に管理するために必要な措置を講じるものとします。 

第 90条 （禁止事項） 

利用者は、UnionPay QRコード決済サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないもの

とします。 

1. 取引レシートを改ざんすること 

2. 分割取引を行うこと 

3. 違法なキャッシュアウトを行うこと 

4. リクルート等の許可なく端末を登録場所から移転すること 

5. UnionPayが提供した端末やサービスを悪用すること 

6. 承認を受けた取引上限を超えて決済すること 

7. 顧客に対して現金で返金すること 

8. リクルート等または UnionPay 等に対する取引データ等の提出を遅滞すること 

9. 事前承認手続の悪用により過度の信用供与を受けること 

10. 注文をキャンセルした上で、そのキャンセルを取り消すこと 

11. 事前承認完了をキャンセルした上で、そのキャンセルを取り消すこと 

12. 詐欺であることを認識し、または認識すべきであるにも関わらず、直接間接の如何

を問わず詐欺に関与すること 

13. その他リクルート等または UnionPayが不適当と認めた場合 

第 91 条 （契約違反の責任） 

1. 利用者が、以下の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、リクルート等は、

利用者に対して、次項に定める権利を行使することができるものとします。 

(1) Air ペイ加盟店規約第 38条（契約の解除）第 1項および第 2項に掲げる事

由 

(2) 前条（禁止事項）に違反した場合 

(3) 第 83 条（表明保証）に定める表明保証に違反した場合 



(4) UnionPay 規則等に違反し、催告後相当期間経過後も当該違反が改善されな

い場合 

(5) 合理的理由なく顧客による UnionPay QRコード決済サービスの利用を繰り

返し拒絶した場合 

(6) 他の加盟店、提携組織等から苦情を受けたにも関わらず、当該苦情を適時

に解決しない場合 

(7) リクルート等または UnionPay の調査に対する回答を、第 87 条（調査）第

1 項の期限もしくは別途指定された期限内に行わず、または合理的理由な

く拒否した場合 

(8) UnionPay QRコード決済サービスを利用していないその他の事業において、

事業リスクその他のリスクの増加が認められる場合 

(9) QRコードや端末を違法にリースした場合 

(10) 虚偽取引を行った場合 

(11) 虚偽の情報または他の加盟店の情報をリクルート等に提供して登録申請し

たことが判明した場合 

(12) リクルート等と加盟店契約等を締結していない第三者の取引を自己の取引

として決済手続を行った場合 

(13) リクルート等に損失を負担させる目的等の悪意をもって破産した場合 

(14) 直接間接の如何を問わず詐欺に関与した場合 

(15) UnionPayが利用者との間の加盟店契約を解除した旨を書面でリクルート等

に通知した場合 

(16) 他の決済事業者等によって利用者がハイリスクと認識された場合 

(17) その他リクルート等または UnionPayが不適当と認めた場合 

2. 利用者が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、リクルート等は利用者

に対して、何ら催告等を要することなく、以下の各号のいずれかの権利の一つまた

は複数を任意に選択して行使することができるものとします。 

(1) 商品代金の支払いを留保する権利 

(2) 商品代金の支払いを拒否する権利 

(3) 利用規約の全部または一部を解除する権利 

3. リクルート等が前項に定める商品代金の支払いの留保または拒否を決定した場合に

おいて、当該商品代金を利用者に支払済みのときは、リクルート等は、リクルート

等の任意の選択に従って、支払済みの当該商品代金相当額の返還を求め、または、

次回以降に当該利用者に対して支払う金額から当該商品代金相当額を差し引くこと

ができるものとします。 

第 92 条 （損害賠償） 

利用者は、本規約その他 UnionPay QRコード決済サービス利用に関連して、リクルート等、



UnionPayまたは第三者に損害を及ぼした場合、リクルート等、UnionPayまたは第三者に対

し当該損害を賠償するものとします。なお、損害には、UnionPay 規則等により直接または

間接的にリクルート等が負担することとなった罰金・違約金（名称の如何を問わないものと

します。）を含むものとします。 

第 93 条 （免責） 

利用者は、UnionPayの判断による UnionPay QRコード決済サービスの停止もしくは中止、

UnionPay が運営するシステムの不具合その他 UnionPay に起因する事由または中国もしく

は日本の規制当局の命令その他の措置により UnionPay QR コード決済サービスが停止、中

止または廃止される可能性があることをあらかじめ了承し、かかる UnionPay QR コード決

済サービスの停止、中止または廃止に関して、リクルート等は何らの責任も負わないものと

します。 

 

 

＜別紙＞ 

 

信用販売の取扱期間 

 

課金対象を取扱期間ごとに締切り集計し、QR 決済に関する特約第 8 条に基づきリクルート

または決済事業者が加盟店に商品代金の総額から決済手数料（消費税込）を差し引いた金額

を加盟店の指定する金融機関に送金する場合は、振込日までに送金するものとします。加盟

店の商品代金の総額が決済手数料に足りない場合、加盟店は、支払日までにリクルートまた

は決済事業者に支払うものとします。 

 

指定金融機関口座 

 

リクルートまたは決済事業者が加盟店に商品代金の総額から決済手数料（消費税込）を差し

引いた金額を送金する加盟店の金融機関口座となります。指定金融機関口座は、別途加盟店

がリクルートに対し通知するものとします。 

 

決済手数料 

RCL が別途定める取扱期間に本決済システムにおける QR 決済で収納された収納金額に応じ

課金される手数料となります。手数料単価、手数料率が併記されている場合、いずれか高い

金額が適用となります。手数料の 1円未満の端数は、切り捨て処理するものとします。 

 

附則 

2015 年 8 月 1日制定 



2016 年 10 月 3日改定・適用 

2016 年 12月 1日改定・適用 

2017年 2月 14日改定・適用 

2017年 4月 3日改定・適用 

2017年 10 月 2日改定・適用 

2017年 10 月 6日改定・適用 

2018年 4月 1日改定・適用 

2018年 8 月 1日改定・適用 

2018年 10 月 1日改定・適用 

2019 年 2月 1日改定・適用 

2020年 12月 15日改定・適用 

2021 年 1月 29日改定・適用 

2021 年 4月 1日 改定・適用 

2022 年 7 月 1日 改定・適用 

2022 年 10 月 17 日 改定・適用 

2022 年 11月 1日 改定・適用 

2022 年 12月 22日 改定・適用 

2023 年 12月 20 日 改定・適用 

2025 年 8 月 28 日 改定・適用 


